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（号 外 ）

条

こ
の
規
則
は
、
養
護
老
人
ホ

十
四
年
山
口
県
条
例
第
三
十
二
号

護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日

口
県
規
則
第
六
十
八
号

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運

旨
）

護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、

規 目

次

則護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運

費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設

週
火
・
金
曜
日
発
行

ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

山
口
県
知

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

則

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
める

基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成

の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

事

山

本

繁
太
郎

例
施
行
規
則

（
長
寿
社
会
課
）
…
…
二
〇

定
め
る
条
例
施
行
規
則

（
長
寿
社
会
課
）
…
…
三
〇

る
条
例
施
行
規
則

（
長
寿
社
会
課
）
…
…
四
〇

（
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
一

規
則
（
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
五

（
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
一
四

る
条
例
施
行
規
則

平 成 年
月 日

（金曜日）

七

職
員
室
は
、
居
室
の
あ

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の

イ

廊
下
の
幅
は
、
一
・

イ

医
務
室
又
は
職
員
室

ロ

原
則
と
し
て
一
階
に

ハ

前
号
ロ
、
ニ
及
び
ホ

三

洗
面
所
は
、
居
室
の
あ

四

便
所
は
、
居
室
の
あ
る

五

医
務
室
に
は
、
入
所
者

必
要
に
応
じ
て
臨
床
検
査

六

調
理
室
は
、
火
気
を
使

場
合
は
、
二
人
と
す
る

ロ

地
階
に
設
け
な
い
こ

ハ

入
所
者
一
人
当
た
り

ニ

一
以
上
の
出
入
口
は

と
。

ホ

入
所
者
ご
と
に
寝
具

と
。

二

静
養
室
は
、
次
に
掲
げ

二

非
常
警
報
設
備
の
設
置

円
滑
な
消
火
活
動
が
可
能

三

避
難
口
の
増
設
、
搬
送

り
、
円
滑
な
避
難
が
可
能

人
員
を
増
員
す
る
こ
と
等

２

条
例
第
四
条
第
四
項
の
基

一

居
室
は
、
次
に
掲
げ
る

イ

一
室
の
定
員
は
、
一

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
）

第
二
条

条
例
第
四
条
第
二
項

木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
建
物

一

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

等
火
災
が
発
生
す
る
お
そ

び
延
焼
の
抑
制
に
配
慮
し

る
階
ご
と
に
居
室
に
近
接
し
て
設

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

三
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と

に
近
接
し
て
設
け
る
こ
と
。

設
け
、
寝
台
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る

る
階
ご
と
に
設
け
る
こ
と
。

階
ご
と
に
男
子
用
と
女
子
用
を
別

を
診
療
す
る
た
め
に
必
要
な
医
薬

設
備
を
設
け
る
こ
と
。

用
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用

こ
と
が
で
き
る
。

と
。

の
床
面
積
は
、
十
・
六
五
平
方
メ

、
避
難
上
有
効
な
空
地
、
廊
下
又

及
び
身
の
回
り
品
を
収
納
す
る
こ

る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

等
に
よ
る
火
災
の
早
期
発
見
及
び

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

を
容
易
に
行
う
た
め
に
十
分
な
幅

な
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
避
難
訓

に
よ
り
、
火
災
の
際
の
円
滑
な
避

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
所

の
規
則
で
定
め
る
建
物
は
、
次
の

と
す
る
。

の
設
置
、
天
井
等
の
内
装
材
等
へ

れ
が
あ
る
箇
所
に
お
け
る
防
火
区

た
構
造
で
あ
る
こ
と
。

一

け
る
こ
と
。

た
し
て
い
る
こ
と
。

。
た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
一

設
備
を
備
え
る
こ
と
。

こ
と
。

に
設
け
る
こ
と
。

品
及
び
医
療
機
器
を
備
え
る
ほ
か

い
る
こ
と
。

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け
る

と
が
で
き
る
収
納
設
備
を
設
け
る

通
報
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り

員
を
有
す
る
避
難
路
の
確
保
等
に

練
を
頻
繁
に
実
施
す
る
こ
と
、
配

難
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

者
へ
の
処
遇
上
必
要
と
認
め
ら
れ

各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た

の
難
燃
性
の
材
料
の
使
用
、
調
理

画
の
設
置
等
に
よ
り
、
初
期
消
火

・ 、 ここ 、よ置る す室及

規

則
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三

（号 外 ）

（
職

第
三一二

生
活
相
談
員

イ

常
勤
換
算
方
法
で
、
一
に
、

ロ

支
援
員
の
う
ち
一
人
を
主
任

看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下

数
が
百
又
は
百
に
満
た
な
い
端
数

栄
養
士

一
人
以
上

調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職

前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の

数
が
入
所
定
員
の
七
割
を
超
え

。
）
に
置
く
べ
き
生
活
相
談
員
、

基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成

る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護

等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法

例
第
三
十
六
号
）
第
六
十
七
条

入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以

じ
。
）
の
数
が
十
五
又
は
十
五

に
お
い
て
常
勤
の
職
員
が
勤
務

ム
の
職
員
の
員
数
を
常
勤
の
職

所
者
の
数
が
三
十
又
は
三
十
に

ロ

生
活
相
談
員
の
う
ち
入
所
者

を
主
任
生
活
相
談
員
と
す
る
。

支
援
員

イ

常
勤
換
算
方
法
で
、
一
般
入

施
設
入
居
者
生
活
介
護
（
指
定

八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と

ロ

廊
下
、
便
所
そ
の
他
必
要
な

ハ

階
段
の
傾
斜
は
、
緩
や
か
に

員
）

条

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
則

医
師

入
所
者
に
対
し
て
健
康

生
活
相
談
員

イ

常
勤
換
算
方
法
（
養
護
老
人

入
所
者
の
数
が
三
十
又
は
三
十

支
援
員
と
す
る
。

「
看
護
職
員
」
と
い
う
。
）

を
増
す
ご
と
に
一
以
上

員

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
視
覚
又

る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
盲

支
援
員
及
び
看
護
職
員
の
員
数

二
十
四
年
山
口
県
条
例
第
三
十

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を

予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ

に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利

下
同
じ
。
）
の
提
供
を
受
け
て

に
満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と

す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る
こ
と

員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を

満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に

の
数
が
百
又
は
百
に
満
た
な
い

所
者
（
入
所
者
で
あ
っ
て
、
外

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人

。場
所
に
常
夜
灯
を
設
け
る
こ
と

す
る
こ
と
。

で
定
め
る
員
数
は
、
次
の
と
お

管
理
及
び
療
養
上
の
指
導
を
行

ホ
ー
ム
の
職
員
の
勤
務
延
べ
時

に
満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と

常
勤
換
算
方
法
で
、
入
所
者
の

実
情
に
応
じ
た
適
当
数

は
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
入
所
者

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
」
と
い

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

五
号
）
第
七
十
三
条
に
規
定
す

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
外

護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の

例
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
条

用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設

い
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同

に
一
以
上
と
す
る
。

に
よ
り
、
当
該
養
護
老
人
ホ
ー

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
入

一
以
上
と
す
る
。

端
数
を
増
す
ご
と
に
一
人
以
上

部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

。り
と
す
る
。

う
た
め
に
必
要
な
数

間
数
を
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム

第
四
条

施
設
長
は
、
職
員
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
第
三
号
ロ
又
は
第

い
。

７

第
一
項
第
四
号
又
は
第
二

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一

護
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は

８

夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯

（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
を

（
施
設
長
の
責
務
）

ホ
ー
ム
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利

定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居

じ
。
）
に
置
く
べ
き
生
活
相

相
談
員
の
員
数
か
ら
、
常
勤

５

第
一
項
第
二
号
ロ
又
は
第

職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者

ホ
ー
ム
で
あ
っ
て
、
入
所
者

事
業
に
係
る
他
の
職
務
に
従

イ

入
所
者
の
数
が
百
を

以
上
と
す
る
。

ロ

入
所
者
の
数
が
百
を

に
、
入
所
者
の
数
が
百

た
数
以
上
と
す
る
。

３

前
二
項
の
入
所
者
及
び
一

ホ
ー
ム
を
新
た
に
設
置
し
、

４

第
一
項
第
二
号
又
は
第
二

に
一
を
加
え
て
得
た
数

ロ

生
活
相
談
員
の
う
ち

を
主
任
生
活
相
談
員
と

二

支
援
員

イ

常
勤
換
算
方
法
で
、

下
欄
に
掲
げ
る
支
援
員

ロ

支
援
員
の
う
ち
一
人

三

看
護
職
員

管
理
、
業
務
の
実
施
状
況
の
把
握

二
項
第
二
号
ロ
の
主
任
支
援
員
は

項
第
三
号
の
看
護
職
員
の
う
ち
一

項
第
四
号
の
看
護
職
員
に
係
る
当

、
常
勤
換
算
方
法
で
一
以
上
と
す

を
通
じ
て
一
人
以
上
の
職
員
に
宿

行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活

者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
養

談
員
の
員
数
は
、
第
一
項
第
二
号

換
算
方
法
で
、
一
を
減
じ
て
得
た

二
項
第
一
号
ロ
の
主
任
生
活
相
談

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、

事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

超
え
な
い
盲
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等

超
え
る
盲
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
に

を
超
え
て
百
又
は
百
に
満
た
な
い

般
入
所
者
の
数
は
、
前
年
度
の
平

又
は
再
開
す
る
場
合
は
、
推
定
数

項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

以
上
と
す
る
。

入
所
者
の
数
が
百
又
は
百
に
満
た

す
る
。

別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
一
般
入
所

の
数
以
上
と
す
る
。

を
主
任
支
援
員
と
す
る
。

そ
の
他
の
管
理
を
一
元
的
に
行
わ

、
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

人
以
上
は
、
常
勤
の
者
で
な
け
れ

該
者
の
員
数
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型

る
。

直
勤
務
又
は
夜
間
及
び
深
夜
の
勤

介
護
又
は
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型

護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下

又
は
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
生

数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、
専
ら
そ

、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
養
護
老

当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
行
う
当

に
あ
っ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で

あ
っ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、

端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
て

均
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
養
護
老

に
よ
る
。

、
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
養
護
老

な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
人
以

者
の
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

二

な なば養務 指同活の人該 二二得人人 上の



平成

二三四

年 月 日 金曜日

２
た

３
し

（
運

第
七定一

山 口 県

２
の

３
老

（
勤

第
六の

報

二三

（号 外 ）

２
も

（
生

第
五成わ一

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務

入
所
定
員

入
所
者
の
処
遇
の
内
容

前
項
の
職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定

め
に
、
継
続
性
を
重
視
し
た
処
遇

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

営
規
程
）

条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

て
の
記
録
を
行
う
こ
と
。

主
任
生
活
相
談
員
は
、
前
項
に
規

調
整
、
他
の
生
活
相
談
員
に
対
す

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
主
任
支

務
体
制
の
確
保
等
）

条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所

勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け

に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を

三
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
に
資
す

援
事
業
又
は
同
法
第
八
条
の
二
第

な
連
携
を
図
る
ほ
か
、
居
宅
サ
ー

提
供
す
る
者
と
の
連
携
に
努
め
る

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定

施
設
長
は
、
職
員
に
条
例
及
び
こ

の
と
す
る
。

活
相
談
員
の
責
務
）

条

生
活
相
談
員
は
、
入
所
者
の

し
、
そ
れ
に
沿
っ
た
支
援
が
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
所
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

の
内
容

め
る
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配

し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め

掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
養
護
老

る
技
術
指
導
等
の
内
容
の
管
理

生
活
相
談
員
が
置
か
れ
て
い
な

援
員
が
前
二
項
に
規
定
す
る
業

者
に
対
し
、
適
切
な
処
遇
を
行

れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用

計
画
又
は
同
法
第
八
条
の
二
第

る
た
め
、
同
法
第
八
条
第
二
十

十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防

ビ
ス
等
そ
の
他
の
保
健
医
療
サ

こ
と
。

に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故

の
規
則
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る

処
遇
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「

れ
る
よ
う
必
要
な
調
整
を
行
う

（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

が
安
心
し
て
日
常
生
活
を
送
る

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
必
要
な
研
修
の
機
会
を
確
保

の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を

人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
に
際
し
て

を
行
う
も
の
と
す
る
。

い
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
養
護

務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
職
員

に
際
し
、
同
法
第
八
条
第
二
十

十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防

三
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支

支
援
事
業
を
行
う
者
と
の
密
接

ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

を
行
う
こ
と
。

に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い

た
め
必
要
な
指
揮
命
令
を
行
う

処
遇
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条

沿
っ
た
対
応
を
行
う
こ
と

（
事
故
の
防
止
等
）

第
十
一
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム

一

感
染
症
及
び
食
中
毒
の

む
ね
三
月
に
一
回
以
上
開

対
し
、
周
知
徹
底
を
図
る

二

感
染
症
及
び
食
中
毒
の

三

支
援
員
そ
の
他
の
職
員

研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の

わ
れ
る
際
の
対
処
等
に
関

（
健
康
管
理
）

第
九
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
衛
生
管
理
等
）

第
十
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

な
ら
な
い
。

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感

た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し

一

処
遇
計
画

二

具
体
的
な
処
遇
の
内
容

三

条
例
第
十
条
第
二
項
の

心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急

四

条
例
第
十
二
条
第
二
項

五

条
例
第
十
三
条
第
三
項

て
の
記
録

五

施
設
の
利
用
に
当
た
っ

六

非
常
災
害
対
策

七

そ
の
他
施
設
の
運
営
に

（
記
録
の
整
備
）

第
八
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

ば
な
ら
な
い
。

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入

。は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め

催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に

こ
と
。

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め

に
対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の

と
。

の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

す
る
手
順
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

、
入
所
者
に
対
し
、
入
所
時
及
び

。、
必
要
な
医
薬
品
及
び
医
療
機
器

染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
を
予
防

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

等
の
記
録

規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態

や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の

の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び

て
の
留
意
事
項

関
す
る
重
要
事
項

、
設
備
、
職
員
及
び
会
計
に
関
す

所
者
の
処
遇
の
状
況
に
関
す
る
次

三

を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お

つ
い
て
、
支
援
員
そ
の
他
の
職
員

の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め

る
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
が

働
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号
）

毎
年
二
回
以
上
の
定
期
の
健
康
診

を
備
え
、
適
正
に
管
理
し
な
け
れ

し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す

様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所
者

記
録

事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ

る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け

に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の

措 おにの疑に 断ばる のい れ完
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遇
の
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四
条

入
所
者
の
処
遇
は
、
処
遇

遇
計
画
）

三
条

施
設
長
は
、
生
活
相
談
員

。生
活
相
談
員
は
、
入
所
者
の
心
身

希
望
等
を
勘
案
し
、
他
の
職
員
と

な
い
。

生
活
相
談
員
は
、
入
所
者
の
処
遇

れ
ば
な
ら
な
い
。

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の

が
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営

の
家
族
の
希
望
、
退
所
後
に
置
か

に
必
要
な
援
助
に
努
め
な
け
れ
ば

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の

提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の

す
る
相
談
援
助
を
行
う
と
と
も
に

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
に

の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
速
や

退
所
）

二
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、

、
生
活
歴
、
病
歴
等
の
把
握
に
努

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の

が
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営

ら
な
い
。

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応

発
生
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整

事
故
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ

が
報
告
さ
れ
、
そ
の
分
析
を
通
じ

る
こ
と
。

事
故
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の

に
行
う
こ
と
。

計
画
に
基
づ
き
、
漫
然
か
つ
画

に
処
遇
計
画
の
作
成
に
関
す
る

の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る

協
議
の
上
、
当
該
入
所
者
の
処

の
状
況
等
を
勘
案
し
、
処
遇
計

心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て

む
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

れ
る
こ
と
と
な
る
生
活
環
境
等

な
ら
な
い
。

退
所
に
際
し
て
は
、
保
健
医
療

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

退
所
後
も
、
必
要
に
応
じ
、
当

、
適
切
な
援
助
に
努
め
な
け
れ

対
す
る
処
遇
に
よ
り
賠
償
す
べ

か
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

入
所
予
定
者
の
入
所
に
際
し
て
は

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て

む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に

、
次
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

備
す
る
こ
と
。

れ
に
至
る
危
険
性
が
あ
る
事
態

た
改
善
策
に
つ
い
て
、
職
員
に

委
員
会
及
び
支
援
員
そ
の
他
の

一
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う

業
務
を
担
当
さ
せ
る
も
の
と
す

環
境
、
入
所
者
及
び
そ
の
家
族

遇
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

画
の
必
要
な
見
直
し
を
行
わ
な

い
る
環
境
等
に
照
ら
し
、
入
所

る
場
合
は
、
当
該
入
所
者
及
び

を
勘
案
し
、
円
滑
な
退
所
の
た

サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

該
入
所
者
及
び
そ
の
家
族
等
に

ば
な
ら
な
い
。

き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、

ら
な
い
。

、
入
所
予
定
者
の
心
身
の
状

い
る
環
境
等
に
照
ら
し
、
入
所

つ
い
て
常
に
配
慮
し
な
け
れ
ば

方
法
等
が
記
載
さ
れ
た
事
故
の

が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
事
実

周
知
徹
底
す
る
体
制
を
整
備
す

職
員
に
対
す
る
研
修
を
定
期
的

力
病
院
を
定
め
て
お
か
な
け

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
あ

エ
ー
シ
ョ
ン
行
事
を
行
わ
な

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
）

第
十
七
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム

す
る
要
介
護
状
態
等
を
い
う

に
応
じ
、
適
切
に
居
宅
サ
ー

な
ら
な
い
。

（
協
力
病
院
等
）

第
十
八
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム

４

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
常

と
の
交
流
等
の
機
会
を
確
保

５

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入

６

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入

生
活
に
必
要
な
援
助
を
適
切

７

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
一

な
ら
な
い
。

８

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
教

確
な
把
握
に
努
め
、
入
所
者

言
そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入

め
に
必
要
な
指
導
及
び
訓
練

３

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
要

を
い
う
。
）
の
申
請
そ
の
他

等
に
つ
い
て
、
当
該
入
所
者

意
思
を
踏
ま
え
て
速
や
か
に

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
職
員

し
、
処
遇
上
必
要
な
事
項
に

（
食
事
）

第
十
五
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム

な
時
間
に
食
事
を
提
供
し
な

（
生
活
相
談
等
）

第
十
六
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム

れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
か
じ
め
、
協
力
歯
科
医
療
機
関

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
入
所
者
が
要
介
護
状
態
等
（

。
）
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
心

ビ
ス
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

は
、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
入

に
入
所
者
の
家
族
と
の
連
携
を
図

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

所
者
の
外
出
の
機
会
を
確
保
す
る

所
者
に
対
し
、
退
所
後
の
地
域
に

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

週
間
に
二
回
以
上
、
入
所
者
を
入

養
娯
楽
設
備
等
を
備
え
る
ほ
か
、

又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
に
適

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
者
に
対
し
、
処
遇
計
画
に
基
づ

そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば

介
護
認
定
（
介
護
保
険
法
第
十
九

の
入
所
者
が
日
常
生
活
を
営
む
上

又
は
そ
の
家
族
が
行
う
こ
と
が
困

必
要
な
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

。は
、
入
所
者
の
処
遇
に
当
た
っ
て

つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に

は
、
栄
養
並
び
に
入
所
者
の
心
身

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
常
に
入
所
者
の
心
身
の
状
況

を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ

介
護
保
険
法
第
二
条
第
一
項
に
規

身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境

よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

所
者
の
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
、

る
と
と
も
に
、
入
所
者
と
そ
の
家

い
。

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
け
る
生
活
を
踏
ま
え
、
自
立
的

浴
さ
せ
、
又
は
清
し
き
し
な
け
れ

適
宜
、
入
所
者
の
た
め
の
レ
ク

切
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な

き
、
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む

な
ら
な
い
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認

で
必
要
な
行
政
機
関
に
対
す
る
手

難
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
入
所
者

ら
な
い
。

は
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
に

説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
状
況
及
び
嗜
好
を
考
慮
し
、
適

、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
の

四

ば 定等ば協 族なばリ 助た定続の 対。切的
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別
表

報

（
施

１（
経

２
生護さ

（号 外 ）

な
（
地

第
十等

２
がな

九
十
を
超
え
て
百
以
下

四
十
を
超
え
て
五
十
以
下

五
十
を
超
え
て
六
十
以
下

六
十
を
超
え
て
七
十
以
下

七
十
を
超
え
て
八
十
以
下

八
十
を
超
え
て
九
十
以
下

（
第
三
条
関
係
）

一

般

入

所

者

の

数

二
十
以
下

二
十
を
超
え
て
三
十
以
下

三
十
を
超
え
て
四
十
以
下

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十

過
措
置
）

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運

労
働
省
令
第
五
十
七
号
）
附
則
第

老
人
ホ
ー
ム
の
建
物
で
あ
っ
て
、

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第

ら
な
い
。

域
と
の
連
携
等
）

九
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
そ

と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
地

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
措
置
に
関

相
談
及
び
援
助
を
行
う
事
業
そ
の

ら
な
い
。

支

援

員

の

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改

二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
当

二
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
ハ

の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域

域
と
の
交
流
を
図
ら
な
け
れ
ば

す
る
入
所
者
か
ら
の
苦
情
に
関

他
の
市
町
が
実
施
す
る
事
業
に

十
四 七八十

十
一

十
二

数

四五六

正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
養

該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
用
に
供

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動

な
ら
な
い
。

し
て
、
市
町
等
が
派
遣
す
る
者

協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

二
階
建
て
又
は
平
屋
建
て
の

一

居
室
そ
の
他
の
入
所
者

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
特
別

（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
条

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

第
二
章

特
別
養
護
老

（
設
備
）

第
二
条

条
例
第
三
条
第
一
項

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

特
別
養
護
老
人
ホ

第
三
章

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別

第
四
章

地
域
密
着
型
特
別

第
五
章

ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域

附
則

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設

す
る
。平

成
二
十
四
年
九
月
二
十

山
口
県
規
則
第
六
十
九
号

百
を
超
え
て
百
十
以
下

百
十
を
超
え
て
百
二
十
以
下

百
二
十
を
超
え
て
百
三
十
以
下

百
三
十
を
超
え
る
場
合

建
物
と
す
る
。

の
日
常
生
活
に
充
て
ら
れ
る
場
所

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運

例
第
三
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」

る
。

人
ホ
ー
ム

の
規
則
で
定
め
る
建
物
は
、
次
の

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

ー
ム
（
第
二
条

第
二
十
二
条
）

養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
第
二
十
三
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
第
三
十
二
条

密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

八
日

山
口

十
八
に
、
入
所
者
の
数
が
百
三
十
一

に
満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

五

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
必

各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た

を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

第
三
十
一
条
）

第
三
十
五
条
）

第
三
十
六
条
・
第
三
十
七
条
）

め
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公

県
知
事

山

本

繁
太
郎

十
四

十
六

十
八

を
超
え
て
十
又
は
十

を
加
え
て
得
た
数

室 例要す 布



平

二

成 年 月 日 金曜日 山 口

二三
３

一

県 報

２
か一

（号 外 ）

二

静
養
室
は
、
前
号
（
ロ
を
除
く

に
近
接
し
て
設
け
る
こ
と
。

ロ

入
所
者
一
人
当
た
り
の
床
面

ハ

寝
台
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設

ニ

一
以
上
の
出
入
口
は
、
避

と
。

ホ

床
面
積
の
十
四
分
の
一
以
上

す
る
こ
と
。

ヘ

入
所
者
の
身
の
回
り
品
を
保

ト

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

非
常
警
報
設
備
の
設
置
等
に
よ

円
滑
な
消
火
活
動
が
可
能
な
も
の

避
難
口
の
増
設
、
搬
送
を
容
易

り
、
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
構
造

人
員
を
増
員
す
る
こ
と
等
に
よ
り

条
例
第
三
条
第
五
項
の
基
準
は
、

居
室
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を

イ

地
階
に
設
け
な
い
こ
と
。

従
い
、
昼
間
及
び
夜
間
に
お
い

ハ

火
災
時
に
お
け
る
避
難
、
消

連
携
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
則
で
定

つ
平
屋
建
て
の
建
物
と
す
る
。

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置

等
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

び
延
焼
の
抑
制
に
配
慮
し
た
構
造

等
」
と
い
う
。
）
を
二
階
及
び
地

居
室
等
を
二
階
又
は
地
階
に
設

る
こ
と
。

イ

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

に
あ
っ
て
は
、
市
町
長
）
又
は

設
内
防
災
計
画
に
入
所
者
の
円

る
こ
と
。

ロ

条
例
第
六
条
第
四
項
の
訓
練

。
）
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

積
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト

備
を
備
え
る
こ
と
。

難
上
有
効
な
空
地
、
廊
下
又
は
広

に
相
当
す
る
面
積
を
直
接
外
気

管
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
を

設
備
を
設
け
る
こ
と
。

る
火
災
の
早
期
発
見
及
び
通
報

で
あ
る
こ
と
。

に
行
う
た
め
に
十
分
な
幅
員
を

で
あ
り
、
か
つ
、
避
難
訓
練
を

、
火
災
の
際
の
円
滑
な
避
難
が

次
の
と
お
り
と
す
る
。

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

て
行
う
こ
と
。

火
等
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で

め
る
建
物
は
、
次
の
各
号
の
い

、
天
井
等
の
内
装
材
等
へ
の
難

る
箇
所
に
お
け
る
防
火
区
画
の

で
あ
る
こ
と
。

階
の
い
ず
れ
に
も
設
け
て
い
な

け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
消
防
長

消
防
署
長
と
相
談
の
上
、
条
例

滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に

介
護
職
員
室
又
は
看
護
職
員
室

ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

間
に
直
接
面
し
て
設
け
る
こ

に
面
し
て
開
放
で
き
る
よ
う
に

備
え
る
こ
と
。

の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、

有
す
る
避
難
路
の
確
保
等
に
よ

頻
繁
に
実
施
す
る
こ
と
、
配
置

可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

き
る
よ
う
、
地
域
住
民
等
と
の

ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木
造

燃
性
の
材
料
の
使
用
、
調
理
室

設
置
等
に
よ
り
、
初
期
消
火
及

い
こ
と
。

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い

（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施

る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め

規
定
す
る
施
設
内
防
災
計
画
に

ハ

廊
下
及
び
階
段
に
は

ニ

階
段
の
傾
斜
は
、
緩

び
天
井
の
室
内
に
面
す

ハ

居
室
等
の
あ
る
三
階

五
年
政
令
第
三
百
三
十

上
有
効
に
区
画
さ
れ
て

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も

イ

廊
下
の
幅
は
、
一
・

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

ロ

廊
下
、
便
所
そ
の
他

十

居
室
、
静
養
室
、
食
堂

以
上
の
階
に
設
け
な
い
こ

設
け
ら
れ
る
居
室
等
に
つ

イ

居
室
等
の
あ
る
三
階

斜
路
を
有
す
る
場
合
又

を
有
す
る
バ
ル
コ
ニ
ー

こ
と
。

ロ

三
階
以
上
の
階
に
あ

査
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

七

調
理
室
は
、
火
気
を
使

八

介
護
職
員
室
は
、
居
室

と
。

九

食
堂
及
び
機
能
訓
練
室

そ
の
合
計
し
た
面
積
は
三

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
食

き
る
と
き
は
、
同
一
の
場

三

浴
室
は
、
介
護
を
必
要

四

洗
面
設
備
は
、
居
室
の

た
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

便
所
は
、
居
室
の
あ
る

る
設
備
を
設
け
る
と
と
も

と
。

六

医
務
室
は
、
医
療
法
（

者
を
診
療
す
る
た
め
に
必

、
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

や
か
に
す
る
こ
と
。

る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で

以
上
の
各
階
が
耐
火
構
造
の
壁
又

八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規

い
る
こ
と
。

の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を

八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

こ
と
。

必
要
な
場
所
に
常
夜
灯
を
設
け
る

、
浴
室
及
び
機
能
訓
練
室
（
以
下

と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

以
上
の
各
階
に
通
ず
る
特
別
避
難

は
車
椅
子
若
し
く
は
ス
ト
レ
ッ
チ

及
び
屋
外
に
設
け
る
避
難
階
段
を

る
居
室
等
及
び
こ
れ
か
ら
地
上
に

用
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用

の
あ
る
階
ご
と
に
居
室
に
近
接
し

は
、
必
要
な
備
品
を
備
え
る
ほ
か

平
方
メ
ー
ト
ル
に
入
所
定
員
を
乗

事
の
提
供
又
は
機
能
訓
練
に
支
障

所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
る
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し

あ
る
階
ご
と
に
設
け
、
介
護
を
必

階
ご
と
に
居
室
に
近
接
し
て
設
け

に
、
介
護
を
必
要
と
す
る
者
が
使

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号

要
な
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
を
備

し
て
い
る
こ
と
。

は
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
防
火
設
備
に
よ
り
防

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

た
だ
し
、
中
廊
下
の
幅
は
、
二
・

こ
と
。

「
居
室
等
」
と
い
う
。
）
は
、
三

で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
建
物

階
段
を
二
以
上
（
防
災
上
有
効
な

ャ
ー
で
通
行
す
る
た
め
に
必
要
な

有
す
る
場
合
は
、
一
以
上
）
有
す

通
ず
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
の
壁

い
る
こ
と
。

て
設
け
、
必
要
な
備
品
を
備
え
る

、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
広
さ
を
有
し

じ
て
得
た
面
積
以
上
と
す
る
こ
と

が
な
い
広
さ
を
確
保
す
る
こ
と
が

た
も
の
と
す
る
こ
と
。

要
と
す
る
者
が
使
用
す
る
の
に
適

る
ほ
か
、
ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代

用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る

）
に
規
定
す
る
診
療
所
と
し
、
入

え
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
臨
床

六

十災七 階に傾幅る及 こ、。で しわこ所検
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三

（号 外 ）

（
職

第
三一二

機
能
訓
練
指
導
員
は
、
当
該
特
別

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
則
で
定

護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す
る
場
合

調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職

医
師
及
び
調
理
員
、
事
務
員
そ
の

あ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ

務
員
そ
の
他
の
職
員
を
置
か
な
い

当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
の

い
。

施
設
長
及
び
生
活
相
談
員
は
、
常

看
護
職
員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で

入
所
者
の
数
が
三
十
以
下

入
所
者
の
数
が
三
十
を
超

入
所
者
の
数
が
五
十
を
超

入
所
者
の
数
が
百
三
十
を

三
十
を
超
え
て
五
十
又
は
五

栄
養
士

一
人
以
上

機
能
訓
練
指
導
員

一
人
以
上

お
い
て
同
じ
。
）
が
百
又
は
百
に

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員

イ

介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
の

勤
務
延
べ
時
間
数
を
当
該
特
別

数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当

数
に
換
算
す
る
方
法
を
い
う
。

三
に
満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご

ロ

看
護
職
員
の
員
数
は
、
入

ホ

居
室
等
が
二
階
以
上
の
階
に

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
け
る
場
合

員
）

条

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
則

医
師

入
所
者
に
対
し
て
健
康

生
活
相
談
員

入
所
者
の
数

護
老
人
ホ
ー
ム
を
新
た
に
設
置
し

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
他
の
職
務

め
る
職
員
は
、
特
別
養
護
老
人

、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び

員

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

他
の
職
員
の
員
数
は
、
サ
テ
ラ

っ
て
、
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居

場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
別
養
護

入
所
者
の
数
の
合
計
数
を
基
礎

勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
定
め
る
数
と
す
る
。

の
場
合

常
勤
換
算
方
法
で
、

え
五
十
以
下
の
場
合

常
勤
換

え
百
三
十
以
下
の
場
合

常
勤

超
え
る
場
合

常
勤
換
算
方
法

十
に
満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご

満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に

総
数
は
、
常
勤
換
算
方
法
（
特

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
常

該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
職

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

と
に
一
以
上
と
す
る
。

所
者
の
数
の
次
の

か
ら

ま
で

あ
る
場
合
は
、
一
以
上
の
傾
斜

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
定
め
る
員
数
は
、
次
の
と
お

管
理
及
び
療
養
上
の
指
導
を
行

（
前
年
度
の
入
所
者
の
数
の
平
均

、
又
は
再
開
す
る
場
合
は
、
推

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別

ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別

ム
の
実
情
に
応
じ
た
適
当
数

イ
ト
型
居
住
施
設
の
本
体
施
設

住
施
設
に
医
師
又
は
調
理
員
、

老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
の
数
及

と
し
て
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

。 一
以
上

算
方
法
で
、
二
以
上

換
算
方
法
で
、
三
以
上

で
、
三
に
、
入
所
者
の
数
が
百

と
に
一
を
加
え
て
得
た
数
以
上

一
人
以
上

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
職
員
の

勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間

員
の
員
数
を
常
勤
の
職
員
の
員

）
で
、
入
所
者
の
数
が
三
又
は

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

路
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、

り
と
す
る
。

う
た
め
に
必
要
な
数

値
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
養

定
数
に
よ
る
。
以
下
こ
の
条
に

の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保

一

入
所
者
の
処
遇
に
関
す

二

具
体
的
な
処
遇
の
内
容

四

入
所
者
の
処
遇
の
内
容

五

施
設
の
利
用
に
当
た
っ

六

非
常
災
害
対
策

七

そ
の
他
施
設
の
運
営
に

（
記
録
の
整
備
）

第
七
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

３

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
運
営
規
程
）

第
六
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

一

施
設
の
目
的
及
び
運
営

二

職
員
の
職
種
、
員
数
及

三

入
所
定
員

２

施
設
長
は
、
職
員
に
条
例

も
の
と
す
る
。

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
五
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定
め

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
入

り
で
な
い
。

養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す

養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す

域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ

二
項
の
規
定
に
よ
り
配
置
さ

（
施
設
長
の
責
務
）

第
四
条

施
設
長
は
、
職
員
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
計
画

等
の
記
録

及
び
費
用
の
額

て
の
留
意
事
項

関
す
る
重
要
事
項

ム
は
、
設
備
、
職
員
及
び
会
計
に

、
入
所
者
の
処
遇
の
状
況
に
関
す

、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向

。ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営

な
ら
な
い
。

の
方
針

び
職
務
の
内
容

及
び
こ
の
規
則
の
規
定
を
遵
守
さ

ム
は
、
入
所
者
に
対
し
、
適
切
な

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

所
者
の
処
遇
に
直
接
影
響
を
及
ぼ

る
場
合
、
地
域
密
着
型
特
別
養
護

る
場
合
又
は
地
域
密
着
型
特
別
養

ー
ム
を
併
設
す
る
場
合
の
介
護
職

れ
る
看
護
職
員
に
限
る
。
）
と
す

管
理
、
業
務
の
実
施
状
況
の
把
握

七

関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か

る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備
し
、

上
の
た
め
に
必
要
な
研
修
の
機
会

に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る

せ
る
た
め
必
要
な
指
揮
命
令
を
行

処
遇
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

職
員
に
よ
っ
て
処
遇
を
行
わ
な
け

さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の

老
人
ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
特

護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型

員
及
び
看
護
職
員
（
第
二
十
四
条

る
。

そ
の
他
の
管
理
を
一
元
的
に
行
わ

なそ を規 う、れ限 別地第な
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（
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三四五
（
衛

第
八れ

療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の

い
。 事

故
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ

が
報
告
さ
れ
、
そ
の
分
析
を
通
じ

事
故
の
発
生
の
防
止
の
た
め
の

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所

、
そ
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、

ー
ビ
ス
提
供
困
難
時
の
対
応
）

条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、

者
に
対
し
自
ら
適
切
な
便
宜
を
供

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

わ
れ
る
際
の
対
処
等
に
関
す
る

沿
っ
た
対
応
を
行
う
こ
と
。

故
の
防
止
等
）

条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応

発
生
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感
染

る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

む
ね
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る

に
対
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
に
対

の
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に

心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定

条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定

て
の
記
録

生
管
理
等
）

条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、

ば
な
ら
な
い
。

紹
介
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を

れ
に
至
る
危
険
性
が
あ
る
事
態

た
改
善
策
を
職
員
に
周
知
徹
底

委
員
会
及
び
職
員
に
対
す
る
研

者
に
対
す
る
処
遇
に
よ
り
賠
償

速
や
か
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ

入
所
予
定
者
が
入
院
治
療
を
必

与
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場

、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
感

手
順
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を

、
次
号
の
規
定
に
よ
る
報
告
の

備
す
る
こ
と
。

症
又
は
食
中
毒
の
発
生
を
予
防

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対

と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

。び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指

し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予

よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及

得
な
い
理
由
の
記
録

に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故

必
要
な
医
薬
品
及
び
医
療
機
器

速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
事
実

す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合

ば
な
ら
な
い
。

要
と
す
る
場
合
そ
の
他
入
所
予

合
は
、
適
切
な
病
院
若
し
く
は

染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
が
疑

告
示
第
二
百
六
十
八
号
）
に

防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

方
法
等
が
記
載
さ
れ
た
事
故
の

し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止

策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お

て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め

び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所
者
の

に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い

を
備
え
、
適
正
に
管
理
し
な
け

対
し
、
処
遇
上
必
要
な
事
項

い
。

画
の
必
要
な
見
直
し
を
行
わ

（
処
遇
の
方
針
）

第
十
三
条

特
別
養
護
老
人
ホ

よ
う
、
そ
の
心
身
の
状
況
等

い
。

２

入
所
者
の
処
遇
は
、
入
所

ら
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ

３

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定

め
、
居
宅
介
護
支
援
を
行
う

ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提

（
入
所
者
の
処
遇
に
関
す
る
計

第
十
二
条

特
別
養
護
老
人
ホ

者
及
び
そ
の
家
族
の
希
望
等

計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

員
、
看
護
職
員
等
の
職
員
の

４

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

入
所
者
が
居
宅
に
お
い
て
日

及
び
そ
の
家
族
の
希
望
、
退

の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行

５

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

（
入
退
所
）

第
十
一
条

特
別
養
護
老
人
ホ

宅
介
護
支
援
（
介
護
保
険
法

居
宅
介
護
支
援
を
い
う
。
以

状
況
、
生
活
歴
、
病
歴
、
指

う
。
）
の
利
用
状
況
等
の
把

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

入
所
者
が
居
宅
に
お
い
て
日

に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
ム
は
、
入
所
者
の
要
介
護
状
態

に
応
じ
て
、
入
所
者
の
処
遇
を
妥

者
の
処
遇
に
関
す
る
計
画
に
基
づ

ば
な
ら
な
い
。

職
員
は
、
入
所
者
の
処
遇
に
当
た

す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う

者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
に
努
め

供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に
努

画
）

ー
ム
は
、
入
所
者
の
心
身
の
状
況

を
勘
案
し
、
入
所
者
の
同
意
を
得

ら
な
い
。

、
入
所
者
の
処
遇
の
状
況
等
を
勘

、
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
討
に
当

間
で
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
入
所
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の

常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と

所
後
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
生

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
入
所
者
の
退
所
に
際
し
て
は
、

ー
ム
は
、
入
所
予
定
者
の
入
所
に

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号

下
同
じ
。
）
を
行
う
者
に
対
す
る

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
項
に
規

握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
入
所
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の

常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
か

に
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止
に
資
す

当
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

き
、
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も
の
と

っ
て
は
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族

。
）
の
作
成
等
の
援
助
に
資
す
る

る
ほ
か
、
そ
の
他
保
健
医
療
サ
ー

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
入

て
、
当
該
入
所
者
の
処
遇
に
関
す

案
し
、
入
所
者
の
処
遇
に
関
す
る

た
っ
て
は
、
生
活
相
談
員
、
介
護

。置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
照
ら
し

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
入
所

活
環
境
等
を
勘
案
し
、
円
滑
な
退

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
介
護
保
険

際
し
て
は
、
入
所
予
定
者
に
係
る

）
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す

照
会
等
に
よ
り
、
入
所
者
の
心
身

定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を

置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
照
ら
し

ど
う
か
に
つ
い
て
定
期
的
に
検
討

八

な るななに たビ所る計 職、者所法 居るのい、し



平成

２
等同

年 月 日 金曜日

援
（
生

第
十のな

（
社

第
十の

山 口 県

７
な

８
ホ

（
食

第
十適

２

報

３
の

４
つ

５
生

６
な

（号 外 ）

４
ら

（
介

第
十身

２
せ

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所

に
つ
い
て
、
当
該
入
所
者
又
は
そ

意
を
得
て
、
代
わ
っ
て
当
該
手
続

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

活
相
談
等
）

六
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

的
確
な
把
握
に
努
め
、
入
所
者
又

助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け

会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
等
）

七
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
行
事
を
行
わ

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
常
時

ら
な
い
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入

ー
ム
の
職
員
以
外
の
者
に
よ
る
介

事
）

五
条

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

切
な
時
間
に
食
事
を
提
供
し
な
け

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所

自
立
に
つ
い
て
必
要
な
援
助
を
行

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
お
む

を
適
切
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
褥
瘡

を
予
防
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
そ
の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

護
）

四
条

介
護
は
、
入
所
者
の
自
立

の
状
況
に
応
じ
て
、
適
切
な
技
術

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
一

、
又
は
清
し
き
し
な
け
れ
ば
な
ら

者
が
日
常
生
活
を
営
む
上
で
必

の
家
族
が
行
う
こ
と
が
困
難
で

等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
常
に
入
所
者
の
心
身
の
状
況

は
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談
に
適

れ
ば
な
ら
な
い
。

、
教
養
娯
楽
設
備
等
を
備
え
る

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
人
以
上
の
常
勤
の
介
護
職
員

所
者
に
対
し
て
、
入
所
者
の
負
担

護
を
受
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

、
栄
養
並
び
に
入
所
者
の
心
身

れ
ば
な
ら
な
い
。

者
が
可
能
な
限
り
離
床
し
て
、

者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
て
、

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
入

ら
な
い
。

が
発
生
し
な
い
よ
う
適
切
な
介

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
対
し
、
離
床
、
着
替
え
、

処
遇
の
質
に
つ
い
て
自
ら
評
価

の
支
援
及
び
日
常
生
活
の
充
実

を
も
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

週
間
に
二
回
以
上
、
適
切
な
方
法

な
い
。

要
な
行
政
機
関
に
対
す
る
手
続

あ
る
場
合
は
、
当
該
入
所
者
の

。 、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等

切
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要

ほ
か
、
適
宜
、
入
所
者
の
た
め

を
介
護
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば

に
よ
る
当
該
特
別
養
護
老
人

。の
状
況
及
び
嗜
好
を
考
慮
し
、

食
堂
で
食
事
を
行
う
こ
と
を
支

適
切
な
方
法
に
よ
り
、
排
せ
つ

所
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
お
む

護
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
発

整
容
等
の
介
護
を
適
切
に
行
わ

を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図

に
資
す
る
よ
う
、
入
所
者
の
心

ら
な
い
。

に
よ
り
、
入
所
者
を
入
浴
さ

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

居
室
は
、
次
に
掲
げ

一
室
の
定
員
は
、

第
二
十
二
条

特
別
養
護
老
人

な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

町
等
が
派
遣
す
る
者
が
相
談

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
三
章

ユ
ニ
ッ
ト
型

（
設
備
）

第
二
十
三
条

条
例
第
十
四
条

第
二
十
条

特
別
養
護
老
人
ホ

な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の

（
協
力
病
院
等
）

第
二
十
一
条

特
別
養
護
老
人

め
、
協
力
病
院
を
定
め
て
お

２

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
所
者
の
入
院
期
間
中
の
取

第
十
九
条

特
別
養
護
老
人
ホ

生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
入

と
き
は
、
入
所
者
及
び
そ
の

と
と
も
に
、
や
む
を
得
な
い

に
円
滑
に
入
所
す
る
こ
と
が

（
定
員
の
遵
守
）

３

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

家
族
と
の
交
流
等
の
機
会
を

４

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

い
。

（
機
能
訓
練
）

第
十
八
条

特
別
養
護
老
人
ホ

活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
機

る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

一
人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入

ホ
ー
ム
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ

力
を
行
う
等
地
域
と
の
交
流
を
図

、
提
供
し
た
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

及
び
援
助
を
行
う
事
業
そ
の
他
の

い
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

第
二
項
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

ー
ム
は
、
入
所
定
員
及
び
居
室
の

他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

ホ
ー
ム
は
、
入
院
治
療
を
必
要
と

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
あ
ら
か
じ
め
、
協
力
歯
科
医
療

扱
い
）

ー
ム
は
、
入
所
者
に
つ
い
て
、
病

院
後
お
お
む
ね
三
月
以
内
に
退
院

家
族
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
必
要

事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
退
院

で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

、
常
に
入
所
者
の
家
族
と
の
連
携

確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

、
入
所
者
の
外
出
の
機
会
を
確
保

ー
ム
は
、
入
所
者
に
対
し
、
そ
の

能
を
改
善
し
、
又
は
そ
の
減
退
を

九

居
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
所
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
、

市
町
が
実
施
す
る
事
業
に
協
力
す

と
す
る
。

定
員
を
超
え
て
入
所
さ
せ
て
は
な

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

す
る
入
所
者
の
た
め
に
、
あ
ら
か

機
関
を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な

院
又
は
診
療
所
に
入
院
す
る
必
要

す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
見
込
ま
れ

に
応
じ
て
適
切
な
便
宜
を
供
与
す

後
再
び
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

な
い
。

を
図
る
と
と
も
に
、
入
所
者
と
そ

ら
な
い
。

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
日
常

防
止
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
わ
な

上 的市る らじけ がるるム のな生け
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室
、
食
堂
、
浴
室
及
び
機
能
訓
練

と
あ
る
の
は
「
ユ
ニ
ッ
ト
等
」
と

必
要
な
設
備
及
び
備
品
を

ハ

洗
面
設
備
は
、
居
室
ご
と
に

介
護
を
必
要
と
す
る
者
が
使
用

ニ

便
所
は
、
居
室
ご
と
に
設

ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備

に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人

号
、
第
七
号
及
び
第
十
号
の
規
定

と
。ブ

ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ

ロ

共
同
生
活
室
は
、
次
に
掲
げ

い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に

同
で
日
常
生
活
を
営
む
た
め

地
階
に
設
け
な
い
こ
と
。

一
室
の
床
面
積
は
、
二
平

定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以

前
提
に
し
た
上
で
、
居
室
を

い
て
も
差
し
支
え
な
い
。

寝
台
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

一
以
上
の
出
入
口
は
、
避

し
て
設
け
る
こ
と
。

床
面
積
の
十
四
分
の
一
以

に
す
る
こ
と
。

必
要
に
応
じ
て
入
居
者

必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に

て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。

下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

地
階
に
設
け
な
い
こ
と
。

一
室
の
床
面
積
は
、
十

は
、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー

に
属
さ
な
い
居
室
を
改
修
し

室
」
と
あ
る
の
は
「
ユ
ニ
ッ
ト

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
え
る
こ
と
。

設
け
る
か
、
又
は
共
同
生
活
室

す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る

け
る
か
、
又
は
共
同
生
活
室
ご
と

を
設
け
る
と
と
も
に
、
介
護
を

ホ
ー
ム
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
第

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ

の
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
形

方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
共
同
生
活

上
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と

設
備
を
備
え
る
こ
と
。

難
上
有
効
な
空
地
、
廊
下
、
共

上
に
相
当
す
る
面
積
を
直
接
外

の
身
の
回
り
品
を
保
管
す
る
こ
と

、
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ

た
だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入

。
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（

ト
ル
以
上
）
と
す
る
こ
と
。
こ

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
入
居
者

及
び
浴
室
」
と
、
「
居
室
等
」

ご
と
に
適
当
数
設
け
る
ほ
か
、

こ
と
。

に
適
当
数
設
け
る
ほ
か
、
ブ

必
要
と
す
る
者
が
使
用
す
る
の

二
条
第
三
項
第
三
号
、
第
六

い
て
、
同
号
中
「
居
室
、
静
養

。ッ
ト
の
入
居
者
が
交
流
し
、
共

状
を
有
す
る
こ
と
。

室
が
属
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居

の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て

同
生
活
室
又
は
広
間
に
直
接
面

気
に
面
し
て
開
放
で
き
る
よ
う

が
で
き
る
設
備
を
備
え
る
こ

。ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し

居
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て

の
場
合
に
お
い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト

同
士
の
視
線
の
遮
断
の
確
保
を

第
二
十
六
条

サ
ー
ビ
ス
の
提

び
生
活
習
慣
に
沿
っ
て
自
律

二

職
員
の
職
種
、
員
数
及

三

入
居
定
員

四

ユ
ニ
ッ
ト
の
数
及
び
ユ

五

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の

六

施
設
の
利
用
に
当
た
っ

七

非
常
災
害
対
策

八

そ
の
他
施
設
の
運
営
に

（
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方
針
）

る
こ
と
。

二

夜
間
及
び
深
夜
に
つ
い

夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に

三

ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
常
勤

（
運
営
規
程
）

第
二
十
五
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
特

事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め

一

施
設
の
目
的
及
び
運
営

ホ

ユ
ニ
ッ
ト
等
が
二
階

し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
四
条

第
五
条
の
規
定

２

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る

居
者
が
安
心
し
て
日
常
生
活

に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
次

一

昼
間
に
つ
い
て
は
、
ユ

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の

イ

廊
下
の
幅
は
、
一
・

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し

円
滑
な
往
来
に
支
障
が

に
あ
っ
て
は
、
一
・
八

ロ

廊
下
、
共
同
生
活
室

ハ

廊
下
及
び
階
段
に
は

ニ

階
段
の
傾
斜
は
、
緩

供
は
、
入
居
者
が
そ
の
有
す
る
能

的
な
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で

び
職
務
の
内
容

ニ
ッ
ト
ご
と
の
入
居
定
員

内
容
及
び
費
用
の
額

て
の
留
意
事
項

関
す
る
重
要
事
項

て
は
、
二
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
一
人

従
事
す
る
職
員
と
し
て
配
置
す
る

の
ユ
ニ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を
配
置
す

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
針

以
上
の
階
に
あ
る
場
合
は
、
一
以

設
け
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人

第
五
条
第
一
項
の
職
員
の
勤
務
の

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
継

に
掲
げ
る
職
員
配
置
を
行
わ
な
け

ニ
ッ
ト
ご
と
に
常
時
一
人
以
上
の

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

八
メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ

、
廊
下
の
一
部
の
幅
を
拡
張
す
る

生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

メ
ー
ト
ル
以
上
）
と
す
る
こ
と
が

、
便
所
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
常

、
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

や
か
に
す
る
こ
と
。

力
に
応
じ
て
、
自
ら
の
生
活
様
式

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
入
居
者

以
上
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員

こ
と
。

る
こ
と
。

げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重

上
の
傾
斜
路
を
設
け
る
こ
と
。
た

い
。

ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

体
制
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

続
性
を
重
視
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提

れ
ば
な
ら
な
い
。

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
を
配
置

た
し
て
い
る
こ
と
。

っ
て
は
、
二
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上

こ
と
に
よ
り
、
入
居
者
、
職
員
等

、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊

で
き
る
。

夜
灯
を
設
け
る
こ
と
。

一
〇

及に を要 だ入供す ）の下
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対要な
２

む
３

い
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

、
食
事
の
自
立
に
つ
い
て
必
要
な

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

第
十
四
条
（
第
一
項
及
び
第
二
項

お
け
る
介
護
に
つ
い
て
準
用
す
る

「
支
援
」
と
、
同
条
第
四
項
中

の
お
む
つ
」
と
、
同
条
第
六
項
中

の
行
為
を
適
切
に
支
援
し
な
け
れ

事
）

十
八
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護

を
考
慮
し
た
食
事
を
提
供
し
な
け

っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
そ
れ

な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を

提
供
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
入
居
者
の

護
状
態
の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止

に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の

ス
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

護
）

十
七
条

介
護
は
、
各
ユ
ニ
ッ
ト

常
生
活
を
営
む
こ
と
を
支
援
す

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る

な
援
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
入

ら
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
各
ユ
ニ
ッ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
行

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
入
居
者
の

。

ム
は
、
入
居
者
の
心
身
の
状
況

支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ム
は
、
入
居
者
の
生
活
習
慣
を

を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
ユ
ニ

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

「
そ
の
お
む
つ
」
と
あ
る
の
は
「

「
介
護
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ

ば
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

老
人
ホ
ー
ム
は
、
栄
養
並
び
に

れ
ば
な
ら
な
い
。

。ム
は
、
入
居
者
の
日
常
生
活
に

ぞ
れ
の
役
割
を
持
っ
て
行
う
よ

ム
は
、
入
居
者
が
身
体
の
清
潔

適
切
な
方
法
に
よ
り
、
入
居
者

得
な
い
場
合
は
、
清
し
き
を
行

自
立
し
た
生
活
を
支
援
す
る
こ

に
資
す
る
よ
う
そ
の
心
身
の
状

規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養

に
お
い
て
入
居
者
が
相
互
に
社

る
よ
う
、
入
居
者
の
心
身
の
状
況

計
画
に
基
づ
き
、
入
居
者
の
日

居
者
の
日
常
生
活
を
支
援
す
る

ト
に
お
い
て
入
居
者
が
そ
れ
ぞ

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮

に
応
じ
て
、
適
切
な
方
法
に
よ

い
。

尊
重
し
た
適
切
な
時
間
に
食
事

ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

第
三
項
中
「
援
助
」
と
あ
る
の

排
せ
つ
の
自
立
を
図
り
つ
つ
、

ば
」
と
あ
る
の
は
「
日
常
生
活

る
。

入
居
者
の
心
身
の
状
況
及
び
嗜

お
け
る
家
事
を
、
入
居
者
が
そ

う
適
切
に
支
援
し
な
け
れ
ば
な

を
維
持
し
、
精
神
的
に
快
適
な

に
入
浴
の
機
会
を
提
供
し
な
け

う
こ
と
を
も
っ
て
入
浴
の
機
会

と
を
基
本
と
し
、
入
居
者
の
要

況
等
を
常
に
把
握
し
な
が
ら
適

護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
サ
ー

会
的
関
係
を
築
き
、
自
律
的
な

等
に
応
じ
、
適
切
な
技
術
を

常
生
活
上
の
活
動
に
つ
い
て
必

も
の
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば

れ
の
役
割
を
持
っ
て
生
活
を
営

し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設

あ
っ
て
、
運
搬
手
段
に
つ

備
を
設
け
る
こ
と
で
足
り

第
三
十
二
条

条
例
第
十
七
条

す
る
。

一

医
務
室
は
、
医
療
法
に

及
び
医
療
機
器
を
備
え
る

体
施
設
が
特
別
養
護
老
人

要
と
せ
ず
、
入
所
者
を
診

に
応
じ
て
臨
床
検
査
設
備

二

調
理
室
は
、
火
気
を
使

（
準
用
）

第
三
十
一
条

前
章
（
第
二
条

七
条
及
び
第
二
十
条
を
除
く

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

第
七
条
第
二
項
第
三
号
か
ら

お
い
て
準
用
す
る
条
例
」
と

第
四
章

地
域
密
着
型

（
設
備
）

娯
楽
に
係
る
活
動
の
機
会
を

援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
七
条
（
第
一
項
を
除

用
す
る
。

（
定
員
の
遵
守
）

第
三
十
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別

を
超
え
て
入
居
さ
せ
て
は
な

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
入

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要

４

ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老

よ
う
、
そ
の
意
思
を
尊
重
し

ば
な
ら
な
い
。

（
社
会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与

第
二
十
九
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
特

の
調
理
室
に
つ
い
て
は
、
本
体
施

い
て
衛
生
上
適
切
な
措
置
が
な
さ

る
も
の
と
す
る
。

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
三
条

規
定
す
る
診
療
所
と
し
、
入
所
者

ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
臨
床
検
査

ホ
ー
ム
で
あ
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居

療
す
る
た
め
に
必
要
な
医
薬
品
及

を
設
け
る
こ
と
で
足
り
る
も
の
と

用
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用

第
三
項
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第

。
）
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
特

、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
条
例
」

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

提
供
す
る
と
と
も
に
、
入
居
者
が

く
。
）
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
ユ
ニ
ッ
ト

ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他

居
者
が
そ
の
心
身
の
状
況
に
応
じ

な
時
間
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

人
ホ
ー
ム
は
、
入
居
者
が
相
互
に

つ
つ
、
入
居
者
が
共
同
生
活
室
で

等
）

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
居
者

一
一

設
の
調
理
室
で
調
理
す
る
場
合

れ
て
い
る
と
き
は
、
簡
易
な
調
理

第
五
項
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

を
診
療
す
る
た
め
に
必
要
な
医
薬

設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、

住
施
設
に
つ
い
て
は
、
医
務
室
を

び
医
療
機
器
を
備
え
る
ほ
か
、
必

す
る
。

い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準

第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
項
並
び

と
あ
る
の
は
、
「
条
例
第
十
五
条

自
律
的
に
行
う
こ
れ
ら
の
活
動
を

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て

ご
と
の
入
居
定
員
及
び
居
室
の
定

の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場

て
で
き
る
限
り
自
立
し
て
食
事
を

な
い
。

社
会
的
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き

食
事
を
行
う
こ
と
を
支
援
し
な
け

の
嗜
好
に
応
じ
た
趣
味
、
教
養
又

で設 と品本必要、 十用にに 支準員合 行るれは
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三四五
（
職

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
一
項
及

施
設
長
は
、
常
勤
の
者
で
な
け
れ

生
活
相
談
員
は
、
常
勤
の
者
で

っ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
一
以

介
護
職
員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、

看
護
職
員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、

設
に
あ
っ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法

機
能
訓
練
指
導
員
は
、
当
該
地
域

で
き
る
。

所
者
の
数
（
前
年
度
の
入
所
者

人
ホ
ー
ム
を
新
た
に
設
置
し
、

満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に

ロ

看
護
職
員
の
員
数
は
、
一
人

栄
養
士

一
人
以
上

機
能
訓
練
指
導
員

一
人
以
上

調
理
員
、
事
務
員
そ
の
他
の
職

た
適
当
数

十
三
条

条
例
第
十
六
条
第
一
項

医
師

入
所
者
に
対
し
て
健
康

生
活
相
談
員

一
人
以
上

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員

イ

介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
の

ム
の
職
員
の
勤
務
延
べ
時
間
数

職
員
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
で

ム
の
職
員
の
員
数
を
常
勤
の
職

廊
下
の
幅
は
、
一
・
五
メ
ー
ト

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
廊
下
の
一

な
往
来
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認

本
体
施
設
と
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居

き
る
範
囲
内
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ

第
七
号
及
び
第
十
一
号
イ
を
除
く

員
）

ム
に
介
護
保
険
法
第
七
十
八
条

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

上
と
す
る
。

常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
一
以
上
と
す
る
。

密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
数
の
平
均
値
と
す
る
。
た
だ

又
は
再
開
す
る
場
合
は
、
推
定

一
以
上
と
す
る
。

以
上
と
す
る
。

員

当
該
地
域
密
着
型
特
別
養

の
規
則
で
定
め
る
員
数
は
、
次

管
理
及
び
療
養
上
の
指
導
を
行

総
数
は
、
常
勤
換
算
方
法
（
地

を
当
該
地
域
密
着
型
特
別
養
護

除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地

員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を

ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ
っ
て
は

部
の
幅
を
拡
張
す
る
こ
と
に
よ

め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

住
施
設
と
の
間
の
距
離
は
、
両

な
い
。

ー
ム
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
第

。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は

が
定
め
る
条
例
（
以
下
「
市
町

サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
に

た
だ
し
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住

の
他
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と

し
、
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

数
に
よ
る
。
）
が
三
又
は
三
に

護
老
人
ホ
ー
ム
の
実
情
に
応
じ

の
と
お
り
と
す
る
。

う
た
め
に
必
要
な
数

域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
常
勤
の

域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
入

、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
）
と

り
、
入
所
者
、
職
員
等
の
円
滑

で
な
い
。

施
設
が
密
接
な
連
携
を
確
保
で

二
条
第
三
項
各
号
（
第
六
号
、

二
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第

三
十
二
条
（
第
五
号
を
除
く

第
三
十
五
条

第
二
章
（
第
二

く
。
）
の
規
定
は
、
地
域
密

て
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第

で
の
規
定
中
「
条
例
」
と
あ

る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

ユ
ニ
ッ
ト
型

（
設
備
）

第
三
十
六
条

条
例
第
十
八
条

２

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、

３

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び

４

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

関
し
て
、
市
町
等
が
派
遣
す

に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け

（
準
用
）

第
三
十
四
条

地
域
密
着
型
特

表
者
、
当
該
地
域
密
着
型
特

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
所

に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援

見
を
有
す
る
者
等
に
よ
り
構

し
、
お
お
む
ね
二
月
に
一
回

と
と
も
に
、
運
営
推
進
会
議

い
。

条
例
」
と
い
う
。
）
に
規
定

ス
事
業
所
又
は
指
定
介
護
予

型
居
宅
介
護
事
業
所
等
」
と

養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
前
各
項

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等

れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
地

能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
の

（
地
域
と
の
連
携
等
）

十
号
、
第
二
十
三
条
第
一
号
及
び

。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

条
第
三
項
、
第
三
条
第
一
項
か
ら

着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ

二
項
、
第
三
条
第
六
項
並
び
に
第

る
の
は
、
「
条
例
第
十
七
条
に
お

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
四

人
ホ
ー
ム
は
、
前
項
の
報
告
、
評

当
該
記
録
を
公
表
す
る
も
の
と
す

人
ホ
ー
ム
は
、
そ
の
運
営
に
当
た

協
力
を
行
う
等
地
域
と
の
交
流
を

人
ホ
ー
ム
は
、
提
供
し
た
サ
ー
ビ

る
者
が
相
談
及
び
援
助
を
行
う
事

れ
ば
な
ら
な
い
。

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
所
在
す
る

在
す
る
区
域
を
管
轄
す
る
介
護
保

セ
ン
タ
ー
の
職
員
、
地
域
密
着
型

成
さ
れ
る
協
議
会
（
以
下
「
運
営

以
上
、
運
営
推
進
会
議
に
対
し
活

か
ら
必
要
な
要
望
、
助
言
等
を
聴

す
る
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

い
う
。
）
が
併
設
さ
れ
る
場
合
に

に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
職
員

に
市
町
条
例
に
定
め
る
人
員
に
関

域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る

第
三
号
（
イ
を
除
く
。
）
並
び
に

場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
三
項

第
五
項
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
を

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

七
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号

い
て
準
用
す
る
条
例
」
と
読
み
替

ム条
第
二
項
の
基
準
に
つ
い
て
は
、

価
、
要
望
、
助
言
等
に
つ
い
て
の

る
。

っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自

図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ス
に
関
す
る
入
所
者
か
ら
の
苦
情

業
そ
の
他
の
市
町
が
実
施
す
る
事

、
入
所
者
の
家
族
、
地
域
住
民
の

市
町
の
職
員
又
は
当
該
地
域
密
着

険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て

推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設

動
状
況
を
報
告
し
、
評
価
を
受
け

く
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

介
護
事
業
所
、
指
定
複
合
型
サ
ー

業
所
（
以
下
「
指
定
小
規
模
多
機

お
い
て
は
、
当
該
地
域
密
着
型
特

を
置
く
ほ
か
、
当
該
指
定
小
規
模

す
る
基
準
を
満
た
す
従
業
者
が
置

の
職
員
は
、
当
該
指
定
小
規
模
多

。

一
二

第第 除いまえ第 記発に業 代型項知置るな ビ能別多か機



平成

え機
４

年 月 日 金曜日

護の床養人用て十

山 口 県

又ホ準メ間訓
３

三

報

条十替
（
施

１（
特

２

（号 外 ）

十室
（
準

第
三第ニ

る
ほ
か
、
食
堂
に
あ
っ
て
は
一
平

能
訓
練
室
に
あ
っ
て
は
四
十
平
方

一
般
病
床
又
は
療
養
病
床
を
有
す

保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
療

を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と

ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要

に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
し

、
当
該
転
換
に
係
る
食
堂
及
び
機

二
条
第
五
号
に
お
い
て
準
用
す
る

は
改
築
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）

ー
ム
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
収

、
同
項
第
九
号
（
第
三
十
二
条
第

練
室
の
合
計
し
た
面
積
に
係
る
部

一
般
病
床
、
精
神
病
床
（
健
康
保

号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条
第

三
条
第
一
項
中
「
条
例
」
と
あ
る

え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
に
関

平
成
十
二
年
四
月
一
日
前
に
存
す

号
中
「
居
室
、
静
養
室
、
食
堂

」
と
、
「
居
室
等
」
と
あ
る
の
は

用
）

十
七
条

第
二
章
（
第
二
条
第
三

十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第

（
第
二
十
三
条
及
び
第
三
十
一
条

ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老

方
メ
ー
ト
ル
に
入
所
定
員
を
乗

メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
し

る
診
療
所
の
一
般
病
床
又
は
療

第
四
百
十
二
号
）
第
四
条
第
二

養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
一
般

で
の
間
に
転
換
（
当
該
病
院
の

と
も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を

支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又

、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
開
設

能
訓
練
室
に
つ
い
て
は
、
第
二

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か

で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
の
施
行

に
つ
い
て
の
第
二
条
第
三
項
（

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第

納
設
備
を
除
き
、
四
・
九
五
平
方

五
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
適

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

六
項
、
第
七
条
第
二
項
第
三
号

の
は
、
「
条
例
第
十
八
条
に
お

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
経
過
措
置
）

る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
建

、
浴
室
及
び
機
能
訓
練
室
」
と
あ

「
ユ
ニ
ッ
ト
等
」
と
読
み
替
え

項
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
五

十
七
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二

を
除
く
。
）
、
第
三
十
三
条
及
び

人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る

じ
て
得
た
面
積
以
上
を
有
し
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

養
病
床
を
平
成
三
十
年
三
月
三

項
に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も

病
床
、
精
神
病
床
又
は
療
養
病

一
般
病
床
、
精
神
病
床
又
は
療

介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老

は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

条
第
三
項
第
九
号
前
段
（
第
三

か
わ
ら
ず
、
必
要
な
備
品
を
備

の
際
現
に
当
該
特
別
養
護
老
人

第
三
十
二
条
第
五
号
に
お
い
て

一
号
ロ
中
「
十
・
六
五
平
方

メ
ー
ト
ル
」
と
し
、
当
分
の

を
含
む
。
）
（
食
堂
及
び
機
能

用
し
な
い
。

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介

か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
第
三

い
て
準
用
す
る
条
例
」
と
読
み

物
（
同
日
以
後
に
増
築
さ
れ
、

る
の
は
「
ユ
ニ
ッ
ト
及
び
浴

る
も
の
と
す
る
。

項
ま
で
、
第
五
条
、
第
六
条
、

十
二
条
を
除
く
。
）
、
第
三
章

第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
ユ

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二

（
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護

７

条
例
附
則
第
七
項
の
規
定

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護

め
る
条
例
（
以
下
「
市
町
条

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介

年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
六

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方

下
の
幅
に
つ
い
て
は
、
第
二

三
号
（
第
三
十
六
条
に
お
い

ト
ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ
っ

（
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人

６

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十

例
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間

業
所
等
に
つ
い
て
の
同
条
の

第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
同

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を

５

一
般
病
床
、
精
神
病
床
若

療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
若

を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

療
養
病
床
又
は
当
該
診
療
所

に
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所

者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者

う
。
）
し
、
特
別
養
護
老
人

十
一
日
ま
で
の
間
に
転
換
（

と
も
に
、
当
該
診
療
所
の
施

要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入

し
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

機
能
訓
練
室
に
つ
い
て
は
、

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

平
方
メ
ー
ト
ル
に
入
所
定
員

老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
経
過
措
置

に
よ
り
条
例
附
則
第
八
項
か
ら
第

老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
一
部
ユ
ニ

例
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚

ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

号
）
」
と
、
「
市
町
条
例
」
と
あ

び
運
営
に
関
す
る
基
準
又
は
指
定

営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護

法
に
関
す
る
基
準
」
と
す
る
。

条
第
三
項
第
十
一
号
イ
、
第
二
十

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

て
は
、
一
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
）

ホ
ー
ム
の
職
員
に
関
す
る
経
過
措

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
三

に
お
け
る
当
該
市
町
に
所
在
す
る

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

法
第
百
十
五
条
の
十
四
第
一
項
及

有
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き

し
く
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院

し
く
は
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療

日
ま
で
の
間
に
転
換
（
当
該
病
院

の
一
般
病
床
若
し
く
は
療
養
病
床

の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、

を
入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め

ホ
ー
ム
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場

当
該
診
療
所
の
一
般
病
床
又
は
療

設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費

所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設

を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

第
二
条
第
三
項
第
九
号
前
段
（
第

に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
な
備
品
を

を
乗
じ
て
得
た
面
積
以
上
を
有
し

一
三

）十
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け

ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」

「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
又
は

び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型

の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

る
の
は
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防

三
条
第
三
号
イ
及
び
第
三
十
二
条

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
・
二
メ

と
す
る
。

置
）

十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
市
町

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

中
「
介
護
保
険
法
第
七
十
八
条
の

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
が

る
。

の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く

所
の
一
般
病
床
若
し
く
は
療
養
病

の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く

の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介

の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を

合
に
お
い
て
、
当
該
転
換
に
係
る

養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る

老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護
者

の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。

い
て
、
当
該
転
換
に
係
る
食
堂
及

三
十
二
条
第
五
号
に
お
い
て
準
用

備
え
る
ほ
か
、
食
堂
に
あ
っ
て
は

、
機
能
訓
練
室
に
あ
っ
て
は
四
十

ると 事指介八ビのの 第ー条事四定 は床はも護い廊 と、）びす一平
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老第

成 年 月 日 金曜日

うきににか三

山 口

びる七お
（
一特

県 報

二三四五六七八九

（号 外 ）

い
８

をそ七
９

に一
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

六
項
、
第
七
条
第
二
項
第
三
号
か

。
）
に
つ
い
て
は
、
次
項
及
び
附

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特

、
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
あ
っ
て
は
第

、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
あ
っ
て
は

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
章
（
第
二
条
第
三
項
、
第
三

ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
、

十
四
条
並
び
に
附
則
第
八
項
及
び

第
二
章
（
第
二
条
第
三
項
、
第
五

第
二
十
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条

条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

い
て
準
用
す
る
条
例
」
と
読
み
替

部
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別

条
例
附
則
第
十
一
項
に
お
い
て
準

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「

職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
の
入
居
定
員
及

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
の
ユ
ニ
ッ
ト
の

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
お
い
て
提
供

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に

施
設
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留

非
常
災
害
対
策

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
項
か
ら

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人

除
き
、
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
あ
っ
て

れ
以
外
の
部
分
に
あ
っ
て
は
第
二

条
及
び
第
二
十
条
に
定
め
る
と
こ

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人

関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け

施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条

ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
第
三
十

則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
も

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て

三
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
に

第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
五
条

条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、

第
二
十
条
及
び
第
二
十
二
条
を

第
九
項
の
規
定
は
、
一
部
ユ
ニ

条
、
第
六
条
、
第
十
三
条
か
ら

、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条

で
の
規
定
中
「
条
例
」
と
あ
る

え
る
も
の
と
す
る
。

養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
経

用
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特

の
内
容

び
そ
れ
以
外
の
部
分
の
入
所
定

数
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
の
入
居

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費

お
い
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の

意
事
項

重
要
事
項

附
則
第
十
項
ま
で
の
規
定
に
よ

ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
次
項
及

は
第
三
章
（
第
二
十
五
条
及
び

条
第
三
項
、
第
五
条
、
第
十
三

ろ
に
よ
る
。

ホ
ー
ム
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
条

三
条
第
一
項
中
「
条
例
」
と
あ

の
と
す
る
。

は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除

お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条

第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
三
条

除
く
。
）
、
第
三
十
三
条
、
第

ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護

第
十
五
条
ま
で
、
第
十
七
条
及

老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す

第
一
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第

の
は
、
「
条
例
附
則
第
十
項
に

過
措
置
）

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い

員定
員

用
の
額

内
容
及
び
費
用
の
額

る
も
の
と
す
る
。

び
附
則
第
十
項
に
定
め
る
も
の

第
三
十
一
条
を
除
く
。
）
に
、

条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
、
第
十

の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

ロ

地
階
に
設
け
な
い
こ

ハ

一
室
の
床
面
積
は
、

円
滑
な
消
火
活
動
が
可
能

三

避
難
口
の
増
設
、
搬
送

り
、
円
滑
な
避
難
が
可
能

人
員
を
増
員
す
る
こ
と
等

２

条
例
第
四
条
第
四
項
の
基

一

居
室
は
、
次
に
掲
げ
る

イ

一
室
の
定
員
は
、
一

要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
設
備
）

第
二
条

条
例
第
四
条
第
二
項

木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
建
物

一

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

等
火
災
が
発
生
す
る
お
そ

び
延
焼
の
抑
制
に
配
慮
し

二

非
常
警
報
設
備
の
設
置

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十

山
口
県
規
則
第
七
十
号

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
軽
費

二
十
四
年
山
口
県
条
例
第
三

る
の
は
「
条
例
附
則
第
十
一

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条

第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま

る
も
の
と
す
る
。

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及

る
。

と
。

二
十
一
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル
（
ニ

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

を
容
易
に
行
う
た
め
に
十
分
な
幅

な
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
避
難
訓

に
よ
り
、
火
災
の
際
の
円
滑
な
避

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

人
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
所

は
、
二
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
規
則
で
定
め
る
建
物
は
、
次
の

と
す
る
。

の
設
置
、
天
井
等
の
内
装
材
等
へ

れ
が
あ
る
箇
所
に
お
け
る
防
火
区

た
構
造
で
あ
る
こ
と
。

等
に
よ
る
火
災
の
早
期
発
見
及
び

八
日

山
口

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に

十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
」
と

、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
七
条
」

で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
、
第

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

の
設
備
を
除
い
た
有
効
面
積
は

員
を
有
す
る
避
難
路
の
確
保
等
に

練
を
頻
繁
に
実
施
す
る
こ
と
、
配

難
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
上

。 各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た

の
難
燃
性
の
材
料
の
使
用
、
調
理

画
の
設
置
等
に
よ
り
、
初
期
消
火

通
報
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り

県
知
事

山

本

繁
太
郎

め
る
条
例
施
行
規
則

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平

。
）
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事

、
附
則
第
八
項
中
「
第
二
十
五
条

と
、
「
第
二
条
第
三
項
、
第
五
条

十
三
条
、
第
十
五
条
」
と
読
み
替

条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布

一
四

十 よ置必 す室及、 成項 」、えす



平成

二

年 月 日 金曜日

４
一二

（
職

第
三一

山 口 県

二

報

３
るるは一

（号 外 ）

二三

介
護
職
員

イ

一
般
入
所
者
（
入
所
者
で
あ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
形
状
を
有
し

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

施
設
内
に
一
斉
に
放
送
で
き
る

居
室
が
二
階
以
上
の
階
に
あ
る

員
）

条

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
則

生
活
相
談
員

入
所
者
の
数
が

上 ハ

一
室
の
床
面
積
は
、
十
五

三
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上

二
十
三
・
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

ニ

洗
面
所
、
便
所
、
収
納
設
備

室
ご
と
に
便
所
及
び
調
理
設
備

簡
易
な
調
理
設
備
を
設
け
な
い

ホ

緊
急
の
連
絡
の
た
め
の
ブ
ザ

共
同
生
活
室
は
、
同
一
区
画
内

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

共
同
生
活
室
（
当
該
居
室
の
入
所

こ
と
が
可
能
な
部
屋
を
い
う
。
以

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

居
室
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を

イ

一
室
の
定
員
は
、
一
人
と
す

要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
二

ロ

地
階
に
設
け
な
い
こ
と
。

四
・
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）

は
、
三
十
一
・
九
平
方
メ
ー
ト

ニ

洗
面
所
、
便
所
、
収
納
設
備

ホ

緊
急
の
連
絡
の
た
め
の
ブ
ザ

浴
室
は
、
老
人
が
入
浴
す
る
の

と
す
る
者
が
入
浴
で
き
る
よ
う
に

調
理
室
は
、
火
気
を
使
用
す
る

っ
て
、
指
定
特
定
施
設
入
居
者

運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め

、
必
要
な
設
備
及
び
備
品
を
備

、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し

設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
エ
レ
ベ
ー

で
定
め
る
員
数
は
、
次
の
と
お

百
二
十
又
は
百
二
十
に
満
た
な

・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル
（
ニ
の
設

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
た

以
上
と
す
る
こ
と
。

及
び
簡
易
な
調
理
設
備
を
設
け

を
適
当
数
設
け
る
場
合
に
あ
っ

こ
と
が
で
き
る
。

ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を

の
入
所
者
が
交
流
し
、
共
同
で

ず
、
十
室
程
度
の
居
室
及
び
当

者
が
談
話
室
、
娯
楽
室
又
は
集

下
同
じ
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

る
こ
と
。
た
だ
し
、
入
所
者
に

人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ

ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

及
び
簡
易
な
調
理
設
備
を
設
け

ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
を

に
適
し
た
も
の
と
す
る
ほ
か
、

す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ

部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用
い
る

生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
口

え
る
こ
と
。

て
い
る
こ
と
。

タ
ー
を
設
け
る
こ
と
。

り
と
す
る
。

い
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
人
以

備
を
除
い
た
有
効
面
積
は
十

だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

る
こ
と
。
た
だ
し
、
共
同
生
活

て
は
、
居
室
ご
と
の
便
所
及
び

設
け
る
こ
と
。

日
常
生
活
を
営
む
た
め
の
場
所

該
居
室
に
近
接
し
て
設
け
ら
れ

会
室
及
び
食
堂
と
し
て
使
用
す

る
区
画
に
お
け
る
設
備
の
基
準

対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
上
必

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て

る
こ
と
。

設
け
る
こ
と
。

必
要
に
応
じ
て
、
介
護
を
必
要

と
。

こ
と
。

５

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

生
活
相
談
員
を
置
く
場
合

密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
が

る
。

４

介
護
職
員
は
、
入
所
者
の

険
サ
ー
ビ
ス
等
の
活
用
そ
の

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ

あ
ら
か
じ
め
、
入
所
者
の
全

で
き
る
。

ハ

一
般
入
所
者
の
数
が

二
に
、
実
情
に
応
じ
た

三

栄
養
士

一
人
以
上

四

事
務
員

一
人
以
上

五

調
理
員
そ
の
他
の
職
員

２

前
項
の
入
所
者
及
び
一
般

ホ
ー
ム
を
新
た
に
設
置
し
、

３

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生

定
め
る
条
例
に
規
定
す

じ
。
）
の
提
供
を
受
け

人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

り
、
当
該
軽
費
老
人
ホ

う
。
以
下
こ
の
号
に
お

ロ

一
般
入
所
者
の
数
が

算
方
法
で
二
以
上
と
す

県
条
例
第
三
十
五
号
）

以
下
同
じ
。
）
、
指
定

の
事
業
の
人
員
、
設
備

め
の
効
果
的
な
支
援
の

第
三
十
六
号
）
第
六
十

う
。
以
下
同
じ
。
）
又

成
九
年
法
律
第
百
二
十

ら
ず
、
生
活
相
談
員
又
は
介
護
職

に
あ
っ
て
は
、
当
該
生
活
相
談
員

活
介
護
を
行
う
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

な
い
場
合
は
、
生
活
相
談
員
の
う

身
体
機
能
の
状
況
、
併
設
す
る
社

他
の
方
法
に
よ
り
当
該
軽
費
老
人

っ
て
、
入
所
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ

員
の
同
意
を
得
て
、
当
該
介
護
職

八
十
を
超
え
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

適
当
数
を
加
え
て
得
た
数
と
す
る

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
実
情

入
所
者
の
数
は
、
前
年
度
の
平
均

又
は
再
開
す
る
場
合
は
、
推
定
数

活
介
護
、
指
定
介
護
予
防
特
定
施

る
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同

、
常
勤
換
算
方
法
（
軽
費
老
人
ホ

に
お
い
て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す

ー
ム
の
職
員
の
員
数
を
常
勤
の
職

い
て
同
じ
。
）
で
一
以
上
と
す
る

三
十
を
超
え
て
八
十
以
下
の
軽
費

る
。

第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
指
定
特

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活

及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防

方
法
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

一
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防

は
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

三
号
）
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項

一
五

員
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
か
一
人

の
う
ち
一
人
以
上
は
、
常
勤
で
な

に
あ
っ
て
は
、
入
所
者
に
対
す

ち
一
人
を
置
か
な
い
こ
と
が
で

会
福
祉
施
設
等
と
の
連
携
、
介
護

ホ
ー
ム
の
効
果
的
な
運
営
を
期
待

ス
の
提
供
に
支
障
が
な
い
と
き
は

員
の
う
ち
一
人
を
置
か
な
い
こ
と

に
あ
っ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で

。に
応
じ
た
適
当
数

値
と
す
る
。
た
だ
し
、
軽
費
老

に
よ
る
。

設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
指
定
地

居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下

じ
。
）
の
数
が
三
十
以
下
の
軽
費

ー
ム
の
職
員
の
勤
務
延
べ
時
間
数

べ
き
時
間
数
で
除
す
る
こ
と
に

員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法
を

。老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
常
勤

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う

介
護
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の

条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
条

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を

居
者
生
活
介
護
（
介
護
保
険
法
（

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

をけ るき保す、が 、人域 同老をよい換 。等た例い平が



平

た
３

成 年 月 日 金曜日

三
２

は
（
勤

第
六勤

２

山 口

二

県 報

第
四け

２
も

（
生

第
五援一

（号 外 ）

れ
７８９

地制
（
施

め
に
、
継
続
性
を
重
視
し
た
サ
ー

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
職
員
に
対

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

て
の
記
録
を
行
う
こ
と
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

、
介
護
職
員
が
同
項
各
号
に
掲
げ

務
体
制
の
確
保
等
）

条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所

務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ

前
項
の
職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
に
際

す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う

条
の
二
第
十
八
項
に
規
定
す
る

め
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
（
同

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介
護
予

予
防
支
援
事
業
を
い
う
。
）
を
行

他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定

条

施
設
長
は
、
職
員
の
管
理
、

れ
ば
な
ら
な
い
。

施
設
長
は
、
職
員
に
条
例
及
び
こ

の
と
す
る
。

活
相
談
員
の
責
務
）

条

生
活
相
談
員
は
、
入
所
者
か

を
行
う
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務

入
所
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

ば
な
ら
な
い
。

介
護
職
員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、

栄
養
士
及
び
事
務
員
の
う
ち
そ
れ

夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ

（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
を
行
わ
せ

内
に
職
員
宿
舎
が
整
備
さ
れ
て
い

が
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ

設
長
の
責
務
）

ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
配
慮

し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め

に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故

生
活
相
談
員
が
置
か
れ
て
い
な
い

る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

者
に
対
し
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス

ば
な
ら
な
い
。

め
る
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者

し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
同

。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介
護
予

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う

法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す

防
支
援
事
業
（
同
法
第
八
条
の

う
者
と
の
密
接
な
連
携
を
図
る

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と

に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

業
務
の
実
施
状
況
の
把
握
そ
の

の
規
則
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る

ら
の
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
介
護
保
険
法
第
二
十
三
条
に
規

常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぞ
れ
一
人
は
、
常
勤
で
な
け
れ

て
一
人
以
上
の
職
員
に
宿
直
勤

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

る
こ
と
等
に
よ
り
、
職
員
が
緊

の
限
り
で
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
必
要
な
研
修
の
機
会
を
確
保

に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て

な
い
。

を
提
供
で
き
る
よ
う
、
職
員
の

が
安
心
し
て
日
常
生
活
を
送
る

法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定

防
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
同
法
第
八

。
）
の
作
成
等
に
資
す
る
た

る
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
い

二
第
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護

ほ
か
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
そ
の

の
連
携
を
図
る
こ
と
。

を
行
う
こ
と
。

他
の
管
理
を
一
元
的
に
行
わ
な

た
め
必
要
な
指
揮
命
令
を
行
う

、
適
切
な
助
言
及
び
必
要
な
支

定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い

ば
な
ら
な
い
。

務
又
は
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務

、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
敷

急
時
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
体

イ

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の

る
電
子
計
算
機
と
を
接

第
九
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は

は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の

当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
重

情
報
処
理
組
織
（
軽
費
老
人

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法

も
の
（
以
下
「
電
磁
的
方
法

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を

一

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
計

二

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の

三

条
例
第
十
一
条
第
二
項

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊

四

条
例
第
十
三
条
第
二
項

五

条
例
第
十
四
条
第
三
項

て
の
記
録

（
重
要
事
項
の
電
磁
的
方
法
に

五

施
設
の
利
用
に
当
た
っ

六

非
常
災
害
対
策

七

そ
の
他
施
設
の
運
営
に

（
記
録
の
整
備
）

第
八
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は

ば
な
ら
な
い
。

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入

備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
規
程
）

第
七
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は

程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

一

施
設
の
目
的
及
び
運
営

二

職
員
の
職
種
、
員
数
及

三

入
所
定
員

四

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
入
所

続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

、
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
書

家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き

要
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

ホ
ー
ム
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利

」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る

使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
の
イ
又

画内
容
等
の
記
録

の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の

急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の

の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び

よ
る
提
供
）

て
の
留
意
事
項

関
す
る
重
要
事
項

、
設
備
、
職
員
及
び
会
計
に
関
す

所
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
状

二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ

な
ら
な
い
。

の
方
針

び
職
務
の
内
容

内
容
及
び
利
用
料
そ
の
他
の
費
用

申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に

送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る

面
の
交
付
等
を
す
る
場
合
に
お
い

に
限
り
、
書
面
の
交
付
に
代
え
て

「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）
を
電

機
と
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以

用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

こ
と
が
で
き
る
。

は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所

記
録

事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ

る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け

況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を

い
。

い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
運
営

の
額

一
六

係電 て、子族下る 者い れ整 規



平成

二三

年 月 日 金曜日

第
十け

（
衛

第
十止一

山 口 県

一二
４

磁申たい
（
健

報

二
２

こ
３

じ及

（号 外 ）

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
に
対

の
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所

れ
ば
な
ら
な
い
。

生
管
理
等
）

一
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

む
ね
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る

に
対
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

前
項
の
承
諾
を
得
た
軽
費
老
人
ホ

的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ

込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
重

だ
し
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ

。康
管
理
）

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
入

と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
電
磁
的
方

め
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ
の

び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

ロ

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
使
用
に

要
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通

申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用

項
を
記
録
す
る
方
法
（
第
三
項

老
人
ホ
ー
ム
の
使
用
に
係
る
電

法
）

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指

し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予

者
に
対
し
、
定
期
的
に
健
康
診

染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
を
予

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対

と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

。 う
ち
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
が
使
用

ー
ム
は
、
当
該
入
所
申
込
者
又

る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出

要
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法

の
家
族
が
再
び
同
項
の
承
諾
を

ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る

所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
が
フ

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

法
に
よ
り
重
要
事
項
を
提
供
し

家
族
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
次

的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け

イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

じ
て
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

の
承
諾
又
は
第
四
項
の
申
出
を

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め

断
を
受
け
る
機
会
を
提
供
し
な

防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防

策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お

て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員

す
る
も
の

は
そ
の
家
族
か
ら
書
面
又
は
電

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
入
所

に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

フ
ァ
イ
ル
に
重
要
事
項
を
記
録

ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る

ら
な
い
。

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種
類

れ
ば
な
ら
な
い
。

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
重

族
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
入
所

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
重
要
事

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
軽
費

イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方

一

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
要

す
べ
き
費
用
と
し
て
知
事

二

生
活
費
（
食
材
料
費
及

計
画
（
介
護
保
険
法
第
八
条

の
援
助
に
資
す
る
た
め
、
居

は
介
護
保
険
施
設
（
同
条
第

提
供
に
努
め
る
ほ
か
、
そ
の

な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な

（
利
用
料
の
受
領
）

第
十
四
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

況
、
生
活
の
状
況
、
家
庭
の

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入

の
内
容
等
に
照
ら
し
、
日
常

当
該
入
所
者
及
び
そ
の
家
族

ス
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を

う
必
要
な
援
助
に
努
め
な
け

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入

発
生
の
防
止
の
た
め
の
指

二

事
故
が
発
生
し
た
場
合

が
報
告
さ
れ
、
そ
の
分
析

る
こ
と
。

三

事
故
の
発
生
の
防
止
の

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入

た
場
合
は
、
そ
の
損
害
賠
償

（
入
退
所
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の

わ
れ
る
際
の
対
処
等
に
関

沿
っ
た
対
応
を
行
う
こ
と

（
事
故
の
防
止
等
）

第
十
二
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

一

事
故
が
発
生
し
た
場
合

す
る
費
用
（
入
所
者
の
所
得
の
状

が
定
め
る
額
に
限
る
。
）

び
共
用
部
分
に
係
る
光
熱
水
費
に

第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
施
設
サ

宅
介
護
支
援
事
業
者
（
居
宅
介
護

二
十
四
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険

他
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉

ら
な
い
。

は
、
入
所
者
か
ら
利
用
料
と
し
て

は
、
入
所
予
定
者
の
入
所
に
際
し

状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば

所
者
の
心
身
の
状
況
、
入
所
中
に

生
活
を
営
む
こ
と
が
困
難
と
な
っ

の
希
望
を
十
分
に
勘
案
し
、
当
該

行
う
と
と
も
に
、
適
切
な
他
の
サ

れ
ば
な
ら
な
い
。

所
者
の
退
所
に
際
し
て
は
、
居
宅

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

又
は
そ
れ
に
至
る
危
険
性
が
あ
る

を
通
じ
た
改
善
策
に
つ
い
て
、
職

た
め
の
委
員
会
及
び
職
員
に
対
す

所
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を

の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

す
る
手
順
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

。は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発

い
。

の
対
応
、
次
号
の
規
定
に
よ
る
報

一
七

況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
徴

限
る
。
）

ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
）
の
作
成

支
援
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
）

施
設
を
い
う
。
）
に
対
す
る
情
報

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密

、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払
を
受

て
は
、
入
所
予
定
者
の
心
身
の

な
ら
な
い
。

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ

た
と
認
め
ら
れ
る
入
所
者
に
対
し

入
所
者
の
状
態
に
適
合
す
る
サ
ー

ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
計
画
又
は
施
設
サ
ー
ビ

事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
事

員
に
周
知
徹
底
す
る
体
制
を
整
備

る
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
が

働
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号
）

を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

告
の
方
法
等
が
記
載
さ
れ
た
事
故

収 等又の接け 状ス、ビよス 実すし 疑に措の
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め
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
）

に
つ
い
て
、
当
該
入
所
者
又
は
そ

思
を
踏
ま
え
て
速
や
か
に
必
要
な

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
常
に
入
所

の
交
流
等
の
機
会
を
確
保
す
る
よ

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
の

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
二
日
に

、
入
所
者
の
清
潔
の
保
持
に
努
め

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
か

六
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
栄

時
間
に
食
事
を
提
供
し
な
け
れ
ば

活
相
談
等
）

七
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
常

な
把
握
に
努
め
、
入
所
者
又
は
そ

そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
要
介
護
認

い
う
。
）
の
申
請
そ
の
他
の
入
所

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
第
一
項
各

ら
か
じ
め
、
入
所
者
又
は
そ
の
家

を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
入
所

ー
ビ
ス
の
提
供
の
方
針
）

五
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
職
員

者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
サ
ー

い
よ
う
に
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば

事
） 居

住
に
要
す
る
費
用
（
前
号
の

居
室
に
係
る
光
熱
水
費

入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
サ

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

用
の
う
ち
、
日
常
生
活
に
お
い
て

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め

前
項
第
二
号
の
生
活
費
は
、
地
域

る
額
を
上
限
額
と
す
る
。

の
家
族
が
行
う
こ
と
が
困
難
で

支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

者
の
家
族
と
の
連
携
を
図
る
と

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

外
出
の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う

一
回
以
上
、
入
浴
の
機
会
を
提
供

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
の
要
望
を
考
慮
し
、
適
宜
、

養
並
び
に
入
所
者
の
心
身
の
状

な
ら
な
い
。

に
入
所
者
の
心
身
の
状
況
、
そ

の
家
族
か
ら
の
相
談
に
適
切
に

な
ら
な
い
。

定
（
介
護
保
険
法
第
十
九
条
第

者
が
日
常
生
活
を
営
む
上
で
必

号
に
掲
げ
る
費
用
に
係
る
サ
ー

族
に
対
し
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
の

者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

は
、
入
所
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ

ビ
ス
の
提
供
を
行
う
上
で
必
要

な
ら
な
い
。

光
熱
水
費
及
び
次
号
に
掲
げ
る

ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と

、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て

も
通
常
必
要
と
な
る
も
の
に
係

ら
れ
る
も
の

の
実
情
、
物
価
の
変
動
そ
の
他

あ
る
場
合
は
、
当
該
入
所
者
の

い
。

と
も
に
、
入
所
者
と
そ
の
家
族

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
等
の
適
切
な
方
法
に
よ

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
行
事
を
行

況
及
び
嗜
好
を
考
慮
し
、
適
切

の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
の
的

応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要
な
助

一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定

要
な
行
政
機
関
に
対
す
る
手
続

ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、

内
容
及
び
費
用
を
記
載
し
た
書

な
い
。

ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
入

な
事
項
に
つ
い
て
、
理
解
し
や

費
用
を
除
く
。
）

に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用

供
与
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費

る
費
用
で
あ
っ
て
、
入
所
者
に

の
事
情
を
勘
案
し
て
知
事
が
定

成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号

る
条
例
」
と
あ
る
の
は
、
「

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十

る
条
例
が
施
行
さ
れ
る
ま
で

入
居
者
生
活
介
護
に
つ
い
て

（
広
告
）

第
二
十
二
条

軽
費
老
人
ホ
ー

内
容
を
虚
偽
又
は
誇
大
な
も

（
地
域
と
の
連
携
等
）

第
二
十
三
条

軽
費
老
人
ホ
ー

動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
提

が
派
遣
す
る
者
が
相
談
及
び

第
二
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

医
療
機
関
を
定
め
て
お
か
な

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
あ

な
ら
な
い
。

（
掲
示
）

第
二
十
一
条

軽
費
老
人
ホ
ー

職
員
の
勤
務
の
体
制
、
協
力

れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し
な

第
十
八
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

す
る
要
介
護
状
態
等
を
い
う

に
応
じ
、
適
切
に
居
宅
サ
ー

な
ら
な
い
。

（
定
員
の
遵
守
）

第
十
九
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

い
。
た
だ
し
、
災
害
、
虐
待

（
協
力
医
療
機
関
等
）

）
第
七
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事

四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
三

の
間
に
お
け
る
当
該
市
町
に
お
い

の
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

ム
は
、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に

の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

ム
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は

行
う
等
地
域
と
の
交
流
を
図
ら
な

供
し
た
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
入
所

援
助
を
行
う
事
業
そ
の
他
の
市
町

は
、
入
所
者
の
病
状
の
急
変
等
に

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
か
じ
め
、
協
力
歯
科
医
療
機
関

ム
は
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
見
や

医
療
機
関
、
利
用
料
そ
の
他
の
サ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
入
所
者
が
要
介
護
状
態
等
（

。
）
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
心

ビ
ス
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

は
、
入
所
定
員
及
び
居
室
の
定
員

そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
が
定

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

条
第
一
項
第
二
号
イ
の
市
町
が
定

て
行
う
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施

は
、
同
号
イ
中
「
介
護
保
険
法
（

つ
い
て
広
告
を
す
る
場
合
は
、
そ

、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
、
市
町

が
実
施
す
る
事
業
に
協
力
す
る
よ

備
え
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
協

を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ

す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要

ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め

介
護
保
険
法
第
二
条
第
一
項
に
規

身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境

よ
う
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ

を
超
え
て
入
所
さ
せ
て
は
な
ら

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

一
八

めす め設平 の活等う 力ば、ら 定等ばな。
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一

（号 外 ）

る
（
軽

３
一

以
上入

所
者
の
数
が
二
百
を
超

数
を
加
え
て
得
た
数

に
併
設
さ
れ
て
い
な
い
軽
費
老

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

介
護
職
員

イ

介
護
職
員
の
員
数
は
、
入

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で

入
所
者
の
数
が
八
十
以
下

入
所
者
の
数
が
八
十
を
超

数
が
八
十
を
超
え
て
二
十
又

イ

生
活
相
談
員
の
員
数
は
、
入

そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る

入
所
者
の
数
が
百
七
十
以

の
勤
務
延
べ
時
間
数
を
当
該

時
間
数
で
除
す
る
こ
と
に
よ

員
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法

入
所
者
の
数
が
百
七
十
を

ロ

生
活
相
談
員
の
う
ち
一
人
を

る
こ
と
。

浴
室
は
、
老
人
が
入
浴
す
る
の

と
す
る
者
が
入
浴
で
き
る
よ
う
に

医
務
室
は
、
医
療
法
（
昭
和

と
。調

理
室
は
、
火
気
を
使
用
す
る

条
例
附
則
第
六
項
の
規
則
で
定
め

生
活
相
談
員

基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

費
老
人
ホ
ー
ム

型
の
特
例
）

条
例
附
則
第
五
項
の
基
準
は
、
次

居
室
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を

イ

一
室
の
定
員
は
、
原
則
と
し

ロ

地
階
に
設
け
な
い
こ
と
。

ハ

入
所
者
一
人
当
た
り
の
床
面

え
る
場
合

常
勤
換
算
方
法
で

人
ホ
ー
ム

型
で
あ
っ
て
入
所

。
所
者
の
数
の
次
の

か
ら

ま
で

に
定
め
る
数
と
す
る
。

の
場
合

常
勤
換
算
方
法
で
、

え
二
百
以
下
の
場
合

常
勤
換

は
二
十
に
満
た
な
い
端
数
を
増

所
者
の
数
の
次
の

又
は

に

数
と
す
る
。

下
の
場
合

常
勤
換
算
方
法
（

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型
に
お
い

り
、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、

超
え
る
場
合

常
勤
換
算
方
法

主
任
生
活
相
談
員
と
す
る
。
た

に
適
し
た
も
の
と
す
る
ほ
か
、

す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ

二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に

部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用
い
る

る
員
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す

令
第
三
十
四
号
）
」
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

て
一
人
と
す
る
こ
と
。

積
は
、
収
納
設
備
を
除
き
、
六

、
十
に
、
実
情
に
応
じ
た
適
当

者
の
数
が
五
十
以
下
の
も
の
に

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

四
以
上

算
方
法
で
、
四
に
、
入
所
者
の

す
ご
と
に
一
を
加
え
て
得
た
数

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型
の
職
員

て
常
勤
の
職
員
が
勤
務
す
べ
き

型
の
職
員
の
員
数
を
常
勤
の
職

一
以
上

で
、
二
以
上

だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等

必
要
に
応
じ
て
、
介
護
を
必
要

と
。規

定
す
る
診
療
所
と
す
る
こ

こ
と
。

る
。

・
六
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

イ

一
般
入
所
者
の
数
が

る
。

ロ

一
般
入
所
者
の
数
が

一
般
入
所
者
の
数

入
所
者
の
数
が
八
十

て
得
た
数
以
上

一
般
入
所
者
の
数

適
当
数
を
加
え
て
得

ロ

一
般
入
所
者
の
数
が

ち
一
人
を
主
任
介
護
職

三

看
護
職
員

以
上

二

介
護
職
員

イ

介
護
職
員
の
員
数
は

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か

一
般
入
所
者
の
数

一
般
入
所
者
の
数

一
般
入
所
者
の
数

一
般
入
所
者
の
数

五

事
務
員

二
人
以
上

六

医
師

入
所
者
に
対
し

七

調
理
員
そ
の
他
の
職
員

５

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居

う
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型
に

と
お
り
と
す
る
。

一

生
活
相
談
員

入
所
者

ロ

介
護
職
員
の
う
ち
一

三

看
護
師
又
は
准
看
護
師

イ

入
所
者
の
数
が
百
三

以
上
と
す
る
。

ロ

入
所
者
の
数
が
百
三

二
以
上
と
す
る
。

四

栄
養
士

一
人
以
上

百
三
十
以
下
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

百
三
十
を
超
え
る
軽
費
老
人
ホ
ー

が
八
十
を
超
え
二
百
以
下
の
場
合

を
超
え
て
二
十
又
は
二
十
に
満
た

が
二
百
を
超
え
る
場
合

常
勤
換

た
数

四
十
を
超
え
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

員
と
す
る
。

、
一
般
入
所
者
の
数
の
次
の

か

ら

ま
で
に
定
め
る
数
と
す
る
。

が
二
十
以
下
の
場
合

常
勤
換
算

が
二
十
を
超
え
三
十
以
下
の
場
合

が
三
十
を
超
え
四
十
以
下
の
場
合

が
四
十
を
超
え
八
十
以
下
の
場
合

て
健
康
管
理
及
び
療
養
上
の
指
導

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型
の

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指

者
生
活
介
護
又
は
指
定
地
域
密
着

置
く
べ
き
生
活
相
談
員
、
介
護
職

の
数
が
百
七
十
を
超
え
る
軽
費
老

人
を
主
任
介
護
職
員
と
す
る
。

（
以
下
「
看
護
職
員
」
と
い
う
。

十
以
下
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型

十
を
超
え
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

一
九

型
に
あ
っ
て
は
、
一
人
以
上
と

ム

型
に
あ
っ
て
は
、
二
人
以
上

常
勤
換
算
方
法
で
、
四
に
、
一

な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加

算
方
法
で
、
十
に
、
実
情
に
応
じ

型
に
あ
っ
て
は
、
介
護
職
員
の

ら

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

方
法
で
、
一
以
上

常
勤
換
算
方
法
で
、
二
以
上

常
勤
換
算
方
法
で
、
三
以
上

常
勤
換
算
方
法
で
、
四
以
上

を
行
う
た
め
に
必
要
な
数

実
情
に
応
じ
た
適
当
数

定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、

型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を

員
及
び
看
護
職
員
の
員
数
は
、
次

人
ホ
ー
ム

型
に
あ
っ
て
は
、
一

）に
あ
っ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法
で

型
に
あ
っ
て
は
、
常
勤
換
算
方
法

すと 般えたう に 指行の人 一で



平成 年 月 日 金曜日

にいれ四ホ号て

山 口

をる八の指

県 報

９
ば人

（号 外 ）

６
費

７
場い

８
ら

あ
っ
て
は
生
活
相
談
員
又
は
主
任

な
い
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型
に
あ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
第
一
項
、
第
四
条
、
第
六

条
（
第
一
項
第
三
号
を
除
く
。
）

ー
ム

型
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
九
条
第

準
用
す
る
条
例
」
と
読
み
替
え
る

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型
の
生
活
相

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
」
と

主
任
生
活
相
談
員
は
、
前
項
に
お

ほ
か
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型
へ

導
等
の
内
容
の
管
理
を
行
わ
な
け

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

附
則
第
四
項
第
三
号
及
び
第
五
項

な
ら
な
い
。

栄
養
士
は
、
常
勤
の
者
で
な
け
れ

事
務
員
の
う
ち
一
人
（
入
所
定
員

）
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

夜
間
及
び
深
夜
の
時
間
帯
を
通
じ

（
宿
直
勤
務
を
除
く
。
）
を
行
わ
せ

軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型
は
、
入
所

す
る
。

前
二
項
の
入
所
者
及
び
前
項
の
一

老
人
ホ
ー
ム

型
を
再
開
す
る
場

附
則
第
四
項
第
一
号
及
び
第
五
項

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
主
任
生

。附
則
第
四
項
第
二
号
ロ
及
び
第
五

な
い
。

介
護
職
員
が
、
生
活
相
談
員
及

っ
て
は
介
護
職
員
が
、
前
二
項

条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一

及
び
第
十
五
条
か
ら
第
二
十
三

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条

一
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は

も
の
と
す
る
。

談
員
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
第

二
号
及
び
第
三
号
中
「
条
例
」

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第

の
入
所
に
際
し
て
の
調
整
、
他

れ
ば
な
ら
な
い
。

主
任
生
活
相
談
員
が
置
か
れ
て

第
三
号
ロ
の
看
護
職
員
の
う
ち

ば
な
ら
な
い
。

が
百
十
一
人
以
上
の
軽
費
老
人

い
。

て
一
人
以
上
の
職
員
に
宿
直
勤

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
対
し
、
入
所
時
及
び
毎
年

般
入
所
者
の
数
は
、
前
年
度
の

合
は
、
推
定
数
に
よ
る
。

第
一
号
の
生
活
相
談
員
（
主
任

活
相
談
員
）
の
う
ち
一
人
以
上
は

項
第
二
号
ロ
の
主
任
介
護
職
員

び
主
任
介
護
職
員
が
置
か
れ
て

に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
な
け

条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十

条
ま
で
の
規
定
は
、
軽
費
老
人

第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
第
三

、
「
条
例
附
則
第
八
項
に
お
い

五
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す

と
あ
る
の
は
、
「
条
例
附
則
第

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

の
生
活
相
談
員
に
対
す
る
技
術

い
な
い
軽
費
老
人
ホ
ー
ム

型

一
人
以
上
は
、
常
勤
で
な
け
れ

ホ
ー
ム

型
に
あ
っ
て
は
、
二

務
又
は
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務

二
回
以
上
の
定
期
の
健
康
診
断

平
均
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
軽

生
活
相
談
員
が
置
か
れ
て
い
る

、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

は
、
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

入
所
者
の
数
が
三

同
じ
。
）
が
百
又
は
百
に

三

介
護
職
員
又
は
看
護
師

イ

介
護
職
員
及
び
看
護

者
の
勤
務
延
べ
時
間
数

べ
き
時
間
数
で
除
す
る

勤
の
従
業
者
の
員
数
に

三
に
満
た
な
い
端
数
を

ロ

看
護
職
員
の
員
数
は

め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

第
二
章

指
定
介
護
老

（
従
業
者
）

第
二
条

条
例
第
四
条
第
一
項

一

医
師

入
所
者
に
対
し

二

生
活
相
談
員

入
所
者

護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

指
定
介
護
老
人
福

第
三
章

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
指
定

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十

山
口
県
規
則
第
七
十
一
号

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

則

ま
で
に
定
め
る
数
と
す
る
。

十
以
下
の
場
合

常
勤
換
算
方
法

満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

若
し
く
は
准
看
護
師
（
以
下
「
看

職
員
の
総
数
は
、
常
勤
換
算
方
法

を
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

こ
と
に
よ
り
、
当
該
指
定
介
護
老

換
算
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同

増
す
ご
と
に
一
以
上
と
す
る
。

、
入
所
者
の
数
の
次
の

か
ら

山
口
県
条
例
第
三
十
七
号
。
以
下

も
の
と
す
る
。

人
福
祉
施
設

の
規
則
で
定
め
る
員
数
は
、
次
の

て
健
康
管
理
及
び
療
養
上
の
指
導

の
数
（
前
年
度
の
入
所
者
の
数
の

を
新
た
に
受
け
る
場
合
は
、
推
定

祉
施
設
（
第
二
条

第
三
十
七
条

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
第
三
十
八

介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

八
日

山
口

設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

で
、
一
以
上

人
以
上

護
職
員
」
と
い
う
。
）

（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従

に
お
い
て
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務

人
福
祉
施
設
の
従
業
者
の
員
数
を

じ
。
）
で
、
入
所
者
の
数
が
三
又

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に

と
お
り
と
す
る
。

を
行
う
た
め
に
必
要
な
数

平
均
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定

数
に
よ
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

）条

第
四
十
五
条
）

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を

基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

県
知
事

山

本

繁
太
郎

す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行

二
〇

業す常は応 つ介て 定 を規



平成

看
（
管

第
三

年 月 日 金曜日

６
しす

７
指地がを

山 口 県

人当定数
３４５

る

報

２
人生う人介密

（号 外 ）

四五六
護
職
員
に
限
る
。
）
と
す
る
。

理
者
の
兼
務
）

条

条
例
第
五
条
の
規
則
で
定
め

介
護
支
援
専
門
員
は
、
専
ら
そ

、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い

る
こ
と
が
で
き
る
。

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
則
で
定

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
併
設
す

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

営
ま
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
支
援
が

併
設
す
る
場
合
の
介
護
職
員
及
び

福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
に
医

介
護
老
人
福
祉
施
設
の
入
所
者
の

を
基
礎
と
し
て
算
出
し
な
け
れ
ば

生
活
相
談
員
は
、
常
勤
の
者
で
な

看
護
職
員
の
う
ち
一
人
以
上
は
、

機
能
訓
練
指
導
員
は
、
当
該
指

。 医
師
及
び
介
護
支
援
専
門
員
の
員

福
祉
施
設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ

活
介
護
の
事
業
を
行
う
地
域
密
着

と
す
る
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当

福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設

護
老
人
福
祉
施
設
に
対
す
る
支
援

接
な
連
携
を
確
保
し
つ
つ
、
本
体

一
人
を
標
準
と
す
る
。
）

入
所
者
の
数
が
三
十
を
超

入
所
者
の
数
が
五
十
を
超

入
所
者
の
数
が
百
三
十
を

三
十
を
超
え
て
五
十
又
は
五

栄
養
士

一
人
以
上

機
能
訓
練
指
導
員

一
人

介
護
支
援
専
門
員

一
人
以
上

以
上

る
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
老

の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で

場
合
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人

め
る
従
業
者
は
、
指
定
介
護
老

る
場
合
又
は
指
定
介
護
老
人
福

（
施
設
の
全
部
に
お
い
て
ユ
ニ
ッ

行
わ
れ
る
指
定
地
域
密
着
型
介

看
護
職
員
（
第
三
十
八
条
第
二

）
の
本
体
施
設
で
あ
る
指
定
介

師
又
は
介
護
支
援
専
門
員
を
置

数
及
び
当
該
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居

な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
他
の
職

数
は
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施

ー
ビ
ス
に
該
当
す
る
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う

該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人

又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
で

機
能
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「

施
設
と
は
別
の
場
所
で
運
営
さ

え
五
十
以
下
の
場
合

常
勤
換

え
百
三
十
以
下
の
場
合

常
勤

超
え
る
場
合

常
勤
換
算
方
法

十
に
満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご

（
入
所
者
の
数
が
百
又
は
百
に

人
福
祉
施
設
の
サ
テ
ラ
イ
ト
型

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

福
祉
施
設
の
他
の
職
務
に
従
事

人
福
祉
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型

祉
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

ト
ご
と
に
入
居
者
の
日
常
生
活

護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
）

項
の
規
定
に
よ
り
配
置
さ
れ
る

護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
っ
て
、

か
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指

住
施
設
の
入
所
者
の
数
の
合
計

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き

設
（
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
よ

福
祉
施
設
以
外
の
指
定
介
護
老

あ
っ
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型

本
体
施
設
」
と
い
う
。
）
と
の

れ
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老

算
方
法
で
、
二
以
上

換
算
方
法
で
、
三
以
上

で
、
三
に
、
入
所
者
の
数
が
百

と
に
一
を
加
え
て
得
た
数
以
上

満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、

五

条
例
第
十
三
条
第
二
項

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊

六

条
例
第
十
五
条
第
二
項

七

条
例
第
十
六
条
第
三
項

て
の
記
録
を
行
う
こ
と
。

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
六
条

指
定
介
護
老
人
福
祉

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

三

入
所
者
の
心
身
の
状
況

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

希
望
、
退
所
後
に
置
か
れ

な
援
助
を
行
う
こ
と
。

四

入
所
者
の
退
所
に
際
し

支
援
事
業
者
に
対
し
て
情

ス
を
提
供
す
る
者
と
密
接

第
五
条

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

護
支
援
専
門
員
」
と
い
う
。

行
う
も
の
と
す
る
。

一

入
所
申
込
者
の
入
所
に

者
の
心
身
の
状
況
、
生
活

第
百
二
十
三
号
。
以
下
「

ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

二

入
所
者
の
心
身
の
状
況

居
住
施
設
と
す
る
。

（
管
理
者
の
責
務
）

第
四
条

指
定
介
護
老
人
福
祉

他
の
管
理
を
一
元
的
に
行
わ

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

た
め
必
要
な
指
揮
命
令
を
行

（
計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員

は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の

急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録
を

の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の

の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び

施
設
は
、
入
所
者
に
対
し
、
適
切

う
、
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
定

で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
定
期

、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に

で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

る
こ
と
と
な
る
生
活
環
境
等
を
勘

、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等

報
を
提
供
す
る
ほ
か
、
そ
の
他
保

に
連
携
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る
介
護

）
は
、
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る

際
し
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に

歴
、
病
歴
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
十

。
）
の
利
用
状
況
等
を
把
握
す
る

、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に

施
設
の
管
理
者
は
、
従
業
者
の
管

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
管
理
者
は
、
従
業
者
に
条
例
及

う
も
の
と
す
る
。

の
責
務
）

二
一

設
の
従
業
者
に
よ
っ
て
指
定
介
護

入
所
者
の
処
遇
に
直
接
影
響
を
及

態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所

行
う
こ
と
。

記
録
を
行
う
こ
と
。

事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ

な
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

的
に
検
討
す
る
こ
と
。

照
ら
し
、
入
所
者
が
居
宅
に
お
い

い
て
当
該
入
所
者
及
び
そ
の
家
族

案
し
、
円
滑
な
退
所
の
た
め
に
必

の
援
助
に
資
す
る
た
め
、
居
宅
介

健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー

支
援
専
門
員
（
以
下
「
計
画
担
当

業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務

対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
入
所
申

等
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法

三
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー

こ
と
。

照
ら
し
、
入
所
者
が
居
宅
に
お
い

理
、
業
務
の
実
施
状
況
の
把
握
そ

び
こ
の
規
則
の
規
定
を
遵
守
さ
せ

福ぼ 者いを ての要護ビ 介を込律ビて のる



平

（
記

第
九

成 年 月 日 金曜日

運一二三四五六七

山 口

七八
（
運

第
八

県 報

三四五六

（号 外 ）

３
会

（
設

第
七一二

録
の
整
備
）

条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は

営
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職

入
所
定
員

入
所
者
に
対
す
る
指
定
介
護
福

施
設
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留

非
常
災
害
対
策

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る

食
堂
及
び
機
能
訓
練
室
は
、
必

そ
の
合
計
し
た
面
積
は
、
三
平

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
食
事

が
で
き
る
と
き
は
、
同
一
の
場
所

廊
下
の
幅
は
、
一
・
八
メ
ー

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

営
規
程
）

条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は

浴
室
は
、
要
介
護
者
が
入
浴
す

洗
面
設
備
は
、
居
室
の
あ
る
階

る
こ
と
。

便
所
は
、
居
室
の
あ
る
階
ご
と

る
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
要

医
務
室
は
、
医
療
法
（
昭
和
二

者
を
診
療
す
る
た
め
に
必
要
な
医

査
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
従

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
）

条

条
例
第
六
条
第
三
項
の
基
準

居
室
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を

イ

入
所
者
一
人
当
た
り
の
床
面

ロ

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

静
養
室
は
、
介
護
職
員
室
又
は

、
従
業
者
、
設
備
及
び
会
計
に

な
ら
な
い
。

務
の
内
容

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び

意
事
項

重
要
事
項

要
な
備
品
を
備
え
る
ほ
か
、
そ

方
メ
ー
ト
ル
に
入
所
定
員
を
乗
じ

の
提
供
又
は
機
能
訓
練
に
支
障

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に

る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ

ご
と
に
設
け
、
要
介
護
者
が
使

に
居
室
に
近
接
し
て
設
け
る
ほ

介
護
者
が
使
用
す
る
の
に
適
し

十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に

薬
品
及
び
医
療
機
器
を
備
え
る

業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

積
は
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト

設
備
を
設
け
る
こ
と
。

看
護
職
員
室
に
近
接
し
て
設
け

関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お

利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の
額

れ
ぞ
れ
必
要
な
広
さ
を
有
し
、

て
得
た
面
積
以
上
と
す
る
こ

が
な
い
広
さ
を
確
保
す
る
こ
と

、
中
廊
下
の
幅
は
、
二
・
七

つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る

と
。

用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す

か
、
ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ

た
も
の
と
す
る
こ
と
。

規
定
す
る
診
療
所
と
し
、
入
所

ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
臨
床
検

上
の
た
め
に
必
要
な
研
修
の
機

ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法

こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す

れ
た
重
要
事
項
を
電
気

該
入
所
申
込
者
又
は
そ

重
要
事
項
を
記
録
す
る

は
、
指
定
介
護
老
人
福

旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を

イ

指
定
介
護
老
人
福
祉

用
に
係
る
電
子
計
算
機

係
る
電
子
計
算
機
に
備

ロ

指
定
介
護
老
人
福
祉

て
の
記
録

五

第
十
八
条
第
二
項
の
規

六

第
二
十
九
条
の
規
定
に

（
重
要
事
項
の
電
磁
的
方
法
に

第
十
条

指
定
介
護
老
人
福
祉

お
い
て
は
、
入
所
申
込
者
又

え
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す

を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
指

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

る
次
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備

一

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

二

条
例
第
十
三
条
第
二
項

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊

三

条
例
第
十
五
条
第
二
項

四

条
例
第
十
六
条
第
三
項

は
、
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ

通
信
回
線
を
通
じ
て
入
所
申
込
者

の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

方
法
（
第
三
項
の
承
諾
又
は
第
四

祉
施
設
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら

こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製

法 る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に

使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
の
イ
又

施
設
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

施
設
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ

よ
る
通
知
に
係
る
記
録

よ
る
提
供
）

施
設
は
、
条
例
第
九
条
の
規
定
に

は
そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ

べ
き
重
要
事
項
（
以
下
こ
の
条
に

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
使
用
に

は
、
入
所
者
に
対
す
る
指
定
介
護

し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間

の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の

急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の

の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び

が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す

ば
な
ら
な
い
。

又
は
そ
の
家
族
の
閲
覧
に
供
し
、

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当

項
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ

に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
重
要
事
項
を
記

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ

よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

と
入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の

通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用

方
法

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

よ
る
書
面
の
交
付
等
を
す
る
場
合

た
と
き
に
限
り
、
書
面
の
交
付
に

お
い
て
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。

係
る
電
子
計
算
機
と
、
入
所
申
込

福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所

記
録

事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ

二
二

る 当該ての項録 織っ使にさ に代）者 す者い
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康でけ

年 月 日 金曜日

（
苦

第
十き助容

２
民

山 口 県

一二三四

報

該なり
（
衛

第
十な

２
止

（号 外 ）

３
あの一二

４
又

保
険
団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下

き
る
限
り
協
力
す
る
と
と
も
に
、

た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言

沿
っ
た
対
応
を
行
う
こ
と
。

情
の
処
理
）

二
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

る
限
り
協
力
す
る
と
と
も
に
、
市

言
を
踏
ま
え
、
必
要
な
改
善
を
行

を
報
告
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入

健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

む
ね
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る

者
に
対
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に

め
の
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

わ
れ
る
際
の
対
処
等
に
関
す
る

入
所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対

い
。
た
だ
し
、
当
該
入
所
申
込
者

で
な
い
。

生
管
理
等
）

一
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
感

す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
電

ら
か
じ
め
、
当
該
入
所
申
込
者
又

種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

前
項
の
承
諾
を
得
た
指
定
介
護
老

は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方

同
じ
。
）
が
行
う
法
第
百
七
十

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か

を
踏
ま
え
、
必
要
な
改
善
を
行

は
、
入
所
者
か
ら
の
苦
情
に
関

町
村
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受

う
よ
う
、
及
び
市
町
村
か
ら
の

す
る
。

所
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国

律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対

と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

と
。

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指

対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の

。、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
感

手
順
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

し
、
重
要
事
項
の
提
供
を
電
磁

又
は
そ
の
家
族
が
再
び
同
項
の

は
、
必
要
な
医
薬
品
及
び
医
療

染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
を
予

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

磁
的
方
法
に
よ
り
重
要
事
項
を

は
そ
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
用

は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を

う
ち
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

人
福
祉
施
設
は
、
当
該
入
所
申

法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨

六
条
第
一
項
第
三
号
の
調
査
に

ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受

う
よ
う
、
及
び
国
民
健
康
保
険

し
て
市
町
村
が
行
う
調
査
に
で

け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は

求
め
に
応
じ
て
そ
の
改
善
の
内

民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
国

条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健

策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お

て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
が
疑

告
示
第
二
百
六
十
八
号
）
に

的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら

承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限

機
器
を
備
え
、
適
正
に
管
理
し

防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防

提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
使
用
す
る
も
の

込
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
書
面

の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

い
る
要
介
護
認
定
の
有
効
期

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
退
所
）

審
査
会
意
見
が
記
載
さ
れ
て

施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

（
要
介
護
認
定
の
申
請
に
係
る

第
十
六
条

指
定
介
護
老
人
福

に
つ
い
て
は
、
要
介
護
認
定

て
い
な
い
場
合
は
、
入
所
申

な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

所
申
込
者
に
対
し
自
ら
適
切

く
は
診
療
所
又
は
介
護
老
人

な
ら
な
い
。

（
受
給
資
格
等
の
確
認
）

第
十
五
条

指
定
介
護
老
人
福

合
は
、
そ
の
者
の
提
示
す
る

及
び
有
効
期
間
を
確
認
し
な

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

が
報
告
さ
れ
、
そ
の
分
析

す
る
こ
と
。

三

事
故
の
発
生
の
防
止
の

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難
時
の
対

第
十
四
条

指
定
介
護
老
人
福

団
体
連
合
会
か
ら
の
求
め
に

（
事
故
の
防
止
等
）

第
十
三
条

指
定
介
護
老
人
福

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

一

事
故
が
発
生
し
た
場
合

発
生
の
防
止
の
た
め
の
指

二

事
故
が
発
生
し
た
場
合

間
の
満
了
日
の
三
十
日
前
に
は
行

い
る
と
き
は
、
当
該
認
定
審
査
会

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

援
助
）

祉
施
設
は
、
入
所
の
際
に
要
介
護

の
申
請
が
既
に
行
わ
れ
て
い
る
か

込
者
の
意
思
を
踏
ま
え
て
速
や
か

ら
な
い
。

は
、
要
介
護
認
定
の
更
新
の
申
請

な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
が
困
難

保
健
施
設
の
紹
介
そ
の
他
の
適
切

祉
施
設
は
、
指
定
介
護
福
祉
施
設

被
保
険
者
証
に
よ
っ
て
、
被
保
険

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
前
項
の
被
保
険
者
証
に
法
第

を
通
じ
た
改
善
策
に
つ
い
て
、
従

た
め
の
委
員
会
及
び
従
業
者
に
対

は
、
入
所
者
に
対
す
る
指
定
介
護

た
場
合
は
、
そ
の
損
害
賠
償
に
つ

応
）

祉
施
設
は
、
入
所
申
込
者
が
入
院

応
じ
て
そ
の
改
善
の
内
容
を
報
告

祉
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ

な
ら
な
い
。

の
対
応
、
次
号
の
規
定
に
よ
る
報

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

又
は
そ
れ
に
至
る
危
険
性
が
あ
る

二
三

わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
わ

意
見
に
配
慮
し
て
、
指
定
介
護
福

認
定
を
受
け
て
い
な
い
入
所
申
込

ど
う
か
を
確
認
し
、
申
請
が
行
わ

に
当
該
申
請
が
行
わ
れ
る
よ
う
必

が
遅
く
と
も
当
該
入
所
者
が
受
け

で
あ
る
場
合
は
、
適
切
な
病
院
若

な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た

者
資
格
並
び
に
要
介
護
認
定
の
有

七
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認

業
者
に
周
知
徹
底
す
る
体
制
を
整

す
る
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と

福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ

い
て
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
行
わ

治
療
を
必
要
と
す
る
場
合
そ
の
他

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に

告
の
方
法
等
が
記
載
さ
れ
た
事
故

事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
事

な 祉者れ要て しば場無定 備。りな入 掲の実



平

部る

成 年 月 日 金曜日

２
具

（
利

第
十定るじ

山 口

６
援健い

（
サ

第
十介に

県 報

し討
４

従
５

し所退

（号 外 ）

第
十引護せ

２
す利

３

と
し
て
、
当
該
指
定
介
護
福
祉
施

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
指

体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
記

用
料
等
の
受
領
）

九
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

に
よ
り
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が

場
合
の
当
該
施
設
介
護
サ
ー
ビ

。
）
に
該
当
す
る
指
定
介
護
福

（
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入

助
に
資
す
る
た
め
、
居
宅
介
護
支

医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ

。ー
ビ
ス
の
提
供
の
記
録
）

八
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

護
保
険
施
設
の
種
類
及
び
名
称
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
入
所
者
が
居
宅
に
お
い
て
日
常

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
生

業
者
の
間
で
協
議
し
な
け
れ
ば
な

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、

、
入
所
者
が
居
宅
に
お
い
て
日
常

者
及
び
そ
の
家
族
の
希
望
、
退
所

所
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
わ

七
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

い
た
数
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、

福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
必

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入

る
照
会
等
に
よ
り
、
入
所
申
込
者

用
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、

設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
同
条
第

（
そ
の
額
が
現
に
当
該
指
定
介

定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス

入
所
者
に
代
わ
り
当
該
指
定
介

ス
費
に
係
る
指
定
介
護
福
祉
施
設

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
と

対
象
と
な
る
費
用
に
係
る
対
価

所
者
の
退
所
に
際
し
て
は
、
居

援
事
業
者
に
対
す
る
情
報
の
提

ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密
接
な

は
、
入
所
に
際
し
て
は
入
所
の

、
退
所
に
際
し
て
は
退
所
の
年

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
か

活
相
談
員
、
介
護
職
員
、
看
護

ら
な
い
。

入
所
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と

後
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
生

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
入
所
申
込
者
の
数
が
入
所

介
護
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族

要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
入

。所
申
込
者
の
入
所
に
際
し
て
は

の
心
身
の
状
況
、
生
活
歴
、
病

ば
な
ら
な
い
。

入
所
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置二

項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し

提
供
し
た
と
き
は
、
提
供
し
た

（
法
第
四
十
八
条
第
四
項
の
規

護
老
人
福
祉
施
設
に
支
払
わ
れ

サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同

き
は
、
入
所
者
か
ら
利
用
料

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
一

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
の

供
に
努
め
る
ほ
か
、
そ
の
他
保

連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

年
月
日
並
び
に
入
所
し
て
い
る

月
日
を
当
該
者
の
被
保
険
者
証

ど
う
か
に
つ
い
て
定
期
的
に
検

職
員
、
介
護
支
援
専
門
員
等
の

か
れ
て
い
る
環
境
等
に
照
ら

認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
入

活
環
境
等
を
勘
案
し
、
円
滑
な

定
員
か
ら
入
所
者
の
数
を
差
し

等
の
状
況
を
勘
案
し
、
指
定
介

所
申
込
者
を
優
先
的
に
入
所
さ

、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対

歴
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の

か
れ
て
い
る
環
境
等
に
照
ら

し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明

い
て
、
同
項
第
一
号
か
ら
第

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の

に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、

て
、
そ
の
入
所
者
に
負
担

４

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
等

よ
る
も
の
と
す
る
。

５

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
入
所

介
護
老
人
福
祉
施
設
に
支

限
度
額
）
を
限
度
と
す
る

三

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第

た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な

四

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

づ
き
入
所
者
が
選
定
す
る

五

理
美
容
代

一

食
事
の
提
供
に
要
す
る

サ
ー
ビ
ス
費
が
入
所
者
に

費
用
額
（
同
条
第
四
項
の

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

担
限
度
額
）
を
限
度
と
す

二

居
住
に
要
す
る
費
用
（

ス
費
が
入
所
者
に
支
給
さ

額
（
同
条
第
四
項
の
規
定

た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き

以
下
「
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
用

れ
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
と
き

基
準
額
と
の
間
に
、
不
合
理

３

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
行
い
、
入
所
者
の
同
意
を
得
な

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
係
る

の
ほ
か
、
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要

さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ

ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は

に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
七
年
厚

は
、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用

者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
当
該

払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項

。
）

る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な

百
二
十
三
号
）
に
基
づ
き
入
所
者

る
費
用

る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な

特
別
な
食
事
を
提
供
し
た
こ
と
に

費
用
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一

支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二

規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ

に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第

る
。
）

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規

れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
二

に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ

は
、
当
該
現
に
指
定
介
護
福
祉
施

基
準
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該

の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
支
払

は
、
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に

に
入
所
者
か
ら
支
払
を
受
け
る
利

な
差
額
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
な

は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
ほ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

同
意
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
る

ー
ビ
ス
に
お
い
て
供
与
さ
れ
る
便

と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ

る
も
の

、
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に

生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
九
号
）

に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用
を
記

第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負

居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
等
（

が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
を
提
供

居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
等
に

伴
い
必
要
と
な
る
費
用

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介

項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
基

ー
ビ
ス
費
が
入
所
者
に
代
わ
り
当

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の

定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準
費

ス
費
が
入
所
者
に
代
わ
り
当
該
指

設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
支
払

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

該
当
し
な
い
指
定
介
護
福
祉
施

用
料
の
額
と
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払
を

二
四

おも 宜っ食にっ載 担平し基 護準該負ビ用定 。わ設用受
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の
（
サ

第
二施の者

（
指

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

に
基
づ
き
、
入
所
者
の
家
族
の
希

、
総
合
的
な
援
助
の
方
針
、
生
活

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

り
、
入
所
者
に
つ
い
て
、
そ
の
有

者
が
現
に
抱
え
る
問
題
点
を
明
ら

よ
う
支
援
す
る
上
で
解
決
す
べ
き

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

入
所
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
そ

評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を

設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

十
二
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

成
に
関
す
る
業
務
を
担
当
さ
せ
る

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

活
全
般
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、

も
含
め
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
上

十
一
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止
に
資
す

当
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
従

、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
。

ー
ビ
ス
提
供
証
明
書
の
交
付
）

十
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
支
払

内
容
、
費
用
の
額
そ
の
他
必
要
と

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取

入
所
者
の
希
望
及
び
入
所
者
に

望
を
勘
案
し
て
、
入
所
者
及
び

全
般
の
解
決
す
べ
き
課
題
、
指

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
に

す
る
能
力
、
そ
の
置
か
れ
て
い

か
に
し
、
入
所
者
が
自
立
し
た

課
題
の
把
握
（
以
下
「
ア
セ
ス

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は

合
に
お
い
て
、
計
画
担
当
介
護

十
分
に
説
明
し
、
理
解
を
得
な

の
提
供
す
る
指
定
介
護
福
祉
施

図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
の
管
理
者
は
、
介
護
支
援
専

も
の
と
す
る
。

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
に

地
域
の
住
民
に
よ
る
自
発
的
な

に
位
置
付
け
る
よ
う
努
め
な
け

設
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に

る
よ
う
、
そ
の
心
身
の
状
況
等

い
。

提
供
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
者
は
、
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

、
処
遇
上
必
要
な
事
項
に
つ
い

は
、
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
た
場
合
は
、
提
供
し
た

認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
し
た

扱
方
針
）

つ
い
て
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結

そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す
る
意

定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に

る
環
境
等
の
評
価
を
通
じ
て
入

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
行
わ

、
入
所
者
及
び
そ
の
家
族
に
面

支
援
専
門
員
は
、
面
接
の
趣
旨

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
つ
い
て
自

門
員
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の

当
た
っ
て
は
、
入
所
者
の
日
常

活
動
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
等
の
利

れ
ば
な
ら
な
い
。

基
づ
き
、
入
所
者
の
要
介
護
状

に
応
じ
て
、
入
所
者
の
処
遇
を

に
基
づ
き
、
漫
然
か
つ
画
一
的

ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て

て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
説

に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
福
祉

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
提
供
証
明
書
を
入
所

心
身
の
状
況
に
応
じ
て
、
適

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

せ
、
又
は
清
し
き
し
な
け
れ

者
の
専
門
的
な
見
地
か
ら
の

一

入
所
者
が
法
第
二
十
八

二

入
所
者
が
法
第
二
十
九

合第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で

る
。

（
介
護
）

第
二
十
三
条

介
護
は
、
入
所

と
い
う
。
）
を
行
い
、
必
要

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

に
担
当
者
と
の
連
絡
を
継
続

ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

一

定
期
的
に
入
所
者
に
面

二

定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会

意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る

７

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

の
家
族
に
対
し
、
当
該
施
設

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

８

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

な
ら
な
い
。

９

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

状
況
の
把
握
（
入
所
者
に
つ

目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
、

ス
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意

な
ら
な
い
。

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

者
会
議
（
入
所
者
に
対
す
る

「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を

す
る
照
会
等
に
よ
り
、
施
設

切
な
技
術
を
も
っ
て
行
わ
れ
な
け

は
、
一
週
間
に
二
回
以
上
、
適
切

ば
な
ら
な
い
。

意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
更

条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状

の
規
定
は
、
第
九
項
の
施
設
サ
ー

者
の
自
立
の
支
援
及
び
日
常
生
活

に
応
じ
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の

員
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
当
た
っ

的
に
行
う
こ
と
と
し
、
特
段
の
事

ら
な
い
。

接
す
る
こ
と
。

グ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。

員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い

等
に
よ
り
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

。員
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
つ
い
て

。員
は
、
作
成
し
た
施
設
サ
ー
ビ
ス

員
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

い
て
の
継
続
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

事
項
等
を
記
載
し
た
施
設
サ
ー
ビ

員
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

招
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
以

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
つ
い
て

二
五

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
方
法
に
よ
り
、
入
所
者
を
入
浴

新
認
定
を
受
け
た
場
合

態
区
分
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た

ビ
ス
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用

の
充
実
に
資
す
る
よ
う
、
入
所
者

変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

て
は
、
入
所
者
及
び
そ
の
家
族
並

情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と

て
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の

の
変
更
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
担

成
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者
又
は

説
明
し
、
書
面
に
よ
り
入
所
者
の

計
画
を
入
所
者
に
交
付
し
な
け
れ

成
後
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
実

を
含
む
。
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

内
容
、
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ス
計
画
の
原
案
を
作
成
し
な
け
れ

成
に
当
た
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
担

提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以

下
同
じ
。
）
の
開
催
、
担
当
者
に

、
担
当
者
の
専
門
的
な
見
地
か
ら

さ 場すの びこ開当 そ同ば施」 ビば当下対の
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６
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十
七
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
機
能

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入

等
に
つ
い
て
、
当
該
入
所
者
又
は

同
意
を
得
て
、
代
わ
っ
て
当
該
手

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
常

家
族
と
の
交
流
等
の
機
会
を
確
保

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入

。能
訓
練
）

援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

談
等
）

十
五
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

等
の
的
確
な
把
握
に
努
め
、
入
所

要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
わ

会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
等
）

十
六
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

め
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
行
事
を

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
常

な
ら
な
い
。

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入

祉
施
設
の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ

事
）

十
四
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

、
適
切
な
時
間
に
食
事
を
提
供
し

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入

の
自
立
に
つ
い
て
必
要
な
援
助
を

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
お

つ
を
適
切
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
褥

生
を
予
防
す
る
た
め
の
体
制
を
整

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
入

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
入
所
者
に
対
し
、
そ
の

を
改
善
し
、
又
は
そ
の
減
退
を

所
者
が
日
常
生
活
を
営
む
上
で

そ
の
家
族
が
行
う
こ
と
が
困
難

続
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
入
所
者
の
家
族
と
の
連
携
を

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

所
者
の
外
出
の
機
会
を
確
保
す

設
は
、
常
に
入
所
者
の
心
身
の

者
又
は
そ
の
家
族
か
ら
の
相
談

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
教
養
娯
楽
設
備
等
を
備

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

時
一
人
以
上
の
常
勤
の
介
護
職

所
者
に
対
し
て
、
入
所
者
の
負

る
介
護
を
受
け
さ
せ
て
は
な
ら

設
は
、
栄
養
並
び
に
入
所
者
の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
者
が
可
能
な
限
り
離
床
し
て

所
者
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

む
つ
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い

な
ら
な
い
。

瘡
が
発
生
し
な
い
よ
う
適
切
な

備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
者
に
対
し
、
離
床
、
着
替
え

心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
日

防
止
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
わ

必
要
な
行
政
機
関
に
対
す
る
手

で
あ
る
場
合
は
、
当
該
入
所
者

い
。

図
る
と
と
も
に
、
入
所
者
と
そ

な
い
。

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環

に
適
切
に
応
じ
る
と
と
も
に
、

え
る
ほ
か
、
適
宜
、
入
所
者
の

員
を
介
護
に
従
事
さ
せ
な
け
れ

担
に
よ
る
当
該
指
定
介
護
老
人

な
い
。

心
身
の
状
況
及
び
嗜
好
を
考
慮

、
食
堂
で
食
事
を
行
う
こ
と
を

、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
排
せ

入
所
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
お

介
護
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の

、
整
容
等
の
介
護
を
適
切
に
行

場
合
は
、
そ
の
内
容
を
虚
偽

（
利
益
の
供
与
等
の
禁
止
）

運
営
規
程
の
概
要
、
従
業
者

資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要

（
個
人
情
報
の
利
用
に
関
す
る

第
三
十
三
条

指
定
介
護
老
人

る
情
報
を
提
供
す
る
際
に
は

ら
な
い
。

（
広
告
）

第
三
十
四
条

指
定
介
護
老
人

い
。

（
協
力
病
院
等
）

第
三
十
一
条

指
定
介
護
老
人

じ
め
、
協
力
病
院
を
定
め
て

２

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
掲
示
）

第
三
十
二
条

指
定
介
護
老
人

第
二
十
九
条

指
定
介
護
老
人

は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を
付

一

正
当
な
理
由
な
し
に
指

に
よ
り
、
要
介
護
状
態
の

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行

（
定
員
の
遵
守
）

第
三
十
条

指
定
介
護
老
人
福

ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
所
者
の
入
院
期
間
中
の
取

第
二
十
八
条

指
定
介
護
老
人

要
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て

れ
る
と
き
は
、
入
所
者
及
び

す
る
と
と
も
に
、
や
む
を
得

祉
施
設
に
円
滑
に
入
所
す
る

（
入
所
者
に
関
す
る
通
知
）

又
は
誇
大
な
も
の
と
し
て
は
な
ら

の
勤
務
の
体
制
、
協
力
病
院
、
利

事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

同
意
）

福
祉
施
設
は
、
居
宅
介
護
支
援
事

、
あ
ら
か
じ
め
書
面
に
よ
り
入
所

福
祉
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
老

福
祉
施
設
は
、
入
院
治
療
を
必
要

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
協
力
歯
科
医

福
祉
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
老

福
祉
施
設
は
、
入
所
者
が
次
の
各

し
て
そ
の
旨
を
市
町
村
に
通
知
し

定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
利

程
度
を
増
進
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ

為
に
よ
っ
て
保
険
給
付
を
受
け
、

祉
施
設
は
、
入
所
定
員
及
び
居
室

虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事

扱
い
）

福
祉
施
設
は
、
入
所
者
に
つ
い
て

、
入
院
後
お
お
む
ね
三
月
以
内
に

そ
の
家
族
の
希
望
等
を
勘
案
し
、

な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ

な
い
。

用
料
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択

い
。

業
者
等
に
対
し
て
、
入
所
者
に
関

者
の
同
意
を
得
て
お
か
な
け
れ
ば

人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
広
告
を
す

と
す
る
入
所
者
の
た
め
に
、
あ
ら

療
機
関
を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め

人
福
祉
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
こ

る
と
き
。

又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

の
定
員
を
超
え
て
入
所
さ
せ
て
は

情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

、
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
す
る

退
院
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
見
込

必
要
に
応
じ
て
適
切
な
便
宜
を
供

退
院
後
再
び
当
該
指
定
介
護
老
人

ば
な
ら
な
い
。 二

六

にすなる かな、 合となな 必ま与福



平成 年 月 日 金曜日

二三
（
設

第
三一

山 口 県

（
勤

第
三

２
入供一

報

第
三的

２
のす

（
会

第
三他

（号 外 ）

第
三介の

２
老を

（
地

て
一
体
的
に
設
け
る
こ
と
。

下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
室
の
床
面
積
は
、
十
・

夜
間
及
び
深
夜
に
つ
い
て
は
、

夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に
従
事
す

ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
、
常
勤
の
ユ

備
）

十
九
条

条
例
第
十
八
条
第
三
項

ユ
ニ
ッ
ト

イ

居
室
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

い
ず
れ
か
の
ユ
ニ
ッ
ト
に

第
三
章

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介

務
体
制
の
確
保
等
）

十
八
条

第
六
条
の
規
定
は
、
ユ

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条

居
者
が
安
心
し
て
日
常
生
活
を
送

に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
次
に
掲

昼
間
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト

る
こ
と
。

十
六
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
提

苦
情
に
関
し
て
、
市
町
等
が
派
遣

る
事
業
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な

計
の
区
分
）

十
七
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

の
事
業
の
会
計
と
区
分
し
な
け
れ

十
五
条

指
定
介
護
老
人
福
祉
施

護
被
保
険
者
に
当
該
指
定
介
護
老

財
産
上
の
利
益
を
供
与
し
て
は
な

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
居

人
福
祉
施
設
か
ら
の
退
所
者
を
紹

収
受
し
て
は
な
ら
な
い
。

域
と
の
連
携
等
）

た
だ
し
、
一
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
入

。六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
条

二
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
一
人
以
上

る
職
員
と
し
て
配
置
す
る
こ
と

ニ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を
配
置
す
る

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

属
す
る
も
の
と
し
、
当
該
ユ
ニ

護
老
人
福
祉
施
設

ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

第
一
項
の
従
業
者
の
勤
務
の
体

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
継
続

げ
る
職
員
配
置
を
行
わ
な
け
れ

ご
と
に
常
時
一
人
以
上
の
介
護

設
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て

行
う
等
地
域
と
の
交
流
を
図
ら

供
し
た
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

す
る
者
が
相
談
及
び
援
助
を
行

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

人
福
祉
施
設
を
紹
介
す
る
こ
と

ら
な
い
。

宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
そ
の

介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、

居
定
員
は
、
お
お
む
ね
十
人
以

例
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
を

。こ
と
。

る
。

ッ
ト
の
共
同
生
活
室
に
近
接
し

施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

制
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

性
を
重
視
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提

ば
な
ら
な
い
。

職
員
又
は
看
護
職
員
を
配
置
す

は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
ビ
ス
に
関
す
る
入
所
者
か
ら

う
事
業
そ
の
他
の
市
町
が
実
施

ー
ビ
ス
の
事
業
の
会
計
を
そ
の

又
は
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
要

の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他

従
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
介
護

金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益

４

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

と
し
、
入
居
者
の
要
介
護
状

に
把
握
し
な
が
ら
適
切
に
行

第
四
十
条

指
定
介
護
福
祉
施

ら
の
生
活
様
式
及
び
生
活
習

た
め
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

行
う
こ
と
に
よ
り
、
入
居
者

２

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

を
持
っ
て
生
活
を
営
む
こ
と

３

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
と
す
る
こ
と
。

二

廊
下
の
幅
は
、
一
・
八

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
廊

滑
な
往
来
に
支
障
が
生
じ

あ
っ
て
は
、
一
・
八
メ
ー

三

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護

び
第
六
号
の
規
定
を
準
用

（
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

同
で
日
常
生
活
を
営

一
室
の
床
面
積
は

定
員
を
乗
じ
て
得
た

必
要
な
設
備
及
び

ハ

洗
面
設
備
は
、
居
室

要
介
護
者
が
使
用
す
る

ニ

便
所
は
、
居
室
ご
と

ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ

の
場
合
に
あ
っ
て
は

い
て
、
ユ
ニ
ッ
ト
に

の
遮
断
の
確
保
を
前

の
隙
間
が
生
じ
て
い

ブ
ザ
ー
又
は
こ
れ

ロ

共
同
生
活
室
は
、
次

い
ず
れ
か
の
ユ
ニ

ビ
ス
の
提
供
は
、
入
居
者
の
自
立

態
の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止
に
資

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
入
居
者

慣
に
沿
っ
て
自
律
的
な
日
常
生
活

に
基
づ
き
、
入
居
者
の
日
常
生
活

の
日
常
生
活
を
支
援
す
る
も
の
と

ビ
ス
の
提
供
は
、
各
ユ
ニ
ッ
ト
に

が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
行
わ
れ

ビ
ス
の
提
供
は
、
入
居
者
の
プ
ラ

メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ
っ

下
の
一
部
の
幅
を
拡
張
す
る
こ
と

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
一

ト
ル
以
上
）
と
す
る
こ
と
が
で
き

老
人
福
祉
施
設
の
浴
室
及
び
医
務

す
る
。

ス
の
取
扱
方
針
）

む
た
め
の
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し

、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
共
同

面
積
以
上
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

備
品
を
備
え
る
こ
と
。

ご
と
に
設
け
る
か
、
又
は
共
同
生

の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

に
設
け
る
か
、
又
は
共
同
生
活
室

る
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
要

、
二
十
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以

属
さ
な
い
居
室
を
改
修
し
た
も
の

提
に
し
た
上
で
、
居
室
を
隔
て
る

て
も
差
し
支
え
な
い
。

に
代
わ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る

ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該

二
七

し
た
生
活
を
支
援
す
る
こ
と
を
基

す
る
よ
う
そ
の
心
身
の
状
況
等
を

が
そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
て
、

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

上
の
活
動
に
つ
い
て
必
要
な
援
助

し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

お
い
て
入
居
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
て
行

て
は
、
二
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上
）

に
よ
り
、
入
居
者
、
従
業
者
等
の

・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下

る
。

室
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
三
号

い
形
状
を
有
す
る
こ
と
。

生
活
室
が
属
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
入

活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
ほ
か

ご
と
に
適
当
数
設
け
る
ほ
か
、

介
護
者
が
使
用
す
る
の
に
適
し
た

上
）
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

に
つ
い
て
は
、
入
居
者
同
士
の
視

壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一

こ
と
。

ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
者
が
交
流
し
、

本常 自るを。割わ と円に及 居、ブも お線定共



平

（
社

第
四

成 年 月 日 金曜日

２
よ

３
事行

４
るれ

山 口

４
施るつ生

（
食

第
四嗜

県 報

も
２

そな
３

なけ会

（号 外 ）

５
当す

６
に

（
介

第
四日

会
生
活
上
の
便
宜
の
供
与
等
）

十
三
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

り
、
食
事
の
自
立
に
つ
い
て
必
要

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
入
居
者

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
時

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

よ
う
、
そ
の
意
思
を
尊
重
し
つ
つ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
（
第
一
項
及
び
第
二

設
に
お
け
る
介
護
に
つ
い
て
準
用

の
は
「
支
援
」
と
、
同
条
第
四
項

、
そ
の
お
む
つ
」
と
、
同
条
第
六

活
上
の
行
為
を
適
切
に
支
援
し
な

事
）

十
二
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護

好
を
考
慮
し
た
食
事
を
提
供
し
な

っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
そ

ら
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

の
提
供
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

た
っ
て
は
、
入
居
者
又
は
そ
の
家

い
よ
う
に
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

つ
い
て
自
ら
評
価
を
行
い
、
常
に

護
）

十
一
条

介
護
は
、
各
ユ
ニ
ッ
ト

常
生
活
を
営
む
こ
と
を
支
援
す

老
人
福
祉
施
設
は
、
入
居
者
の

施
設
は
、
入
居
者
の
心
身
の
状

な
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

施
設
は
、
入
居
者
の
生
活
習
慣

が
そ
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
て

間
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

施
設
は
、
入
居
者
が
相
互
に
社

、
入
居
者
が
共
同
生
活
室
で
食

項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
ユ

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

中
「
そ
の
お
む
つ
」
と
あ
る
の

項
中
「
介
護
を
適
切
に
行
わ
な

け
れ
ば
」
と
読
み
替
え
る
も
の

老
人
福
祉
施
設
は
、
栄
養
並
び

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。施
設
は
、
入
居
者
の
日
常
生
活

れ
ぞ
れ
の
役
割
を
持
っ
て
行
う

施
設
は
、
入
居
者
が
身
体
の
清

、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
入
居

を
得
な
い
場
合
は
、
清
し
き
を

。 施
設
の
従
業
者
は
、
指
定
介
護

族
に
対
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

な
ら
な
い
。

施
設
は
、
そ
の
提
供
す
る
指
定

そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な

に
お
い
て
入
居
者
が
相
互
に
社

る
よ
う
、
入
居
者
の
心
身
の
状
況嗜

好
に
応
じ
た
趣
味
、
教
養
又

況
に
応
じ
て
、
適
切
な
方
法
に

な
い
。

を
尊
重
し
た
適
切
な
時
間
に
食

で
き
る
限
り
自
立
し
て
食
事
を

い
。

会
的
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き

事
を
行
う
こ
と
を
支
援
し
な
け

ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

同
条
第
三
項
中
「
援
助
」
と
あ

は
「
排
せ
つ
の
自
立
を
図
り
つ

け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
日
常

と
す
る
。

に
入
居
者
の
心
身
の
状
況
及
び

に
お
け
る
家
事
を
、
入
居
者
が

よ
う
適
切
に
支
援
し
な
け
れ
ば

潔
を
維
持
し
、
精
神
的
に
快
適

者
に
入
浴
の
機
会
を
提
供
し
な

行
う
こ
と
を
も
っ
て
入
浴
の
機

福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

方
法
等
に
つ
い
て
、
理
解
し
や

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
質

ら
な
い
。

会
的
関
係
を
築
き
、
自
律
的
な

等
に
応
じ
、
適
切
な
技
術
を

堂
及
び
機
能
訓
練
室
の
合
計

３

一
般
病
床
、
精
神
病
床
（

（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の

２

平
成
十
二
年
四
月
一
日
前

法
律
第
百
二
十
四
号
。
以
下

祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律

を
い
う
。
）
の
建
物
（
同
日

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に

七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

は
、
「
収
納
設
備
等
を
除
き

と
、
第
九
条
第
二
項
第
二
号

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
」

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

「
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準

「
条
例
第
十
九
条
に
お
い
て

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

（
準
用
）

第
四
十
五
条

前
章
（
第
六
条

条
及
び
第
三
十
条
を
除
く
。

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
「
条
例
第
十
九
条
に
お
い

「
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準

「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条

所
定
員
」
と
あ
る
の
は
「
入

は
娯
楽
に
係
る
活
動
の
機
会

支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

第
二
十
六
条
（
第
一
項
を

て
準
用
す
る
。

（
定
員
の
遵
守
）

第
四
十
四
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
指

定
員
を
超
え
て
入
居
さ
せ
て

が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

し
た
面
積
に
係
る
部
分
に
限
る
。

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

設
備
に
関
す
る
経
過
措
置
）

に
存
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

「
施
行
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
五

以
後
に
増
築
さ
れ
、
又
は
改
築
さ

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
用
に

て
は
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
十
・

、
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と

か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
条

と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
八
条

八
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
六
号

用
す
る
第
二
十
九
条
」
と
、
第
十

準
用
す
る
条
例
」
と
読
み
替
え
る

四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

、
第
七
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二

）
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
七
項
並

て
準
用
す
る
条
例
」
と
、
第
五
条

用
す
る
第
二
十
二
条
」
と
、
同
条

例
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

居
定
員
並
び
に
ユ
ニ
ッ
ト
の
数
及

を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
入
居
者

。除
く
。
）
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
は
、
ユ
ニ

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、

で
な
い
。

）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八

（
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人

に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

れ
た
部
分
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て

供
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の

六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る

し
、
当
分
の
間
、
同
条
第
七
号
（

例
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第
十
九

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十

中
「
第
二
十
九
条
」
と
あ
る
の

条
第
一
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の

も
の
と
す
る
。

十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十

介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準

び
に
第
三
条
中
「
条
例
」
と
あ
る

中
「
第
二
十
二
条
」
と
あ
る
の

第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定

条
例
」
と
、
第
八
条
第
三
号
中
「

び
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
の
入
居
定
員

が
自
律
的
に
行
う
こ
れ
ら
の
活
動

型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ

ッ
ト
ご
と
の
入
居
定
員
及
び
居
室

虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事

二
八

十 年福ム、第の食 条五はは 六用のは中入」 をいの情



平成

のて法

年 月 日 金曜日

療に者う廊二
（
指

６

山 口 県

要しびる能
５

療を

報

る転必積ら
４

十と

（号 外 ）

三護の床養人そ
第
十
九
条
第
一
項
（
第
四
十
五
条

は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
同
条

律
第
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第

養
病
床
又
は
当
該
診
療
所
の
一

、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設

、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入

。
）
し
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施

下
の
幅
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第

メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ
っ

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
利
用
料

入
所
者
が
施
行
法
第
十
三
条
第
三

支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又

、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
開

機
能
訓
練
室
に
つ
い
て
は
、
第
七

ほ
か
、
食
堂
に
あ
っ
て
は
一
平
方

訓
練
室
に
あ
っ
て
は
四
十
平
方
メ

一
般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は

養
病
床
又
は
一
般
病
床
若
し
く
は

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

こ
と
を
い
う
。
）
し
、
指
定
介
護

換
に
係
る
食
堂
及
び
機
能
訓
練
室

要
な
備
品
を
備
え
る
ほ
か
、
食
堂

以
上
を
有
し
、
機
能
訓
練
室
に
あ

な
い
。

一
般
病
床
又
は
療
養
病
床
を
有
す

一
日
ま
で
の
間
に
転
換
（
当
該
診

も
に
、
当
該
診
療
所
の
施
設
を
介

号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
療

を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と

ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条

の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
介

三
項
」
と
す
る
。

般
病
床
若
し
く
は
療
養
病
床
の
病

を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費

所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施

設
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合

八
号
及
び
第
三
十
九
条
第
二
号

て
は
、
一
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上

等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

項
に
規
定
す
る
要
介
護
旧
措
置

は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用

設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

条
第
七
号
前
段
の
規
定
に
か
か

メ
ー
ト
ル
に
入
所
定
員
を
乗
じ

ー
ト
ル
以
上
の
面
積
を
有
す
る

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
一

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の

の
間
に
転
換
（
当
該
病
院
の
一

老
人
福
祉
施
設
を
開
設
し
よ
う

に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
七
号

に
あ
っ
て
は
一
平
方
メ
ー
ト
ル

っ
て
は
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以

る
診
療
所
の
一
般
病
床
又
は
療

療
所
の
一
般
病
床
又
は
療
養
病

護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

第
四
百
十
二
号
）
第
四
条
第
二

養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
一
般

で
の
間
に
転
換
（
当
該
病
院
の

と
も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を

の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ

の
他
の
者
を
入
所
又
は
入
居
さ

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年

床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も

老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護

設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い

に
お
い
て
、
当
該
転
換
に
係
る

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
・

）
と
す
る
。

入
所
者
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て

に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）

て
、
当
該
転
換
に
係
る
食
堂
及

わ
ら
ず
、
必
要
な
備
品
を
備
え

て
得
た
面
積
以
上
を
有
し
、
機

こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は

一
般
病
床
若
し
く
は
療
養
病
床

般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

に
入
所
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面

上
の
面
積
を
有
し
な
け
れ
ば
な

養
病
床
を
平
成
三
十
年
三
月
三

床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と

ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護
者
、

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介

項
に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も

病
床
、
精
神
病
床
又
は
療
養
病

一
般
病
床
、
精
神
病
床
又
は
療

介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老

ー
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す

八

非
常
災
害
対
策

九

そ
の
他
施
設
の
運
営
に

第
二
章
（
第
六
条
か
ら
第

二

従
業
者
の
職
種
、
員
数

三

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
の
入
居

四

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
の
ユ
ニ

五

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
の
入
居

他
の
費
用
の
額

六

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の

利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の

七

施
設
の
利
用
に
当
た
っ

９

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介

も
の
を
除
き
、
ユ
ニ
ッ
ト
部

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九

条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十

に
よ
る
。

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介

項
に
関
す
る
運
営
規
程
を
定

一

施
設
の
目
的
及
び
運
営

号
中
「
同
条
第
二
項
第
二
号

「
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項

三
第
四
項
」
と
、
「
同
条
第

行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
二

（
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護

８

条
例
附
則
第
六
項
の
規
定

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護

設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

７

入
所
者
が
施
行
法
第
十
三

い
て
の
第
十
九
条
第
三
項
（

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同

（
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の

「
施
行
法
」
と
い
う
。
）
第

五
十
一
条
の
三
第
四
項
」
と

の
は
「
施
行
法
第
十
三
条
第

関
す
る
重
要
事
項

八
条
ま
で
、
第
十
九
条
、
第
二
十

及
び
職
務
の
内
容

定
員
及
び
そ
れ
以
外
の
部
分
の
入

ッ
ト
の
数
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
の

者
に
対
す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設

部
分
の
入
所
者
に
対
す
る
指
定
介

額て
の
留
意
事
項

護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
は
、

分
に
あ
っ
て
は
第
三
十
八
条
か
ら

条
に
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
あ
っ

三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六

護
老
人
福
祉
施
設
は
、
次
に
掲
げ

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
針

に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準
費
用

第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
特

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費

号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
特
定
負

老
人
福
祉
施
設
に
関
す
る
経
過
措

に
よ
り
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第

老
人
福
祉
施
設
（
以
下
「
一
部
ユ

は
、
次
項
か
ら
附
則
第
十
一
項
ま

条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
要
介

第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

項
第
一
号
中
「
同
条
第
二
項
第
一

は
「
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成

十
三
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す

、
「
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の

二
九

一
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十

所
定
員

入
居
定
員

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
利
用
料
そ

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及

次
項
及
び
附
則
第
十
一
項
に
定
め

第
四
十
四
条
ま
で
及
び
第
四
十
五

て
は
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十

条
及
び
第
三
十
条
に
定
め
る
と
こ

る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要

額
（
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の

定
基
準
費
用
額
（
法
第
五
十
一
条

の
負
担
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「

担
限
度
額
」
と
す
る
。

置
）

九
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け

ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

で
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

護
旧
措
置
入
所
者
で
あ
る
場
合
に

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用

号
に
規
定
す
る
食
費
の
基
準
費
用

九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
。
以

る
食
費
の
特
定
基
準
費
用
額
（
法

す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
」
と
あ

特
定
負
担
限
度
額
」
と
、
同
項
第

四 のび る条九ろ事 はの施る施 つに額下第る二
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附
（
趣

第
一をに

（
従

第
二

山 口

山目
次第第第

県 報

る介
則
を

（号 外 ）

条施二第例は条

薬
剤
師

当
該
介
護
老
人
保
健

則
第
一
章

総
則

旨
）

条

こ
の
規
則
は
、
介
護
老
人
保

定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山

つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

第
二
章

介
護
老
人
保
健
施
設

業
者
）

条

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
則

口
県
規
則
第
七
十
二
号

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、

行
規
則

一
章

総
則
（
第
一
条
）

二
章

介
護
老
人
保
健
施
設
（
第

三
章

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保

「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
附
則

。護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日

、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
条
を

設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
附
則

条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
一

七
号
ま
で
及
び
第
九
条
第
二
項
第

附
則
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

「
附
則
第
十
一
項
に
お
い
て
準

」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
一

施
設
の
実
情
に
応
じ
た
適
当
数

健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設

口
県
条
例
第
三
十
八
号
。
以
下

の
と
す
る
。

で
定
め
る
員
数
は
、
次
の
と
お

施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に

二
条

第
三
十
八
条
）

健
施
設
（
第
三
十
九
条

第
四

第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条

及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す

山
口
県
知

除
く
。
）
の
規
定
は
、
一
部
ユ

合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項

第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定

条
例
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「

用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
」
と
、

項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九備

並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準

「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行

り
と
す
る
。

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施

十
六
条
）

例
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規

事

山

本

繁
太
郎

ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉

及
び
第
七
項
並
び
に
第
三
条
中

例
」
と
、
第
五
条
中
「
第
二
十

二
条
」
と
、
同
条
第
五
号
か
ら

中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条

第
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の

同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
九

条
」
と
、
第
十
条
第
一
項
中

域
密
着
型
特
定
施
設
を
い

該
指
定
地
域
密
着
型
特
定

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

４

条
例
第
三
条
第
五
項
の
規

老
人
保
健
施
設
を
併
設
す
る

（
管
理
者
の
兼
務
）

第
三
条

条
例
第
四
条
の
規
則

一

当
該
介
護
老
人
保
健
施

二

当
該
介
護
老
人
保
健
施

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に

七

調
理
員
、
事
務
員
そ
の

２

前
項
第
三
号
及
び
第
六
号

設
の
支
援
相
談
員
又
は
介
護

健
施
設
の
実
情
に
応
じ
た
適

３

介
護
支
援
専
門
員
は
、
専

し
、
入
所
者
の
処
遇
に
支
障

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

体
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
に

の
七
分
の
五
程
度
を
そ
れ

三

支
援
相
談
員

一
人
以

談
員
一
人
に
加
え
、
常
勤

四

理
学
療
法
士
、
作
業
療

し
て
得
た
数
以
上

五

栄
養
士

入
所
定
員
が

六

介
護
支
援
専
門
員

一

一
人
を
標
準
と
す
る
。
）

二

看
護
師
若
し
く
は
准
看

方
法
（
介
護
老
人
保
健
施

て
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務

従
業
者
の
員
数
を
常
勤
の

者
の
数
（
前
年
度
の
入
所

新
た
に
受
け
る
場
合
は
、

た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と

の
総
数
の
七
分
の
二
程
度

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
よ

施
設
以
外
の
介
護
老
人
保
健
施
設

き
る
。

則
で
定
め
る
従
業
者
は
、
介
護
老

場
合
の
介
護
職
員
と
す
る
。

で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り

設
の
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護

設
の
サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
定
施
設
（

該
当
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設

他
の
従
業
者

当
該
介
護
老
人
保

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
機

支
援
専
門
員
の
員
数
は
、
当
該
医

当
数
と
す
る
。

ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の

が
な
い
場
合
は
、
当
該
介
護
老
人

介
護
支
援
専
門
員
が
本
体
施
設
に

支
障
が
な
い
場
合
は
、
サ
テ
ラ
イ

ぞ
れ
標
準
と
す
る
。
）

上
（
入
所
者
の
数
が
百
を
超
え
る

換
算
方
法
で
、
百
を
超
え
る
部
分

法
士
又
は
言
語
聴
覚
士

常
勤
換

百
以
上
の
介
護
老
人
保
健
施
設
に

人
以
上
（
入
所
者
の
数
が
百
又
は

護
師
（
以
下
「
看
護
職
員
」
と
い

設
の
従
業
者
の
勤
務
延
べ
時
間
数

す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る
こ
と
に

従
業
者
の
員
数
に
換
算
す
る
方
法

者
の
数
の
平
均
値
と
す
る
。
た
だ

推
定
数
に
よ
る
。
以
下
こ
の
条
に

に
一
以
上
（
看
護
職
員
の
員
数
に

を
、
介
護
職
員
の
員
数
に
あ
っ
て

う
と
す
る
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る

又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
で
あ

人
保
健
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
介

と
す
る
。

老
人
保
健
施
設

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
（
指

入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う

健
施
設
の
実
情
に
応
じ
た
適
当
数

関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健

療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

保
健
施
設
の
他
の
職
務
に
従
事
す

従
事
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該

ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設

場
合
に
あ
っ
て
は
、
常
勤
の
支
援

を
百
で
除
し
て
得
た
数
以
上
）

算
方
法
で
、
入
所
者
の
数
を
百
で

あ
っ
て
は
、
一
人
以
上

百
に
満
た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と

う
。
）
又
は
介
護
職
員

常
勤
換

を
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お

よ
り
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
入

し
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
許
可

お
い
て
同
じ
。
）
が
三
又
は
三
に

あ
っ
て
は
看
護
職
員
及
び
介
護
職

は
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
の
総

三
〇

当っ 護定地 施保だる本の 相除に 算いの所を満員数
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山 口 県

必
（
計

第
五護行一

報

（
管

第
四管

２

（号 外 ）

三

条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定

て
の
記
録
を
行
う
こ
と
。

務
体
制
の
確
保
等
）

ス
等
を
い
う
。
）
の
利
用
状
況
等

入
所
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

を
行
う
こ
と
。

入
所
者
の
退
所
に
際
し
、
居
宅

支
援
事
業
者
に
対
し
て
情
報
を
提

ス
を
提
供
す
る
者
と
密
接
に
連
携

条
例
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定

要
な
指
揮
命
令
を
行
う
も
の
と
す

画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
の
責
務

条

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
関
す

支
援
専
門
員
」
と
い
う
。
）
は
、

う
も
の
と
す
る
。

入
所
申
込
者
の
入
所
に
際
し
、

者
の
心
身
の
状
況
、
生
活
歴
、
病

第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と

福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設

介
護
老
人
福
祉
施
設
に
対
す
る

設
」
と
い
う
。
）
と
の
密
接
な
連

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

理
者
の
責
務
）

条

介
護
老
人
保
健
施
設
の
管
理

理
を
一
元
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

介
護
老
人
保
健
施
設
の
管
理
者
は

て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施

て
「
本
体
施
設
」
と
い
う
。
）
と

運
営
さ
れ
る
指
定
地
域
密
着
型
特

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
サ

設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

護
の
事
業
を
行
う
地
域
密
着
型
介

す
る
者
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
当
該

に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故

を
把
握
す
る
こ
と
。

置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
照
ら

か
ど
う
か
に
つ
い
て
定
期
的
に

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
の
援

供
す
る
ほ
か
、
そ
の
他
保
健
医

す
る
こ
と
。

に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

る
。

）る
業
務
を
担
当
す
る
介
護
支
援

第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
業
務

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す

歴
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（

い
う
。
）
第
八
条
第
二
十
三
項

又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
で

支
援
機
能
を
有
す
る
も
の
（
以
下

携
を
確
保
し
つ
つ
、
本
体
施
設

施
設
を
い
う
。
）

者
は
、
従
業
者
の
管
理
、
業
務

ら
な
い
。

、
従
業
者
に
条
例
及
び
こ
の
規

設
に
対
す
る
支
援
機
能
を
有
す

の
密
接
な
連
携
を
確
保
し
つ
つ

定
施
設
を
い
う
。
）

テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
（
指
定

に
該
当
す
る
地
域
密
着
型
介
護

護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
以

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い

し
、
入
所
者
が
居
宅
に
お
い
て

検
討
し
、
そ
の
内
容
等
の
記
録

助
に
資
す
る
た
め
、
居
宅
介
護

療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ

を
行
う
こ
と
。

専
門
員
（
以
下
「
計
画
担
当
介

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を

る
照
会
等
に
よ
り
、
入
所
申
込

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

あ
っ
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型

こ
の
号
に
お
い
て
「
本
体
施

と
は
別
の
場
所
で
運
営
さ
れ
る

の
実
施
状
況
の
把
握
そ
の
他
の

則
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め

る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

、
本
体
施
設
と
は
別
の
場
所
で

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

下
同
じ
。
）
を
設
置
し
よ
う
と

祉
施
設
以
外
の
指
定
介
護
老
人

ハ

火
災
時
に
お
け
る
避

連
携
体
制
を
整
備
す
る

２

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規

二

療
養
室
等
を
二
階
又
は

い
る
こ
と
。

イ

当
該
介
護
老
人
保
健

あ
っ
て
は
、
市
町
長
）

内
防
災
計
画
に
入
所
者

こ
と
。

ロ

条
例
第
七
条
第
四
項

従
い
、
昼
間
及
び
夜
間

五

洗
面
所
は
、
療
養
室
の

六

便
所
は
、
療
養
室
の
あ

夜
灯
を
設
け
る
と
と
も
に

（
設
備
）

第
八
条

条
例
第
六
条
第
一
項

二
階
建
て
又
は
平
屋
建
て
の

一

療
養
室
そ
の
他
の
入
所

う
。
）
を
二
階
及
び
地
階

（
施
設
）

第
七
条

条
例
第
五
条
第
二
項

一

談
話
室
は
、
入
所
者
同

二

食
堂
の
床
面
積
は
、
二

三

浴
室
は
、
身
体
の
不
自

入
浴
に
介
助
を
必
要
と
す

四

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・

し
、
必
要
な
設
備
を
備
え

第
六
条

介
護
老
人
保
健
施
設

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
従
業

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

３

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

難
、
消
火
等
の
協
力
を
得
る
こ
と

こ
と
。

則
で
定
め
る
建
物
は
、
次
の
各
号

地
階
に
設
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ

施
設
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
消
防

又
は
消
防
署
長
と
相
談
の
上
、
条

の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保

の
訓
練
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一

に
お
い
て
行
う
こ
と
。

あ
る
階
ご
と
に
設
け
る
こ
と
。

る
階
ご
と
に
設
け
る
ほ
か
、
ブ
ザ

、
身
体
の
不
自
由
な
者
が
使
用
す

の
規
則
で
定
め
る
建
物
は
、
次
の

建
物
と
す
る
。

者
の
療
養
生
活
に
充
て
ら
れ
る

の
い
ず
れ
に
も
設
け
て
い
な
い
こ

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

士
や
入
所
者
と
そ
の
家
族
が
談
話

平
方
メ
ー
ト
ル
に
入
所
定
員
を
乗

由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た

る
者
の
入
浴
に
適
し
た
特
別
の
浴

ル
ー
ム
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

る
こ
と
。

は
、
入
所
者
に
対
し
、
適
切
な
介

者
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か

当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
従
業

な
い
。
た
だ
し
、
入
所
者
の
処
遇

い
。

従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向

。

三
一

が
で
き
る
よ
う
、
地
域
住
民
等
と

の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し

長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町

例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施

す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め

項
に
規
定
す
る
施
設
内
防
災
計
画

ー
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
設
備
及
び

る
の
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と

各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た

施
設
（
以
下
「
療
養
室
等
」
と

と
。

。を
楽
し
め
る
広
さ
を
有
す
る
こ
と

じ
て
得
た
面
積
以
上
と
す
る
こ
と

も
の
と
し
、
一
般
の
浴
槽
の
ほ
か

槽
を
設
け
る
こ
と
。

を
行
う
た
め
に
十
分
な
広
さ
を

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
よ
っ
て
介
護
保
健
施
設
サ
ー

に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務

上
の
た
め
に
必
要
な
研
修
の
機
会

の造 てに設るに 常。すい 。。、有 るビにを
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条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
従

程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

従
業
者
の
職
種
、
員
数
及
び
職

入
所
定
員

入
所
者
に
対
す
る
介
護
保
健
施

施
設
の
利
用
に
当
た
っ
て
の
留

非
常
災
害
対
策

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る

階
段
に
は
、
手
す
り
を
設
け
る

廊
下
の
幅
は
、
一
・
八
メ
ー
ト

し
、
手
す
り
及
び
常
夜
灯
を
設
け

入
所
者
に
対
す
る
介
護
保
健
施

え
る
こ
と
。

消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害

営
規
程
）

条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
次

人
員
を
増
員
す
る
こ
と
等
に
よ
り

条
例
第
六
条
第
三
項
の
基
準
は
、

療
養
室
等
が
二
階
以
上
の
階
に

ぞ
れ
一
以
上
設
け
る
こ
と
。

療
養
室
等
が
三
階
以
上
の
階
に

設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
の

百
三
十
八
号
）
第
百
二
十
三
条
第

そ
の
直
通
階
段
の
数
を
避
難
階
段

つ
平
屋
建
て
の
建
物
と
す
る
。

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置

等
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ

び
延
焼
の
抑
制
に
配
慮
し
た
構
造

非
常
警
報
設
備
の
設
置
等
に
よ

円
滑
な
消
火
活
動
が
可
能
な
も
の

避
難
口
の
増
設
、
搬
送
を
容
易

り
、
円
滑
な
避
難
が
可
能
な
構
造

業
者
、
施
設
、
設
備
及
び
会
計

な
い
。

務
の
内
容

設
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
利
用

意
事
項

重
要
事
項

こ
と
。

ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ
っ
て
は

る
こ
と
。

設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
適
切
に

に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設
け

に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い

、
火
災
の
際
の
円
滑
な
避
難
が

次
の
と
お
り
と
す
る
。

あ
る
場
合
は
、
屋
内
の
直
通
階

あ
る
場
合
は
、
避
難
に
支
障
が

直
通
階
段
を
建
築
基
準
法
施
行

一
項
に
規
定
す
る
避
難
階
段
と

の
数
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き

、
天
井
等
の
内
装
材
等
へ
の
難

る
箇
所
に
お
け
る
防
火
区
画
の

で
あ
る
こ
と
。

る
火
災
の
早
期
発
見
及
び
通
報

で
あ
る
こ
と
。

に
行
う
た
め
に
十
分
な
幅
員
を

で
あ
り
、
か
つ
、
避
難
訓
練
を

に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て

料
そ
の
他
の
費
用
の
額

、
二
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上
）
と

行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
備

る
こ
と
。

て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
運
営

可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

段
及
び
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
そ
れ

な
い
よ
う
避
難
階
段
を
二
以
上

令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三

し
て
の
構
造
と
す
る
場
合
は
、

る
。

燃
性
の
材
料
の
使
用
、
調
理
室

設
置
等
に
よ
り
、
初
期
消
火
及

の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、

有
す
る
避
難
路
の
確
保
等
に
よ

頻
繁
に
実
施
す
る
こ
と
、
配
置

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

電
子
計
算
機
に
備
え
ら

ロ

介
護
老
人
保
健
施
設

重
要
事
項
を
電
気
通
信

所
申
込
者
又
は
そ
の
家

事
項
を
記
録
す
る
方
法

護
老
人
保
健
施
設
の
使

る
方
法
）

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー

て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ

電
子
情
報
処
理
組
織
（
介
護

の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用

に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
電

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を

イ

介
護
老
人
保
健
施
設

係
る
電
子
計
算
機
と
を

て
の
記
録

五

第
十
八
条
第
三
項
の
規

に
つ
い
て
の
検
討
の
内
容

六

第
十
九
条
第
二
項
の
規

七

第
三
十
一
条
の
規
定
に

（
重
要
事
項
の
電
磁
的
方
法
に

第
十
一
条

介
護
老
人
保
健
施

い
て
は
、
入
所
申
込
者
又
は

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の

一

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

二

条
例
第
十
二
条
第
二
項

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊

三

条
例
第
十
四
条
第
二
項

四

条
例
第
十
五
条
第
三
項

こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製

法 れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

回
線
を
通
じ
て
入
所
申
込
者
又
は

族
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

（
第
三
項
の
承
諾
又
は
第
四
項
の

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら

き
重
要
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お

老
人
保
健
施
設
の
使
用
に
係
る
電

計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
の
イ
又

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
入

接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

定
に
よ
る
居
宅
に
お
い
て
日
常
生

等
の
記
録

定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ

よ
る
通
知
に
係
る
記
録

よ
る
提
供
）

設
は
、
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ

そ
の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た

入
所
者
に
対
す
る
介
護
保
健
施
設

完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な

の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の

急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の

の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び

す
る
フ
ァ
イ
ル
に
重
要
事
項
を
記

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

そ
の
家
族
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
重

申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録

に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

い
て
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）

子
計
算
機
と
、
入
所
申
込
者
又
は

続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用

て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係

活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

る
書
面
の
交
付
等
を
す
る
場
合
に

と
き
に
限
り
、
書
面
の
交
付
に
代

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
次
に

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所

記
録

事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ

三
二

録 た入要介す項 をそい次にる かおえ 掲者い



平成

２
康険

年 月 日 金曜日

四
（
苦

第
十限を報

山 口 県

２
る一二三

報

４
電所いで

（
衛

第
十な

（号 外 ）

２
こ

３
か類一二

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
者

保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

団
体
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

わ
れ
る
際
の
対
処
等
に
関
す
る

沿
っ
た
対
応
を
行
う
こ
と
。

情
の
処
理
）

三
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

り
協
力
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村

踏
ま
え
、
必
要
な
改
善
を
行
う
よ

告
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
感
染
症

た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

む
ね
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る

者
に
対
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に

め
の
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と

前
項
の
承
諾
を
得
た
介
護
老
人
保

磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に

申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し

。
た
だ
し
、
当
該
入
所
申
込
者
又

な
い
。

生
管
理
等
）

二
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

い
。

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
入

と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
電
磁
的

じ
め
、
当
該
入
所
申
込
者
又
は
そ

及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

か
ら
の
苦
情
に
関
し
て
国
民
健

百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第

。
）
が
行
う
法
第
百
七
十
六
条

、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
感

手
順
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

入
所
者
か
ら
の
苦
情
に
関
し
て

か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た

う
、
及
び
市
町
村
か
ら
の
求
め

。 又
は
食
中
毒
の
発
生
を
予
防
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対

と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

と
。

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指

対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の

。 健
施
設
は
、
当
該
入
所
申
込
者

よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申

、
重
要
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方

は
そ
の
家
族
が
再
び
同
項
の
承

医
薬
品
及
び
医
療
機
器
の
管
理

所
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
が
フ

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

方
法
に
よ
り
重
要
事
項
を
提
供

の
家
族
に
対
し
、
そ
の
用
い
る

磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な

う
ち
介
護
老
人
保
健
施
設
が
使

康
保
険
団
体
連
合
会
（
国
民
健

五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保

第
一
項
第
三
号
の
調
査
に
で
き

染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
が
疑

告
示
第
二
百
六
十
八
号
）
に

市
町
村
が
行
う
調
査
に
で
き
る

場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言

に
応
じ
て
そ
の
改
善
の
内
容
を

、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す

策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お

て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

又
は
そ
の
家
族
か
ら
書
面
又
は

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
入

法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な

諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る

ら
な
い
。

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
種

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
す
る
も
の

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

要
介
護
認
定
の
有
効
期
間
の

ば
な
ら
な
い
。

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

会
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る

ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
努
め

（
要
介
護
認
定
の
申
請
に
係
る

第
十
七
条

介
護
老
人
保
健
施

い
て
は
、
要
介
護
認
定
の
申

な
い
場
合
は
、
入
所
申
込
者

助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難
時
の
対

第
十
五
条

介
護
老
人
保
健
施

提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

切
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ

（
受
給
資
格
等
の
確
認
）

第
十
六
条

介
護
老
人
保
健
施

の
者
の
提
示
す
る
被
保
険
者

期
間
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な

発
生
の
防
止
の
た
め
の
指

二

事
故
が
発
生
し
た
場
合

が
報
告
さ
れ
、
そ
の
分
析

す
る
こ
と
。

三

事
故
の
発
生
の
防
止
の

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

き
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は

ら
な
い
。

る
限
り
協
力
す
る
と
と
も
に

場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助

連
合
会
か
ら
の
求
め
に
応
じ

（
事
故
の
防
止
等
）

第
十
四
条

介
護
老
人
保
健
施

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

一

事
故
が
発
生
し
た
場
合

要
介
護
認
定
の
更
新
の
申
請
が
遅

満
了
日
の
三
十
日
前
に
は
行
わ
れ

前
項
の
被
保
険
者
証
に
法
第
七
十

と
き
は
、
当
該
認
定
審
査
会
意
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

援
助
）

設
は
、
入
所
の
際
に
要
介
護
認
定

請
が
既
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う

の
意
思
を
踏
ま
え
て
速
や
か
に
当

い
。

応
）

設
は
、
入
所
申
込
者
の
病
状
等
を

る
と
認
め
た
場
合
は
、
適
切
な
病

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

証
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
資
格
並

ら
な
い
。

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

又
は
そ
れ
に
至
る
危
険
性
が
あ
る

を
通
じ
た
改
善
策
に
つ
い
て
、
従

た
め
の
委
員
会
及
び
従
業
者
に
対

入
所
者
に
対
す
る
介
護
保
健
施
設

、
そ
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、

、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か

言
を
踏
ま
え
、
必
要
な
改
善
を
行

て
そ
の
改
善
の
内
容
を
報
告
す
る

設
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再

な
い
。

の
対
応
、
次
号
の
規
定
に
よ
る
報

三
三

く
と
も
当
該
入
所
者
が
受
け
て
い

る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け

三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
審

に
配
慮
し
て
、
介
護
保
健
施
設
サ

を
受
け
て
い
な
い
入
所
申
込
者
に

か
を
確
認
し
、
申
請
が
行
わ
れ
て

該
申
請
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な

勘
案
し
、
自
ら
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

院
又
は
診
療
所
の
紹
介
そ
の
他
の

の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、

び
に
要
介
護
認
定
の
有
無
及
び
有

事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
事

業
者
に
周
知
徹
底
す
る
体
制
を
整

す
る
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す

速
や
か
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば

ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受
け

う
よ
う
、
及
び
国
民
健
康
保
険
団

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

告
の
方
法
等
が
記
載
さ
れ
た
事
故

るれ 査ーつい援 を適そ効 実備。べな た体るの



平

該い

成 年 月 日 金曜日

（
利

第
二よ当るの健の

山 口

そば
（
サ

第
十保載

２
サ

県 報

３
し討

４
支

５
な援

（号 外 ）

（
入

第
十たし入

２
照状

現
に
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に

う
。
）
か
ら
当
該
介
護
老
人
保
健

用
料
等
の
受
領
）

十
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

り
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
入
所

該
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

支
給
の
対
象
と
な
る
費
用
に
係
る

施
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
同
条
第

額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
介
護
保

の
他
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福

な
ら
な
い
。

ー
ビ
ス
の
提
供
の
記
録
）

九
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

険
施
設
の
種
類
及
び
名
称
を
、
退

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
介
護
保

ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
記
録
し
な
け

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
者

、
入
所
者
が
居
宅
に
お
い
て
日
常

し
、
そ
の
内
容
等
を
記
録
し
な
け

前
項
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
医

援
専
門
員
等
の
従
業
者
の
間
で
協

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
者

指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
居
宅
サ

事
業
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
に

退
所
）

八
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

数
を
超
え
て
い
る
場
合
は
、
医
学

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受

所
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
申

会
等
に
よ
り
、
入
所
申
込
者
の
心

況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な

要
し
た
費
用
の
額
。
以
下
「
施

施
設
に
支
払
わ
れ
る
施
設
介
護

法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
（
法

者
に
代
わ
り
当
該
介
護
老
人
保

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い

し
た
と
き
は
、
入
所
者
か
ら
利

対
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と

入
所
に
際
し
て
は
入
所
の
年
月

所
に
際
し
て
は
退
所
の
年
月
日

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た

れ
ば
な
ら
な
い
。

の
心
身
の
状
況
、
病
状
、
そ
の

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
か

れ
ば
な
ら
な
い
。

師
、
薬
剤
師
、
看
護
職
員
、
介

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
退
所
に
際
し
て
は
、
入
所
者

ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
の
援
助

努
め
る
ほ
か
、
退
所
後
の
主
治

入
所
申
込
者
の
数
が
入
所
定
員

的
管
理
の
下
に
お
け
る
介
護
及

け
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら

ら
な
い
。

込
者
の
入
所
に
際
し
て
は
、
居

身
の
状
況
、
生
活
歴
、
病
歴
、

ら
な
い
。

設
サ
ー
ビ
ス
費
用
基
準
額
」
と

サ
ー
ビ
ス
費
の
額
を
控
除
し
て

第
四
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に

健
施
設
に
支
払
わ
れ
る
場
合
の

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す

用
料
（
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
一
部
と
し
て
、
当
該
介
護
保

る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用

用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当

の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ

日
並
び
に
入
所
し
て
い
る
介
護

を
当
該
者
の
被
保
険
者
証
に
記

と
き
は
、
提
供
し
た
具
体
的
な

置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
照
ら

ど
う
か
に
つ
い
て
定
期
的
に
検

護
職
員
、
支
援
相
談
員
、
介
護

又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
適
切

に
資
す
る
た
め
、
居
宅
介
護
支

の
医
師
に
対
す
る
情
報
の
提
供

か
ら
入
所
者
の
数
を
差
し
引
い

び
機
能
訓
練
の
必
要
性
を
勘
案

れ
る
入
所
申
込
者
を
優
先
的
に

宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用

と
す
る
。

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
証
明
書
の
交

の
入
所
者
に
負
担
さ
せ
る

４

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
等

よ
る
も
の
と
す
る
。

５

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
入
所
者

た
書
面
を
交
付
し
て
説
明
を

て
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四

三

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第

し
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と

四

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

づ
き
入
所
者
が
選
定
す
る

五

理
美
容
代

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の

す
る
費
用
の
う
ち
、
日
常

費
用
額
（
同
条
第
四
項
の

介
護
老
人
保
健
施
設
に
支

度
額
）
を
限
度
と
す
る
。

二

居
住
に
要
す
る
費
用
（

ス
費
が
入
所
者
に
支
給
さ

額
（
同
条
第
四
項
の
規
定

老
人
保
健
施
設
に
支
払
わ

額
）
を
限
度
と
す
る
。
）

得
た
額
の
支
払
を
受
け
る
も

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

提
供
し
た
と
き
に
入
所
者
か

間
に
、
不
合
理
な
差
額
が
生

３

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

こ
と
が
で
き
る
。

一

食
事
の
提
供
に
要
す
る

サ
ー
ビ
ス
費
が
入
所
者
に

付
）

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は

に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
七
年
厚

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
係

又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
当
該
サ

行
い
、
入
所
者
の
同
意
を
得
な
け

号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
係
る
同

る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な

百
二
十
三
号
）
に
基
づ
き
入
所
者

な
る
費
用

る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な

特
別
な
食
事
を
提
供
し
た
こ
と
に

の
ほ
か
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要
と
な

規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ

払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項

）法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規

れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
二

に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ

れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第
二

の
と
す
る
。

法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

ら
支
払
を
受
け
る
利
用
料
の
額
と

じ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
ほ
か
、

費
用
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一

支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二

、
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に

生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
九
号
）

る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ

ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用
を
記
載

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

意
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
る
も

居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
等
（

が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
を
提

居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
等
に

伴
い
必
要
と
な
る
費
用

ス
に
お
い
て
供
与
さ
れ
る
便
宜
に

る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、

ー
ビ
ス
費
が
入
所
者
に
代
わ
り
当

第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担

定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準
費

ス
費
が
入
所
者
に
代
わ
り
当
該
介

号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限

し
な
い
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

、
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
用
基
準
額
と

な
い
。

次
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払
を
受
け

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介

項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
基

三
四

食にてしいの 平供基要そ 該限ビ用護度 をのる護準



平成

族施サ

年 月 日 金曜日

所るな
４

接を
５

及

山 口 県

（
施

第
二に

２
生用

３
よ

報

適
２

の
３

又を
４

行

（号 外 ）

第
二サ費し

（
介

第
二軽

の
生
活
に
対
す
る
意
向
、
総
合
的

設
サ
ー
ビ
ス
の
目
標
及
び
そ
の
達

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意

者
が
現
に
抱
え
る
問
題
点
を
明
ら

よ
う
支
援
す
る
上
で
解
決
す
べ
き

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

入
所
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

び
医
師
の
治
療
の
方
針
に
基
づ
き

設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

十
三
条

介
護
老
人
保
健
施
設
の

関
す
る
業
務
を
担
当
さ
せ
る
も
の

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

活
全
般
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、

も
含
め
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
上

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

り
、
入
所
者
に
つ
い
て
、
そ
の
有

切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て
行
わ

介
護
老
人
保
健
施
設
の
従
業
者
は

は
そ
の
家
族
に
対
し
、
療
養
上
必

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
そ
の
提

い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け

十
一
条

介
護
老
人
保
健
施
設

ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
支
払
を
受

用
の
額
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
方

十
二
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は

減
又
は
悪
化
の
防
止
に
資
す
る
よ

な
援
助
の
方
針
、
生
活
全
般
の

成
時
期
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー

事
項
等
を
記
載
し
た
施
設
サ
ー

か
に
し
、
入
所
者
が
自
立
し
た

課
題
の
把
握
（
以
下
「
ア
セ
ス

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ
て
は

合
に
お
い
て
、
計
画
担
当
介
護

十
分
に
説
明
し
、
理
解
を
得
な

入
所
者
の
希
望
、
入
所
者
に
つ

、
入
所
者
の
家
族
の
希
望
を
勘

管
理
者
は
、
介
護
支
援
専
門
員

と
す
る
。

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
に

地
域
の
住
民
に
よ
る
自
発
的
な

に
位
置
付
け
る
よ
う
努
め
な
け

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
に

す
る
能
力
、
そ
の
置
か
れ
て
い

は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

要
な
事
項
に
つ
い
て
、
理
解
し

供
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス
に

け
た
場
合
は
、
提
供
し
た
介
護

る
事
項
を
記
載
し
た
サ
ー
ビ
ス

針
）

、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ

う
、
そ
の
心
身
の
状
況
等
を
踏

解
決
す
べ
き
課
題
、
介
護
保
健

ビ
ス
の
内
容
、
介
護
保
健
施
設

ビ
ス
計
画
の
原
案
を
作
成
し
な

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き

メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
を
行
わ

、
入
所
者
及
び
そ
の
家
族
に
面

支
援
専
門
員
は
、
面
接
の
趣
旨

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果

案
し
て
、
入
所
者
及
び
そ
の
家

に
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成

当
た
っ
て
は
、
入
所
者
の
日
常

活
動
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
等
の
利

れ
ば
な
ら
な
い
。

当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に

る
環
境
等
の
評
価
を
通
じ
て
入

づ
き
、
漫
然
か
つ
画
一
的
な
も

提
供
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者

や
す
い
よ
う
に
指
導
又
は
説
明

ス
の
質
に
つ
い
て
自
ら
評
価
を

該
当
し
な
い
介
護
保
健
施
設

保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、

提
供
証
明
書
を
入
所
者
に
交
付

き
、
入
所
者
の
要
介
護
状
態
の

ま
え
、
入
所
者
の
療
養
を
妥
当

二

診
療
に
当
た
っ
て
は
、

要
介
護
者
の
心
理
が
健
康

が
で
き
る
よ
う
適
切
な
指

二

入
所
者
が
法
第
二
十
九

合第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で

る
。

（
診
療
の
方
針
）

第
二
十
四
条

医
師
の
診
療
の

一

診
療
は
、
一
般
に
医
師

確
な
診
断
に
基
づ
き
、
療

に
担
当
者
と
の
連
絡
を
継
続

ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

一

定
期
的
に
入
所
者
に
面

二

定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会

者
の
専
門
的
な
見
地
か
ら
の

一

入
所
者
が
法
第
二
十
八

の
家
族
に
対
し
、
当
該
施
設

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

８

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

な
ら
な
い
。

９

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

状
況
の
把
握
（
入
所
者
に
つ

と
い
う
。
）
を
行
い
、
必
要

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

者
会
議
（
入
所
者
に
対
す
る

当
者
」
と
い
う
。
）
を
招
集

照
会
等
に
よ
り
、
施
設
サ
ー

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

７

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

常
に
医
学
の
立
場
を
堅
持
し
て
、

に
及
ぼ
す
影
響
に
十
分
に
配
慮
し

導
を
行
う
こ
と
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
状

の
規
定
は
、
第
九
項
の
施
設
サ
ー

方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

と
し
て
必
要
性
が
あ
る
と
認
め
ら

養
上
妥
当
適
切
に
行
う
こ
と
。

的
に
行
う
こ
と
と
し
、
特
段
の
事

ら
な
い
。

接
す
る
こ
と
。

グ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。

員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い

等
に
よ
り
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護
更

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
つ
い
て

。員
は
、
作
成
し
た
施
設
サ
ー
ビ
ス

員
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

い
て
の
継
続
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト

に
応
じ
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の

員
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
当
た
っ

員
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

し
て
行
う
会
議
を
い
う
。
以
下
同

ビ
ス
計
画
の
原
案
に
つ
い
て
、
担

員
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

三
五

入
所
者
の
心
身
の
状
況
を
観
察
し

て
、
心
理
的
な
効
果
も
あ
げ
る
こ

態
区
分
の
変
更
の
認
定
を
受
け
た

ビ
ス
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

れ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
対
し
て
、

情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る
と

て
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の

の
変
更
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
担

新
認
定
を
受
け
た
場
合

説
明
し
、
書
面
に
よ
り
入
所
者
の

計
画
を
入
所
者
に
交
付
し
な
け
れ

成
後
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
実

を
含
む
。
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

て
は
、
入
所
者
及
び
そ
の
家
族
並

成
に
当
た
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
担

に
当
た
る
他
の
担
当
者
（
以
下
「

じ
。
）
の
開
催
、
担
当
者
に
対
す

当
者
の
専
門
的
な
見
地
か
ら
の
意

成
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者
又
は

、と 場す的 こ開当 同ば施」び 当担る見そ
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４
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三四五六
せ
つ
の
自
立
に
つ
い
て
必
要
な
援

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
お
む
つ

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

護
及
び
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け

十
七
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は

支
援
と
日
常
生
活
の
充
実
に
資
す

け
る
介
護
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
一
週
間

は
清
し
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
入
所
者

場
合
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所

す
る
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ

医
師
は
、
入
所
者
が
往
診
を
受
け

く
は
診
療
所
の
医
師
若
し
く
は
歯

、
当
該
情
報
に
基
づ
き
適
切
な
診

能
訓
練
）

十
六
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は

自
立
を
助
け
る
た
め
、
理
学
療
法

い
こ
と
。

要
な
医
療
の
提
供
困
難
時
の
措
置

十
五
条

医
師
は
、
入
所
者
の
病

め
た
と
き
は
、
協
力
病
院
そ
の
他

の
医
師
の
対
診
を
求
め
る
等
診
療

医
師
は
、
み
だ
り
に
入
所
者
の
た

院
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

医
師
は
、
入
所
者
の
た
め
に
往
診

常
に
入
所
者
の
病
状
及
び
心
身

努
め
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
に

検
査
、
投
薬
、
注
射
、
処
置
等

特
殊
な
療
法
又
は
新
し
い
療
法

省
告
示
第
百
二
十
四
号
）
に
定
め

医
薬
品
は
、
指
定
短
期
入
所
療

医
療
施
設
並
び
に
指
定
介
護
予
防

二
年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
五
号

助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
入
所

る
介
護
）

、
入
所
者
の
病
状
及
び
心
身
の

る
よ
う
適
切
な
技
術
を
も
っ
て

な
い
。

に
二
回
以
上
、
適
切
な
方
法
に

。の
病
状
及
び
心
身
の
状
況
に
応

の
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
対
し

ば
な
ら
な
い
。

た
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又

科
医
師
か
ら
当
該
入
所
者
の
療

療
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
入
所
者
の
心
身
の
諸
機
能
の

、
作
業
療
法
そ
の
他
必
要
な
リ

等
）

状
か
ら
自
ら
必
要
な
医
療
を
提

適
当
な
病
院
若
し
く
は
診
療
所

に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ

め
に
往
診
を
求
め
、
又
は
入
所

を
求
め
、
又
は
入
所
者
を
病
院

の
状
況
並
び
に
そ
の
置
か
れ
て

対
し
、
適
切
な
指
導
を
行
う
こ

は
、
入
所
者
の
病
状
に
照
ら
し

等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
の
ほ
か
行
わ
な
い
こ
と

養
介
護
事
業
所
、
介
護
老
人
保

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の

）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
入
所

。者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
お
む
つ

状
況
に
応
じ
、
入
所
者
の
自
立

看
護
及
び
医
学
的
管
理
の
下
に

よ
り
、
入
所
者
を
入
浴
さ
せ
、

じ
て
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
、

、
当
該
入
所
者
の
診
療
状
況
に

は
入
所
者
が
通
院
し
た
病
院
若

養
上
必
要
な
情
報
の
提
供
を
受

。維
持
回
復
を
図
り
、
日
常
生
活

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
計
画
的

供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

へ
の
入
院
の
た
め
の
措
置
又
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
を
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に

若
し
く
は
診
療
所
に
通
院
さ
せ

い
る
環
境
等
の
的
確
な
把
握
に

と
。

て
妥
当
適
切
に
行
う
こ
と
。

る
療
法
等
（
平
成
十
二
年
厚
生

。健
施
設
及
び
指
定
介
護
療
養
型

医
師
の
使
用
医
薬
品
（
平
成
十

者
に
施
用
し
、
又
は
処
方
し
な

第
三
十
三
条

介
護
老
人
保
健

協
力
病
院
を
定
め
て
お
か
な

一

正
当
な
理
由
な
し
に
介

り
、
要
介
護
状
態
の
程
度

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行

（
定
員
の
遵
守
）

第
三
十
二
条

介
護
老
人
保
健

ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、

い
。

（
協
力
病
院
等
）

（
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

第
三
十
条

介
護
老
人
保
健
施

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

族
と
の
交
流
等
の
機
会
を
確

（
入
所
者
に
関
す
る
通
知
）

第
三
十
一
条

介
護
老
人
保
健

滞
な
く
、
意
見
を
付
し
て
そ

第
二
十
八
条

介
護
老
人
保
健

慮
し
、
適
切
な
時
間
に
食
事

２

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

床
し
て
食
堂
で
行
わ
れ
る
よ

（
相
談
等
）

第
二
十
九
条

介
護
老
人
保
健

環
境
等
の
的
確
な
把
握
に
努

に
、
必
要
な
助
言
そ
の
他
の

を
適
切
に
取
り
替
え
な
け
れ

５

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

を
予
防
す
る
た
め
の
体
制
を

６

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

７

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、

の
従
業
者
以
外
の
者
に
よ
る

（
食
事
）

施
設
は
、
入
所
者
の
病
状
の
急
変

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に

を
増
進
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
る
と

為
に
よ
っ
て
保
険
給
付
を
受
け
、

施
設
は
、
入
所
定
員
及
び
療
養
室

虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事

）設
は
、
適
宜
、
入
所
者
の
た
め
の

常
に
入
所
者
の
家
族
と
の
連
携
を

保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

施
設
は
、
入
所
者
が
次
の
各
号
の

の
旨
を
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ

施
設
は
、
栄
養
並
び
に
入
所
者
の

を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
所
者
の
自
立
の
支
援
に
配
慮
し

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
設
は
、
常
に
入
所
者
の
心
身
の

め
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
か
ら

援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ば
な
ら
な
い
。

褥
瘡
が
発
生
し
な
い
よ
う
適
切
な

整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
所
者
に
対
し
、
離
床
、
着
替
え

ら
な
い
。

入
所
者
に
対
し
て
、
入
所
者
の
負

看
護
又
は
介
護
を
受
け
さ
せ
て
は

等
に
備
え
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め

関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
こ
と
に

き
。

又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

の
定
員
を
超
え
て
入
所
さ
せ
て
は

情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
行
事
を
行
う

図
る
と
と
も
に
、
入
所
者
と
そ
の

な
い
。

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

ば
な
ら
な
い
。

身
体
の
状
況
、
病
状
及
び
嗜
好
を

、
入
所
者
の
食
事
が
可
能
な
限
り

状
況
、
病
状
、
そ
の
置
か
れ
て
い

の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
と
と

。 介
護
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
発

、
整
容
そ
の
他
日
常
生
活
上
の
世

担
に
よ
る
当
該
介
護
老
人
保
健
施

な
ら
な
い
。

三
六

、 よなな よ家遅 考離るも 生話設
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（
会

第
三の

（
勤

第
三

２
入

山 口 県

施て
（
地

第
三活

２
関に

報

第
三報い

（
利

第
三被の

２

（号 外 ）

２
ば

（
掲

第
三の認

（
個

に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
次
に
掲

昼
間
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト

る
こ
と
。

計
の
区
分
）

十
八
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は

会
計
と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
三
章

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老

務
体
制
の
確
保
等
）

十
九
条

第
六
条
の
規
定
は
、
ユ

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条

居
者
が
安
心
し
て
日
常
生
活
を
送

設
か
ら
の
退
所
者
を
紹
介
す
る
こ

は
な
ら
な
い
。

域
と
の
連
携
等
）

十
七
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は

動
等
と
の
連
携
及
び
協
力
を
行
う

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
提
供
し

し
て
、
市
町
等
が
派
遣
す
る
者
が

協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

十
五
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は

を
提
供
す
る
際
に
は
、
あ
ら
か
じ

。益
の
供
与
等
の
禁
止
）

十
六
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は

保
険
者
に
当
該
介
護
老
人
保
健
施

利
益
を
供
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
居
宅
介

介
護
老
人
保
健
施
設
は
、
あ
ら
か

な
ら
な
い
。

示
）

十
四
条

介
護
老
人
保
健
施
設
は

概
要
、
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
、

め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し
な

人
情
報
の
利
用
に
関
す
る
同
意
）

げ
る
職
員
配
置
を
行
わ
な
け
れ

ご
と
に
常
時
一
人
以
上
の
介
護

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

い
。

人
保
健
施
設

ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

第
一
項
の
従
業
者
の
勤
務
の
体

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
継
続

と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の

、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、

等
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け

た
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に

相
談
及
び
援
助
を
行
う
事
業
そ

ら
な
い
。

、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に

め
書
面
に
よ
り
入
所
者
の
同
意

、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は

設
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と

護
支
援
事
業
者
又
は
そ
の
従
業

じ
め
、
協
力
歯
科
医
療
機
関
を

、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の

協
力
病
院
、
利
用
料
そ
の
他
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

職
員
又
は
看
護
職
員
を
配
置
す

事
業
の
会
計
を
そ
の
他
の
事
業

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

制
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、

性
を
重
視
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
提

他
の
財
産
上
の
利
益
を
収
受
し

地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

関
す
る
入
所
者
か
ら
の
苦
情
に

の
他
の
市
町
が
実
施
す
る
事
業

対
し
て
、
入
所
者
に
関
す
る
情

を
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
の
従
業
者
に
対
し
、
要
介
護

し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上

者
か
ら
、
当
該
介
護
老
人
保
健

定
め
て
お
く
よ
う
努
め
な
け
れ

見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程

サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と

５

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保

は
、
入
居
者
又
は
そ
の
家
族

に
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

う
こ
と
に
よ
り
、
入
居
者
の

２

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

持
っ
て
生
活
を
営
む
こ
と
が

３

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

し
、
入
居
者
の
要
介
護
状
態

把
握
し
な
が
ら
適
切
に
行
わ

ザ
ー
又
は
こ
れ
に
代
わ

用
す
る
の
に
適
し
た
も

二

浴
室
は
、
身
体
の
不
自

入
浴
に
介
助
を
必
要
と
す

（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

第
四
十
一
条

介
護
保
健
施
設

の
生
活
様
式
及
び
生
活
習
慣

め
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に

い
ず
れ
か
の
ユ
ニ

同
で
日
常
生
活
を
営

一
室
の
床
面
積
は

定
員
を
乗
じ
て
得
た

必
要
な
設
備
及
び

ロ

洗
面
所
は
、
療
養
室

身
体
の
不
自
由
な
者
が

ハ

便
所
は
、
療
養
室
ご

二

夜
間
及
び
深
夜
に
つ
い

夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に

三

ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
、
常

（
施
設
）

第
四
十
条

条
例
第
十
七
条
第

一

ユ
ニ
ッ
ト

イ

共
同
生
活
室
は
、
次

健
施
設
の
従
業
者
は
、
介
護
保
健

に
対
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法

ら
な
い
。

日
常
生
活
を
支
援
す
る
も
の
と
し

の
提
供
は
、
各
ユ
ニ
ッ
ト
に
お
い

で
き
る
よ
う
配
慮
し
て
行
わ
れ
な

の
提
供
は
、
入
居
者
の
プ
ラ
イ
バ

の
提
供
は
、
入
居
者
の
自
立
し
た

の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止
に
資
す

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
設
備
及
び
常
夜
灯
を
設
け
る
と

の
と
す
る
こ
と
。

由
な
者
が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た

る
者
の
入
浴
に
適
し
た
特
別
の
浴

取
扱
方
針
）

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
入
居
者
が

に
沿
っ
て
自
律
的
な
日
常
生
活
を

基
づ
き
、
入
居
者
の
日
常
生
活
上

ッ
ト
に
属
す
る
も
の
と
し
、
当
該

む
た
め
の
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し

、
二
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
共
同

面
積
以
上
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

備
品
を
備
え
る
こ
と
。

ご
と
に
設
け
る
か
、
又
は
共
同
生

使
用
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
す

と
に
設
け
る
か
、
又
は
共
同
生
活

て
は
、
二
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
一
人

従
事
す
る
職
員
と
し
て
配
置
す
る

勤
の
ユ
ニ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を
配
置

二
項
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る

三
七

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ

等
に
つ
い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
入
居
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
て
行
わ
れ

生
活
を
支
援
す
る
こ
と
を
基
本

る
よ
う
そ
の
心
身
の
状
況
等
を
常

と
も
に
、
身
体
の
不
自
由
な
者
が

も
の
と
し
、
一
般
の
浴
槽
の
ほ
か

槽
を
設
け
る
こ
と
。

そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
て
、
自

営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

の
活
動
に
つ
い
て
必
要
な
援
助
を

ユ
ニ
ッ
ト
の
入
居
者
が
交
流
し
、

い
形
状
を
有
す
る
こ
と
。

生
活
室
が
属
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
入

活
室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
ほ
か

る
こ
と
。

室
ご
と
に
適
当
数
設
け
る
ほ
か
、

以
上
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員

こ
と
。

す
る
こ
と
。

す
る
。

こ
と
。

てう をなとに 使、らた行 共居、ブ を



平

楽し

成 年 月 日 金曜日

３
提こ

４
うな

（
そ

第
四

山 口

てるわ
（
食

第
四を

２
り

県 報

病れ
３

活ば提
４

に

（号 外 ）

６
自

（
看

第
四ユ支ば

２

に
係
る
活
動
の
機
会
を
提
供
す
る

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

供
す
る
と
と
も
に
、
入
居
者
が
そ

と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
時
間
を

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

、
そ
の
意
思
を
尊
重
し
つ
つ
、
入

ら
な
い
。

の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

十
四
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

、
同
条
第
三
項
中
「
援
助
」
と
あ

の
は
「
排
せ
つ
の
自
立
を
図
り
つ

な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
行
為

事
）

十
三
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

考
慮
し
た
食
事
を
提
供
し
な
け
れ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

、
食
事
の
自
立
に
つ
い
て
必
要
な

状
及
び
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て

ば
な
ら
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

供
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条
（
第
一
項
及
び
第
二

お
け
る
看
護
及
び
医
学
的
管
理

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

ら
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善

護
及
び
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け

十
二
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

ニ
ッ
ト
に
お
い
て
入
居
者
が
相
互

援
す
る
よ
う
適
切
な
技
術
を
も
っ

な
ら
な
い
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

と
と
も
に
、
入
居
者
が
自
律
的

は
、
入
居
者
の
生
活
習
慣
を
尊

の
心
身
の
状
況
に
応
じ
て
で
き

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
入
居
者
が
相
互
に
社
会
的

居
者
が
共
同
生
活
室
で
食
事
を

保
健
施
設
は
、
入
居
者
の
嗜
好

る
の
は
「
支
援
」
と
、
同
条
第

つ
、
そ
の
お
む
つ
」
と
、
同
条

を
適
切
に
支
援
し
な
け
れ
ば
」

保
健
施
設
は
、
栄
養
並
び
に
入

ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
入
居
者
の
心
身
の
状
況
に

支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
持
っ
て

は
、
入
居
者
が
身
体
の
清
潔
を

切
な
方
法
に
よ
り
、
入
居
者
に

な
い
場
合
は
、
清
し
き
を
行
う

項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
ユ

の
下
に
お
け
る
介
護
に
つ
い
て
準

は
、
そ
の
提
供
す
る
介
護
保
健

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
介
護
）

保
健
施
設
は
、
入
居
者
の
病
状

に
社
会
的
関
係
を
築
き
、
自
律

て
看
護
及
び
医
学
的
管
理
の
下

は
、
入
居
者
の
日
常
生
活
に
お

に
行
う
こ
れ
ら
の
活
動
を
支
援

重
し
た
適
切
な
時
間
に
食
事
を

る
限
り
自
立
し
て
食
事
を
行
う

関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
よ

行
う
こ
と
を
支
援
し
な
け
れ
ば

に
応
じ
た
趣
味
、
教
養
又
は
娯

四
項
中
「
そ
の
お
む
つ
」
と
あ

第
六
項
中
「
世
話
を
適
切
に
行

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

居
者
の
心
身
の
状
況
及
び
嗜
好

応
じ
て
、
適
切
な
方
法
に
よ

い
。

行
う
よ
う
適
切
に
支
援
し
な
け

維
持
し
、
精
神
的
に
快
適
な
生

入
浴
の
機
会
を
提
供
し
な
け
れ

こ
と
を
も
っ
て
入
浴
の
機
会
の

ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
つ
い
て

及
び
心
身
の
状
況
に
応
じ
、
各

的
な
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
を

に
お
け
る
介
護
を
行
わ
な
け
れ

け
る
家
事
を
、
入
居
者
が
そ
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人

る
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
施
設

２

介
護
保
険
法
施
行
法
（
平

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
設

護
老
人
保
健
施
設
の
う
ち
、

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
、
第
九
条
第
三
号
中

ニ
ッ
ト
ご
と
の
入
居
定
員

あ
る
の
は
「
条
例
第
十
八

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四

「
第
十
九
条
第
二
項
」
と

同
項
第
七
号
中
「
第
三
十

と
、
第
十
一
条
第
一
項
中 「

入」条十あ一「

メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

「
条
例
第
十
八
条
に
お
い

四
十
六
条
に
お
い
て
準
用

の
は
「
条
例
第
十
八
条
に

中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は

中
「
設
け
る
こ
と
。
」
と

よ
り
、
入
居
者
、
従
業
者

、てすお「あ等

及
び
第
三
十
二
条
を
除
く
。

２

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保

者
と
そ
の
家
族
と
の
交
流
等

（
定
員
の
遵
守
）

第
四
十
五
条

ユ
ニ
ッ
ト
型
介

員
を
超
え
て
入
居
さ
せ
て
は

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

（
準
用
）

第
四
十
六
条

前
章
（
第
六
条

保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第

）
と
し
て
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ

四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

に
関
す
る
経
過
措
置
）

成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
。
以

者
が
法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
許

平
成
四
年
九
月
三
十
日
前
に
老
人

所
定
員
」
と
あ
る
の
は
「
入

と
、
第
十
条
第
二
項
第
二
号
か

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
」

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

る
の
は
「
第
四
十
六
条
に
お
い

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六

条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
第

あ
っ
て
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以

居
定らと

、
十
八

て条十

第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並

準
用
す
る
条
例
」
と
、
第
五
条

る
第
二
十
三
条
」
と
、
同
条
第

い
て
準
用
す
る
条
例
」
と
、
第

条
例
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用

る
の
は
「
設
け
る
こ
と
。
た
だ

の
円
滑
な
往
来
に
支
障
が
生
じ

）
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型

び中四八すしな 介
護

健
施
設
は
、
常
に
入
居
者
の
家
族

の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な

護
老
人
保
健
施
設
は
、
ユ
ニ
ッ
ト

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
災
害
、
虐

な
い
。

、
第
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二

八
十
号
）
第
六
条
第
四
項
に
規
定

っ
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現

下
「
施
行
法
」
と
い
う
。
）
第
八

可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た

保
健
施
設
（
施
行
法
第
二
十
四
条

員
並
び
に
ユ
ニ
ッ
ト
の
数
及

第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
条
例

同
項
第
五
号
中
「
第
十
八
条

条
第
三
項
」
と
、
同
項
第
六

準
用
す
る
第
十
九
条
第
二
項
」

に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

上
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。び」第号と条」

に
第
三
条
中
「
条
例
」
と
あ
る

「
第
二
十
三
条
」
と
あ
る
の
は

号
及
び
第
五
号
中
「
条
例
」
と

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

る
条
例
」
と
、
同
条
第
三
項
第

、
廊
下
の
一
部
を
拡
張
す
る
こ

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
一

老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て
準

の「あ規四と・ 用

と
の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
入

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ご
と
の
入
居
定
員
及
び
療
養
室
の

待
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情

十
七
条
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十

三
八

すに 条介の ユと三中、」と 」 は第る定号に五 す 居定が条



平成

らな療

年 月 日 金曜日

５
療を療に者次る

山 口 県

と要し七一二
（
介

報

養人費はよに
４

十

（号 外 ）

当に
３

三護の床
ず
、
療
養
室
等
が
二
階
以
上
の
階

ら
な
い
。
た
だ
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ

養
室
の
床
面
積
の
合
計
が
そ
れ

一
般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は

養
病
床
又
は
一
般
病
床
若
し
く
は

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

養
病
床
又
は
当
該
診
療
所
の
一

、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
施
設

、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
し
、
介
護

屋
内
の
直
通
階
段
及
び
エ
レ
ベ
ー

も
に
、
当
該
診
療
所
の
施
設
を
介

支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又

、
介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
す

条
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

床
面
積
は
、
機
能
訓
練
室
と
合

上
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お

床
面
積
は
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル

護
老
人
保
健
施
設
の
設
備
に
関
す

病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と

ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三

老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ

入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
二
平
方
メ

一
般
病
床
又
は
療
養
病
床
を
有
す

一
日
ま
で
の
間
に
転
換
（
当
該
診

該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
用
に
供

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
二
平
方
メ

一
般
病
床
、
精
神
病
床
（
健
康
保

号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
療

を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

に
あ
る
場
合
は
、
屋
内
の
直
通

ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
又

ぞ
れ
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
主
要

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
一

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の

の
間
に
転
換
（
当
該
病
院
の
一

般
病
床
若
し
く
は
療
養
病
床
の
病

を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費

又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設

老
人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
場

タ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第

護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人

は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
転
換

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
基

計
し
て
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
入

い
て
、
食
事
の
提
供
に
支
障
が

に
入
所
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面

る
経
過
措
置
）

と
も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を

十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要

供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
し
、

転
換
に
係
る
食
堂
に
つ
い
て
の

ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
一

る
診
療
所
の
一
般
病
床
又
は
療

療
所
の
一
般
病
床
又
は
療
養
病

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の

ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
一

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

第
四
百
十
二
号
）
第
四
条
第
二

養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
一
般

で
の
間
に
転
換
（
当
該
病
院
の

階
段
を
二
以
上
設
け
な
け
れ
ば

は
二
階
以
上
の
各
階
に
お
け
る

構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る

般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は

一
般
病
床
若
し
く
は
療
養
病
床

般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く
は

床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も

老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護

の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。

合
に
お
い
て
、
当
該
転
換
に
係

三
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ

ホ
ー
ム
そ
の
他
の
要
介
護
者
、

に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）

に
係
る
食
堂
に
つ
い
て
は
、
第

準
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

所
定
員
を
乗
じ
て
得
た
面
積
以

な
い
広
さ
を
確
保
す
る
こ
と
。

積
以
上
と
す
る
こ
と
。

介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老

第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽

支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又

介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
し

第
七
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用

平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

養
病
床
を
平
成
三
十
年
三
月
三

床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と

第
七
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用

平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介

項
に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も

病
床
、
精
神
病
床
又
は
療
養
病

一
般
病
床
、
精
神
病
床
又
は
療

六

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の

料
そ
の
他
の
費
用
の
額

七

施
設
の
利
用
に
当
た
っ

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老

関
す
る
運
営
規
程
を
定
め
て

一

施
設
の
目
的
及
び
運
営

二

従
業
者
の
職
種
、
員
数

三

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
の
入
居

四

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
の
ユ
ニ

五

ユ
ニ
ッ
ト
部
分
の
入
居

費
用
の
額

８

条
例
附
則
第
四
項
の
規
定

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
項

９

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老

を
除
き
、
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に

お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
及

ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
第
四
十
六
条
に
お
い
て
読

二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下

７

平
成
十
八
年
四
月
一
日
前

降
療
養
病
床
若
し
く
は
一
般

医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
二
・
七

（
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

か
、
又
は
不
燃
材
料
（
建
築

す
る
不
燃
材
料
を
い
う
。
）

の
に
つ
い
て
は
、
屋
内
の
直

６

一
般
病
床
、
精
神
病
床
若

療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
若

を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

い
て
、
当
該
転
換
に
係
る
療

部
分
の
入
所
者
に
対
す
る
介
護
保

て
の
留
意
事
項

人
保
健
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
針

及
び
職
務
の
内
容

定
員
及
び
そ
れ
以
外
の
部
分
の
入

ッ
ト
の
数
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
の

者
に
対
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー

に
よ
り
条
例
附
則
第
五
項
か
ら
第

保
健
施
設
（
以
下
「
一
部
ユ
ニ
ッ

か
ら
附
則
第
十
一
項
ま
で
の
規
定

人
保
健
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
項

あ
っ
て
は
第
三
十
九
条
か
ら
第
四

び
第
二
十
条
に
、
そ
れ
以
外
の
部

二
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
あ
っ
て
は
、
一
・
六
メ
ー
ト
ル

に
存
す
る
療
養
病
床
若
し
く
は
一

病
床
か
ら
転
換
し
た
サ
テ
ラ
イ
ト

護
老
人
保
健
施
設
の
廊
下
の
幅
に

当
分
の
間
、
同
号
中
「
一
・
八
メ

メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・

保
健
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）

基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

で
造
ら
れ
て
い
る
建
築
物
に
あ
っ

通
階
段
を
一
と
す
る
こ
と
が
で
き

し
く
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院

し
く
は
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療

日
ま
で
の
間
に
転
換
し
、
介
護
老

養
室
に
隣
接
す
る
廊
下
の
幅
に
つ

三
九

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
利

設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項

所
定
員

入
居
定
員

ビ
ス
の
内
容
及
び
利
用
料
そ
の
他

七
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
」
と

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

及
び
附
則
第
十
一
項
に
定
め
る
も

十
五
条
ま
で
並
び
に
第
四
十
六
条

分
に
あ
っ
て
は
第
六
条
か
ら
第
八

条
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
二
条

。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一

以
上
）
と
す
る
。

般
病
床
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
同
日

型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
又

つ
い
て
の
第
八
条
第
三
項
第
四
号

ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・

六
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
に
規

て
は
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
下
の

る
。

の
一
般
病
床
、
精
神
病
床
若
し
く

所
の
一
般
病
床
若
し
く
は
療
養
病

人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
場
合
に

い
て
は
、
第
八
条
第
三
項
第
四

用 にの るいのに条に ・以はの二 定もは床お号



平成 年 月 日 金曜日

（
趣

第
一めい

（
従

第
二一二

山 口

指
こ
こ

山

県 報

則項条る

（号 外 ）

八九条に例条五
当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

旨
）

条

こ
の
規
則
は
、
指
定
介
護
療

る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

業
者
）

条

条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号

医
師
、
薬
剤
師
及
び
栄
養
士

定
す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院

看
護
職
員

常
勤
換
算
方
法

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日

口
県
規
則
第
七
十
三
号

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の

則
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条

「
附
則
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す

」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
一
項

「
第
三
十
一
条
」
と
あ
る
の
は
「
附

第
一
項
中
「
条
例
」
と
あ
る
の
は

も
の
と
す
る
。

非
常
災
害
対
策

そ
の
他
施
設
の
運
営
に
関
す
る

第
二
章
（
第
六
条
か
ら
第
九
条

、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
二
条
を

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

」
と
あ
る
の
は
「
条
例
附
則
第

」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
一
項

号
並
び
に
第
十
条
第
二
項
第
二
号

に
お
い
て
常
勤
の
従
業
者
が
勤

養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備

条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
「
条

す
る
。

に
定
め
る
従
業
者
の
員
数
は
、

そ
れ
ぞ
れ
医
療
法
（
昭
和
二
十

と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
数
以
上

（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の

、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

山
口
県
知

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

例
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十

る
第
十
八
条
第
三
項
」
と
、
同

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条

則
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す

「
条
例
附
則
第
七
項
に
お
い
て

重
要
事
項

ま
で
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条

除
く
。
）
の
規
定
は
、
一
部
ユ

お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
及
び

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
」

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三

か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「

務
す
べ
き
時
間
数
で
除
す
る
こ

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
つ

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
に
規

従
業
者
の
勤
務
延
べ
時
間
数
を

準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
を

事

山

本

繁
太
郎

る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規

八
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

項
第
六
号
中
「
第
十
九
条
第
二

第
二
項
」
と
、
同
項
第
七
号
中

る
第
三
十
一
条
」
と
、
第
十
一

準
用
す
る
条
例
」
と
読
み
替
え

、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八

ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

第
四
項
並
び
に
第
三
条
中
「
条

と
、
第
五
条
中
「
第
二
十
三

条
」
と
、
同
条
第
四
号
及
び
第

条
例
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
附

ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
（

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

る
た
め
必
要
な
指
揮
命
令
を

（
計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員

第
四
条

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

護
支
援
専
門
員
」
と
い
う
。

行
う
も
の
と
す
る
。

一

患
者
の
入
院
に
際
し
、

い
う
。
）
に
対
す
る
照
会

六
に
満
た
な
い
端
数
を
増

四

介
護
支
援
専
門
員

一

３

第
一
項
第
五
号
の
介
護
支

ら
な
い
。
た
だ
し
、
入
院
患

の
他
の
職
務
に
従
事
す
る
こ

（
管
理
者
の
責
務
）

第
三
条

指
定
介
護
療
養
型
医

の
他
の
管
理
を
一
元
的
に
行

五

介
護
支
援
専
門
員

一

分
に
お
け
る
入
院
患
者
の

る
。
）

２

条
例
第
三
条
第
一
項
第
二

一

医
師

常
勤
換
算
方
法

二

看
護
職
員

常
勤
換
算

六
に
満
た
な
い
端
数
を
増

三

介
護
職
員

常
勤
換
算

と
に
よ
り
、
当
該
指
定
介

算
す
る
方
法
を
い
う
。
以

（
療
養
病
床
が
病
棟
の
一

病
棟
」
と
い
う
。
）
に
お

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

三

介
護
職
員

常
勤
換
算

六
に
満
た
な
い
端
数
を
増

四

理
学
療
法
士
及
び
作
業

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
状
況

設
の
管
理
者
は
、
従
業
者
に
条
例

行
う
も
の
と
す
る
。

の
責
務
）

に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る
介
護

）
は
、
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
（

等
に
よ
り
、
患
者
の
心
身
の
状
況

す
ご
と
に
一
以
上

人
以
上

援
専
門
員
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に

者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
は

と
が
で
き
る
。

療
施
設
の
管
理
者
は
、
従
業
者
の

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
以
上
（
療
養
病
床
に
係
る
病
棟

数
が
百
又
は
百
に
満
た
な
い
端
数

号
に
定
め
る
従
業
者
の
員
数
は
、

で
、
一
以
上

方
法
で
、
療
養
病
床
に
係
る
病
室

す
ご
と
に
一
以
上

方
法
で
、
療
養
病
床
に
係
る
病
室

護
療
養
型
医
療
施
設
の
従
業
者
の

下
同
じ
。
）
で
、
療
養
病
床
に
係

部
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

け
る
入
院
患
者
の
数
（
前
年
度
の

じ
。
）
が
六
又
は
六
に
満
た
な
い

方
法
で
、
療
養
病
床
に
係
る
病
棟

す
ご
と
に
一
以
上

療
法
士

当
該
指
定
介
護
療
養
型

第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る

等
を
把
握
す
る
こ
と
。

及
び
こ
の
規
則
の
規
定
を
遵
守
さ

支
援
専
門
員
（
以
下
「
計
画
担
当

業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務

以
下
「
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」

、
生
活
歴
、
病
歴
、
指
定
居
宅
サ

従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば

、
当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

管
理
、
業
務
の
実
施
状
況
の
把
握

の
専
ら
要
介
護
者
を
入
院
さ
せ
る

を
増
す
ご
と
に
一
人
を
標
準
と

次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
お
け
る
入
院
患
者
の
数
が
六
又

に
お
け
る
入
院
患
者
の
数
が
六
又

員
数
を
常
勤
の
従
業
者
の
員
数
に

る
病
室
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
病

該
一
部
。
以
下
「
療
養
病
床
に
係

入
院
患
者
の
数
の
平
均
値
と
す
る

端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上

に
お
け
る
入
院
患
者
の
数
が
六
又

医
療
施
設
の
実
情
に
応
じ
た
適
当

四
〇

指 せ介をとー な設そ 部すはは 換棟る。は数
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第
五スい

２
護を

３
機

（号 外 ）

二三四
（
勤

一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ロ

消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災

機
能
訓
練
室
は
、
療
養
病
床
を

四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
床
面

医
療
施
設
に
あ
っ
て
は
機
能
訓
練

を
備
え
る
こ
と
。

談
話
室
は
、
療
養
病
床
の
入
院

を
有
す
る
こ
と
。

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

イ

患
者
が
使
用
す
る
廊
下
で

備
）

条

条
例
第
五
条
第
三
項
の
基
準

食
堂
の
床
面
積
は
、
療
養
病

と
。浴

室
は
、
身
体
の
不
自
由
な
者

療
養
病
床
に
係
る
病
室
は
、
次

イ

一
室
の
病
床
数
は
、
四
床
以

ロ

入
院
患
者
一
人
当
た
り
の
床

条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

。指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な

及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

入
院
患
者
の
退
院
に
際
し
、
居

護
支
援
事
業
者
に
対
し
て
情
報
を

ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
密
接
に
連

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定

て
の
記
録
を
行
う
こ
と
。

務
体
制
の
確
保
等
）

こ
と
。
た
だ
し
、
両
側
に
病
室

害
に
際
し
て
必
要
な
設
備
を
設

有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
介
護

積
を
、
療
養
病
床
を
有
す
る
診

を
行
う
た
め
に
必
要
な
広
さ
を

患
者
同
士
や
入
院
患
者
と
そ
の

、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し

あ
っ
て
、
療
養
病
床
に
係
る
病
室

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

床
の
入
院
患
者
一
人
に
つ
き
一
平

が
入
浴
す
る
の
に
適
し
た
も
の

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い

下
と
す
る
こ
と
。

面
積
は
、
六
・
四
平
方
メ
ー
ト

は
、
入
院
患
者
に
対
し
、
適
切

う
、
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
を
定

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

従
業
者
に
対
し
、
そ
の
資
質
の

。 宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
等
の

提
供
す
る
ほ
か
、
そ
の
他
保
健

携
す
る
こ
と
。

に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故

が
あ
る
も
の
の
幅
は
、
二
・
七

け
る
こ
と
。

療
養
型
医
療
施
設
に
あ
っ
て
は

療
所
で
あ
る
指
定
介
護
療
養
型

有
し
、
必
要
な
器
械
及
び
器
具

家
族
が
談
話
を
楽
し
め
る
広
さ

て
い
る
こ
と
。

に
隣
接
す
る
も
の
の
幅
は
、

方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ

で
あ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

な
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

設
の
従
業
者
に
よ
っ
て
指
定
介

入
院
患
者
の
処
遇
に
直
接
影
響

向
上
の
た
め
に
必
要
な
研
修
の

援
助
に
資
す
る
た
め
、
居
宅
介

医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー

を
行
う
こ
と
。

に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を

イ

指
定
介
護
療
養
型
医

係
る
電
子
計
算
機
と
を

（
重
要
事
項
の
電
磁
的
方
法
に

第
九
条

指
定
介
護
療
養
型
医

に
お
い
て
は
、
患
者
又
は
そ

て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ

電
子
情
報
処
理
組
織
（
指
定

の
家
族
の
使
用
に
係
る
電
子

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用

に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
電

一

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

二

条
例
第
十
条
第
二
項
の

の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊

三

条
例
第
十
二
条
第
二
項

四

条
例
第
十
三
条
第
三
項

て
の
記
録

五

第
十
七
条
第
二
項
の
規

六

第
二
十
七
条
の
規
定
に

五

施
設
の
利
用
に
当
た
っ

六

非
常
災
害
対
策

七

そ
の
他
施
設
の
運
営
に

（
記
録
の
整
備
）

第
八
条

指
定
介
護
療
養
型
医

備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

関
す
る
次
に
掲
げ
る
記
録
を

（
運
営
規
程
）

第
七
条

指
定
介
護
療
養
型
医

る
運
営
規
程
を
定
め
て
お
か

一

事
業
の
目
的
及
び
運
営

二

従
業
者
の
職
種
、
員
数

三

入
院
患
者
の
定
員

四

入
院
患
者
に
対
す
る
指

使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
の
イ
又

療
施
設
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

よ
る
提
供
）

療
施
設
は
、
条
例
第
七
条
の
規
定

の
家
族
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
と

き
重
要
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お

介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
使
用
に

計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の

磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態

急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の

の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び

定
に
よ
る
提
供
し
た
具
体
的
な
サ

よ
る
通
知
に
係
る
記
録

て
の
留
意
事
項

関
す
る
重
要
事
項

療
施
設
は
、
従
業
者
、
施
設
、
設

な
い
。

設
は
、
入
院
患
者
に
対
す
る
指
定

整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二

療
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
針

及
び
職
務
の
内
容

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
内

四
一

は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

機
と
患
者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用

て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係

に
よ
る
書
面
の
交
付
等
を
す
る
場

き
に
限
り
、
書
面
の
交
付
に
代

い
て
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。
）

係
る
電
子
計
算
機
と
、
患
者
又
は

続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
院
患

記
録

事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ

ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録

備
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関

容
及
び
利
用
料
そ
の
他
の
費
用
の

にる 合えをそい次 者い 整に。 す額
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二

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

わ
れ
る
際
の
対
処
等
に
関
す
る

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

む
ね
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る

者
に
対
し
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ

感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に

め
の
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

前
項
の
承
諾
を
得
た
指
定
介
護
療

磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に

又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
重
要
事

、
当
該
患
者
又
は
そ
の
家
族
が
再

生
管
理
等
）

条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

ら
な
い
。

を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が

し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
患

り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
患
者
又
は

類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

ロ

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

さ
れ
た
重
要
事
項
を
電
気
通
信

者
又
は
そ
の
家
族
の
使
用
に
係

記
録
す
る
方
法
（
第
三
項
の
承

療
養
型
医
療
施
設
の
使
用
に
係

る
方
法
）

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ

、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
感

手
順
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

感
染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
を

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対

と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い

と
。

び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指

対
し
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の

。 養
型
医
療
施
設
は
、
当
該
患
者

よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申

項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ

び
同
項
の
承
諾
を
し
た
場
合
は

は
、
医
薬
品
及
び
医
療
機
器
の

で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る

者
又
は
そ
の
家
族
が
フ
ァ
イ
ル

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
重
要
事
項

そ
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
用
い

電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得

う
ち
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

回
線
を
通
じ
て
患
者
又
は
そ
の

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

諾
又
は
第
四
項
の
申
出
を
す
る

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
が
疑

告
示
第
二
百
六
十
八
号
）
に

予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を

策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
お
お

て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た

又
は
そ
の
家
族
か
ら
書
面
又
は

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
患

っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば

フ
ァ
イ
ル
に
重
要
事
項
を
記
録

へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に

。
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き

る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
が
使
用
す
る
も
の

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

家
族
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
患

フ
ァ
イ
ル
に
当
該
重
要
事
項
を

場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
介
護

フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す

ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項

第
十
四
条

指
定
介
護
療
養
型

場
合
は
、
そ
の
者
の
提
示
す

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
ビ
ス
提
供
困
難
時
の
対

第
十
三
条

指
定
介
護
療
養
型

提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

適
切
な
措
置
を
速
や
か
に
講

（
受
給
資
格
等
の
確
認
）

第
十
二
条

指
定
介
護
療
養
型

掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

一

事
故
が
発
生
し
た
場
合

発
生
の
防
止
の
た
め
の
指

二

事
故
が
発
生
し
た
場
合

が
報
告
さ
れ
、
そ
の
分
析

す
る
こ
と
。

三

事
故
の
発
生
の
防
止
の

民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
を

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

を
踏
ま
え
、
必
要
な
改
善
を

そ
の
改
善
の
内
容
を
報
告
す

（
事
故
の
防
止
等
）

沿
っ
た
対
応
を
行
う
こ
と

（
苦
情
の
処
理
）

第
十
一
条

指
定
介
護
療
養
型

に
で
き
る
限
り
協
力
す
る
と

又
は
助
言
を
踏
ま
え
、
必
要

の
内
容
を
報
告
す
る
よ
う
努

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

医
療
施
設
は
、
指
定
介
護
療
養
施

る
被
保
険
者
証
に
よ
っ
て
、
被
保

設
は
、
入
院
患
者
に
対
す
る
指
定

生
し
た
場
合
は
、
そ
の
損
害
賠
償

応
）

医
療
施
設
は
、
患
者
の
病
状
等
を

る
と
認
め
た
場
合
は
、
適
切
な
病

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
療
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又
は

ば
な
ら
な
い
。

の
対
応
、
次
号
の
規
定
に
よ
る
報

針
を
整
備
す
る
こ
と
。

又
は
そ
れ
に
至
る
危
険
性
が
あ
る

を
通
じ
た
改
善
策
に
つ
い
て
、
従

た
め
の
委
員
会
及
び
従
業
者
に
対

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
健

十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二

同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ

十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
調
査
に

か
ら
同
号
の
指
導
又
は
助
言
を
受

行
う
よ
う
、
及
び
国
民
健
康
保
険

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

。医
療
施
設
は
、
入
院
患
者
か
ら
の

と
も
に
、
市
町
村
か
ら
指
導
又
は

な
改
善
を
行
う
よ
う
、
及
び
市
町

め
る
も
の
と
す
る
。

設
は
、
入
院
患
者
か
ら
の
苦
情
に

三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
求
め
ら
れ

険
者
資
格
並
び
に
要
介
護
認
定
の

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を

勘
案
し
、
自
ら
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

院
又
は
診
療
所
等
の
紹
介
そ
の
他

そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次

告
の
方
法
等
が
記
載
さ
れ
た
事
故

事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
事

業
者
に
周
知
徹
底
す
る
体
制
を
整

す
る
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と

康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以

で
き
る
限
り
協
力
す
る
と
と
も
に

け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助

団
体
連
合
会
か
ら
の
求
め
に
応
じ

苦
情
に
関
し
て
市
町
村
が
行
う
調

助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指

村
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
そ
の
改

関
し
て
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る

四
二

た有 に行をの にの実備。 法効下、言て 査導善会国



平成

２
た

（
利

年 月 日 金曜日

対居情努
（
サ

第
十る者

山 口 県

医必
２

照の
３

の
４

報

なわ
２

けわ
（
入

第
十の

（号 外 ）

無
２

定養
（
要

第
十い

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を

用
料
等
の
受
領
）

し
、
適
切
な
指
導
を
行
う
と
と
も

宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る
情

報
の
提
供
そ
の
他
保
健
医
療
サ
ー

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
ビ
ス
の
提
供
の
記
録
）

七
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

介
護
保
険
施
設
の
種
類
及
び
名
称

証
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
介
護
の

要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
患
者

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

会
等
に
よ
り
、
患
者
の
心
身
の
状

把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
医

必
要
性
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

い
場
合
は
、
患
者
の
意
思
を
踏
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

て
い
る
要
介
護
認
定
の
有
効
期
間

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

退
院
）

六
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

定
員
か
ら
入
院
患
者
の
数
を
差
し

及
び
有
効
期
間
を
確
認
し
な
け
れ

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

審
査
会
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る

施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う

介
護
認
定
の
申
請
に
係
る
援
助
）

五
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

て
は
、
要
介
護
認
定
の
申
請
が
既

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

報
の
提
供
に
努
め
る
ほ
か
、
退

ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提

設
は
、
入
院
に
際
し
て
は
入
院

を
、
退
院
に
際
し
て
は
退
院
の

。 必
要
性
を
勘
案
し
、
指
定
介
護

を
優
先
的
に
入
院
さ
せ
る
よ
う

患
者
の
入
院
に
際
し
て
は
、
居

況
、
生
活
歴
、
病
歴
、
指
定
居

。師
は
、
適
時
に
、
療
養
の
必
要

、
入
院
患
者
に
対
し
、
退
院
を

入
院
患
者
の
退
院
に
際
し
て
は

え
て
速
や
か
に
当
該
申
請
が
行

要
介
護
認
定
の
更
新
の
申
請
が

の
満
了
日
の
三
十
日
前
に
は
行

設
は
、
入
院
の
申
込
み
を
行
っ

引
い
た
数
を
超
え
て
い
る
場
合

ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
被
保
険
者
証
に
法
第
七

と
き
は
、
当
該
認
定
審
査
会
意

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
入
院
の
際
に
要
介
護
認

に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

を
提
供
し
た
と
き
は
、
提
供
し

成
等
の
援
助
に
資
す
る
た
め
、

院
後
の
主
治
の
医
師
に
対
す
る

供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に

の
年
月
日
並
び
に
入
院
し
て
い

年
月
日
を
当
該
患
者
の
被
保
険

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宅
介
護
支
援
事
業
者
に
対
す
る

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
状
況
等

性
を
判
断
し
、
医
学
的
に
入
院

指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
入
院
患
者
又
は
そ
の
家
族
に

わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行

遅
く
と
も
当
該
入
院
患
者
が
受

わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行

て
い
る
患
者
の
数
が
入
院
患
者

は
、
長
期
に
わ
た
る
療
養
及
び

十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認

見
に
配
慮
し
て
、
指
定
介
護
療

定
を
受
け
て
い
な
い
患
者
に
つ

確
認
し
、
申
請
が
行
わ
れ
て
い

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の

に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、

て
、
そ
の
入
院
患
者
に
負

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

の
負
担
限
度
額
）
を
限
度

三

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第

し
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と

四

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

づ
き
入
院
患
者
が
選
定
す

五

理
美
容
代

一

食
事
の
提
供
に
要
す
る

サ
ー
ビ
ス
費
が
入
院
患
者

準
費
用
額
（
同
条
第
四
項

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医

費
の
負
担
限
度
額
）
を
限

二

居
住
に
要
す
る
費
用
（

ス
費
が
入
院
患
者
に
支
給

用
額
（
同
条
第
四
項
の
規

要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る

額
。
以
下
「
施
設
サ
ー
ビ
ス

支
払
わ
れ
る
施
設
介
護
サ
ー

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
と
き

用
基
準
額
と
の
間
に
、
不
合

３

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条

指
定
介
護
療
養
型

規
定
に
よ
り
施
設
介
護
サ
ー

払
わ
れ
る
場
合
の
当
該
施
設

下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
指

用
料
（
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
一
部
と
し
て
、
当
該
指
定

定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し

の
ほ
か
、
指
定
介
護
療
養
施
設
サ

日
常
生
活
に
お
い
て
も
通
常
必
要

担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら

設
に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、
同
条

と
す
る
。
）

る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な

百
二
十
三
号
）
に
基
づ
き
入
院
患

な
る
費
用

る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な

る
特
別
な
食
事
を
提
供
し
た
こ
と

費
用
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一

に
支
給
さ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第

の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護

療
施
設
に
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、

度
と
す
る
。
）

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規

さ
れ
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
第

定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

と
き
は
、
当
該
現
に
指
定
介
護
療

費
用
基
準
額
」
と
い
う
。
）
か
ら

ビ
ス
費
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額

設
は
、
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ
ス

に
入
院
患
者
か
ら
支
払
を
受
け
る

理
な
差
額
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し

設
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る

医
療
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
サ

ビ
ス
費
が
入
院
患
者
に
代
わ
り
当

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提

費
の
支
給
の
対
象
と
な
る
費
用
に

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当

四
三

ー
ビ
ス
に
お
い
て
供
与
さ
れ
る
便

と
な
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ

れ
る
も
の

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住

居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
等
（

者
が
選
定
す
る
特
別
な
病
室
を
提

居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
等
に

に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の

サ
ー
ビ
ス
費
が
入
院
患
者
に
代
わ

同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

定
に
よ
り
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準

ビ
ス
費
が
入
院
患
者
に
代
わ
り
当

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用

当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
療
養
施

利
用
料
の
額
と
、
施
設
サ
ー
ビ
ス

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払

ー
ビ
ス
（
法
第
四
十
八
条
第
四
項

該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

供
し
た
と
き
は
、
入
院
患
者
か
ら

係
る
対
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

て
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣

該
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

宜っ 費平供基 護基り食ビ費該 のに設費を の支以利）がに



平

入が

成 年 月 日 金曜日

（
施

第
二の

２
常利

３
よ

山 口

養
２

な
３

は指
４

自

県 報

（
サ

第
十養ス者

（
指

第
二状

（号 外 ）

４
事よ

５
たを場に

院
患
者
が
現
に
抱
え
る
問
題
点
を

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
上
で
解
決

設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
）

十
一
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療

作
成
に
関
す
る
業
務
を
担
当
さ
せ

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

生
活
全
般
を
支
援
す
る
観
点
か
ら

用
も
含
め
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門
員
は
、

り
、
入
院
患
者
に
つ
い
て
、
そ
の

を
妥
当
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
従

、
入
院
患
者
又
は
そ
の
家
族
に
対

導
又
は
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

ら
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善

ー
ビ
ス
提
供
証
明
書
の
交
付
）

九
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
の
支

の
内
容
、
費
用
の
額
そ
の
他
必
要

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取

十
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

態
の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止
に
資

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

の
提
供
に
係
る
利
用
料
等
に
関
す

る
も
の
と
す
る
。

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は

っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
入
院
患

記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明

合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
か
ら

よ
る
も
の
と
す
る
。

明
ら
か
に
し
、
入
院
患
者
が
自

す
べ
き
課
題
の
把
握
（
以
下
「

施
設
の
管
理
者
は
、
介
護
支
援

る
も
の
と
す
る
。

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
に

、
地
域
の
住
民
に
よ
る
自
発
的

上
に
位
置
付
け
る
よ
う
努
め
な

施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成
に

有
す
る
能
力
、
そ
の
置
か
れ
て

ら
な
い
。

提
供
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
者
は
、
指
定
介
護
療
養
施
設

し
、
療
養
上
必
要
な
事
項
に
つ

ら
な
い
。

そ
の
提
供
す
る
指
定
介
護
療
養

を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
法
定
代
理
受
領
サ
ー
ビ

払
を
受
け
た
場
合
は
、
提
供
し

と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
し

扱
方
針
）

設
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に

す
る
よ
う
、
そ
の
心
身
の
状
況

掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
居

る
指
針
（
平
成
十
七
年
厚
生
労

、
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に

者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
当

を
行
い
、
入
院
患
者
の
同
意
を

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に

立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と

ア
セ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）

専
門
員
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

当
た
っ
て
は
、
入
院
患
者
の
日

な
活
動
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
等
の

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
た
っ
て
は
、
適
切
な
方
法
に

い
る
環
境
等
の
評
価
を
通
じ
て

に
基
づ
き
、
漫
然
か
つ
画
一
的

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て

い
て
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
つ
い
て

ス
に
該
当
し
な
い
指
定
介
護
療

た
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

た
サ
ー
ビ
ス
提
供
証
明
書
を
患

基
づ
き
、
入
院
患
者
の
要
介
護

等
を
踏
ま
え
、
入
院
患
者
の
療

住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に
食

働
省
告
示
第
四
百
十
九
号
）
に

係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当

該
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
及
び
費
用

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

係
る
同
意
に
つ
い
て
は
、
書
面

二

入
院
患
者
が
法
第
二
十

場
合

び
に
担
当
者
と
の
連
絡
を
継

こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

一

定
期
的
に
入
院
患
者
に

二

定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

催
、
担
当
者
に
対
す
る
照
会

者
の
専
門
的
な
見
地
か
ら
の

一

入
院
患
者
が
法
第
二
十

そ
の
家
族
に
対
し
、
当
該
施

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

８

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

ば
な
ら
な
い
。

９

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

状
況
の
把
握
（
入
院
患
者
に

グ
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

容
、
指
定
介
護
療
養
施
設
サ

計
画
の
原
案
を
作
成
し
な
け

６

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

者
会
議
（
入
院
患
者
に
対
す

下
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）

対
す
る
照
会
等
に
よ
り
、
施

の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す

７

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

４

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

面
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

旨
を
入
院
患
者
及
び
そ
の
家

５

計
画
担
当
介
護
支
援
専
門

結
果
及
び
医
師
の
治
療
の
方

び
そ
の
家
族
の
生
活
に
対
す

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護

続
的
に
行
う
こ
と
と
し
、
特
段
の

な
ら
な
い
。

面
接
す
る
こ
と
。

グ
の
結
果
を
記
録
す
る
こ
と
。

員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い

等
に
よ
り
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画

意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
介
護

設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
つ
い

な
い
。

員
は
、
作
成
し
た
施
設
サ
ー
ビ
ス

員
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

つ
い
て
の
継
続
的
な
ア
セ
ス
メ
ン

必
要
に
応
じ
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
計

員
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
当
た
っ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
上
で
の
留
意

れ
ば
な
ら
な
い
。

員
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

る
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

を
招
集
し
て
行
う
会
議
を
い
う
。

設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
原
案
に
つ
い

る
。

員
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作

。員
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
っ

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
計
画
担

族
に
対
し
て
十
分
に
説
明
し
、
理

員
は
、
入
院
患
者
の
希
望
、
入
院

針
に
基
づ
き
、
入
院
患
者
の
家
族

る
意
向
、
総
合
的
な
援
助
の
方
針

ス
の
目
標
及
び
そ
の
達
成
時
期
、

状
態
区
分
の
変
更
の
認
定
を
受
け

事
情
の
な
い
限
り
、
次
に
定
め
る

て
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の

の
変
更
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
担

更
新
認
定
を
受
け
た
場
合

て
説
明
し
、
書
面
に
よ
り
入
院
患

計
画
を
入
院
患
者
に
交
付
し
な
け

成
後
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
実

ト
を
含
む
。
以
下
「
モ
ニ
タ
リ

画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

て
は
、
入
院
患
者
及
び
そ
の
家
族

事
項
等
を
記
載
し
た
施
設
サ
ー
ビ

成
に
当
た
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
担

の
提
供
に
当
た
る
他
の
担
当
者
（

以
下
同
じ
。
）
の
開
催
、
担
当
者

て
、
担
当
者
の
専
門
的
な
見
地
か

成
に
当
た
っ
て
は
、
入
院
患
者
又

て
は
、
入
院
患
者
及
び
そ
の
家
族

当
介
護
支
援
専
門
員
は
、
面
接
の

解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

患
者
に
つ
い
て
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

の
希
望
を
勘
案
し
て
、
入
院
患
者

、
生
活
全
般
の
解
決
す
べ
き
課
題

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

四
四

た と開当 者れ施ン並 ス当以にらは に趣の及、内



平成

浴
３

に

年 月 日 金曜日

第
二日リ

（
看

第
二患管

２

山 口 県

七
（
機

報

三四五六

（号 外 ）

る
（
診

第
二一二

さ
せ
、
又
は
清
し
き
し
な
け
れ
ば

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

よ
り
、
排
せ
つ
の
自
立
に
つ
い
て

十
三
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療

常
生
活
の
自
立
を
助
け
る
た
め
、

テ
ー
シ
ョ
ン
を
計
画
的
に
行
わ
な

護
及
び
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け

十
四
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療

者
の
自
立
の
支
援
と
日
常
生
活
の

理
の
下
に
お
け
る
介
護
を
行
わ
な

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

医
療
施
設
並
び
に
指
定
介
護
予
防

二
年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
五
号

な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
薬
事
法

定
す
る
治
験
に
係
る
診
療
に
お
い

こ
の
限
り
で
な
い
。

入
院
患
者
の
病
状
の
急
変
等
に

認
め
た
と
き
は
、
他
の
医
師
の
対

能
訓
練
）

し
、
要
介
護
者
の
心
理
が
健
康
に

こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
な
指
導

常
に
入
院
患
者
の
病
状
及
び
心

的
確
な
把
握
に
努
め
、
入
院
患
者

検
査
、
投
薬
、
注
射
、
処
置
等

特
殊
な
療
法
又
は
新
し
い
療
法

省
告
示
第
百
二
十
四
号
）
に
定
め

医
薬
品
は
、
指
定
短
期
入
所
療

第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定

。療
の
方
針
）

十
二
条

医
師
の
診
療
の
方
針
は

診
療
は
、
一
般
に
医
師
と
し
て

て
、
的
確
な
診
断
に
基
づ
き
、
療

診
療
に
当
た
っ
て
は
、
常
に

な
ら
な
い
。

入
院
患
者
の
病
状
及
び
心
身
の

必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば

施
設
は
、
入
院
患
者
の
心
身
の

必
要
に
応
じ
て
理
学
療
法
、
作

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
介
護
）

施
設
は
、
入
院
患
者
の
病
状
及

充
実
に
資
す
る
よ
う
適
切
な
技

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
週
間
に
二
回
以
上
、
適
切
な

短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の

）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
入
院

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

て
、
当
該
治
験
の
対
象
と
さ
れ

よ
り
、
自
ら
必
要
な
医
療
を
提

診
を
求
め
る
等
診
療
に
つ
い
て

及
ぼ
す
影
響
に
十
分
に
配
慮
し

を
行
う
こ
と
。

身
の
状
況
並
び
に
日
常
生
活
及

又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
適
切

は
、
入
院
患
者
の
病
状
に
照
ら

等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
の
ほ
か
行
わ
な
い
こ
と

養
介
護
事
業
所
、
介
護
老
人
保

は
、
第
九
項
の
施
設
サ
ー
ビ
ス

、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

診
療
の
必
要
性
が
あ
る
と
認
め

養
上
妥
当
適
切
に
行
う
こ
と
。

医
学
の
立
場
を
堅
持
し
て
、
入
院状

況
に
応
じ
て
、
適
切
な
方
法

な
ら
な
い
。

諸
機
能
の
維
持
回
復
を
図
り
、

業
療
法
そ
の
他
適
切
な
リ
ハ
ビ

び
心
身
の
状
況
に
応
じ
、
入
院

術
を
も
っ
て
看
護
及
び
医
学
的

方
法
に
よ
り
、
入
院
患
者
を
入

医
師
の
使
用
医
薬
品
（
平
成
十

患
者
に
施
用
し
、
又
は
処
方
し

五
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規

る
薬
物
を
使
用
す
る
場
合
は
、

供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

て
、
心
理
的
な
効
果
も
あ
げ
る

び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
の

な
指
導
を
行
う
こ
と
。

し
て
妥
当
適
切
に
行
う
こ
と
。

る
療
法
等
（
平
成
十
二
年
厚
生

。健
施
設
及
び
指
定
介
護
療
養
型

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す

。ら
れ
る
疾
病
又
は
負
傷
に
対
し

患
者
の
心
身
の
状
況
を
観
察

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
掲
示
）

第
三
十
条

指
定
介
護
療
養
型

に
よ
り
、
要
介
護
状
態
の

三

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行

（
定
員
の
遵
守
）

第
二
十
八
条

指
定
介
護
療
養

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

の
限
り
で
な
い
。

（
協
力
歯
科
医
療
機
関
）

第
二
十
九
条

指
定
介
護
療
養

事
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

者
と
そ
の
家
族
と
の
交
流
等

（
入
院
患
者
に
関
す
る
通
知
）

第
二
十
七
条

指
定
介
護
療
養

合
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を

一

第
十
六
条
第
三
項
の
規

二

正
当
な
理
由
な
し
に
指

護
療
養
型
医
療
施
設
の
従
業

（
食
事
）

第
二
十
五
条

指
定
介
護
療
養

嗜
好
を
考
慮
し
、
適
切
な
時

２

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

可
能
な
限
り
離
床
し
て
食
堂

（
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

第
二
十
六
条

指
定
介
護
療
養

４

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

の
お
む
つ
を
適
切
に
取
り
替

５

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の

６

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

上
の
世
話
を
適
切
に
行
わ
な

７

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

い
。

医
療
施
設
は
、
当
該
指
定
介
護
療

程
度
を
増
進
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ

為
に
よ
っ
て
保
険
給
付
を
受
け
、

型
医
療
施
設
は
、
入
院
患
者
の
定

し
、
災
害
、
虐
待
そ
の
他
の
や
む

型
医
療
施
設
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

と
す
る
。

設
は
、
常
に
入
院
患
者
の
家
族
と

の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な

型
医
療
施
設
は
、
入
院
患
者
が
次

付
し
て
そ
の
旨
を
市
町
村
に
通
知

定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
に
も
か

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
利

者
以
外
の
者
に
よ
る
看
護
又
は
介

型
医
療
施
設
は
、
栄
養
並
び
に
入

間
に
食
事
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な

設
は
、
入
院
患
者
の
自
立
の
支
援

で
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

）型
医
療
施
設
は
、
適
宜
、
入
院
患

設
は
、
お
む
つ
を
使
用
せ
ざ
る
を

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
褥
瘡
が
発
生
し
な
い
よ
う

体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

設
は
、
入
院
患
者
に
対
し
、
離
床

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
は
、
入
院
患
者
に
対
し
て
、
入

四
五

養
型
医
療
施
設
の
見
や
す
い
場

る
と
き
。

又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

員
及
び
病
室
の
定
員
を
超
え
て
入

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、

協
力
歯
科
医
療
機
関
を
定
め
て
お

の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
入
院

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
わ
ら
ず
退
院
し
な
い
と
き
。

用
に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
こ

護
を
受
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

院
患
者
の
身
体
の
状
態
、
病
状
及

ら
な
い
。

に
配
慮
し
、
入
院
患
者
の
食
事
が

な
ら
な
い
。

者
の
た
め
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

得
な
い
入
院
患
者
に
つ
い
て
は
、

適
切
な
介
護
を
行
う
と
と
も
に
、

い
。

、
着
替
え
、
整
容
そ
の
他
日
常
生

院
患
者
の
負
担
に
よ
る
当
該
指
定

所 院こく 患場と び、行 そそ活介



平
成
二

平
成
二

平

三
３

成 年 月 日 金曜日

１（
経

２
は一二

山 口

２
か実

（
会

第
三の

（
施

県 報

要の
２

護の
（
地

第
三発

（号 外 ）

にと
（
個

第
三関れ

（
利

第
三十

四
年
九
月
二
十
八
日
印
刷

十
四
年
九
月
二
十
八
日
発
行

介
護
支
援
専
門
員
の
員
数
は
、

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
（
平
成

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十

過
措
置
）

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で

、
当
分
の
間
、
第
二
条
第
二
項
の

医
師
の
員
数
は
、
常
勤
換
算
方

看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
の
員

入
院
患
者
の
数
が
三
又
は
三
に
満

う
ち
の
一
に
つ
い
て
は
看
護
職
員

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

ら
の
苦
情
に
関
し
て
、
市
町
等
が

施
す
る
事
業
に
協
力
す
る
よ
う
努

計
の
区
分
）

十
四
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療

他
の
事
業
の
会
計
と
区
分
し
な
け

附

則

行
期
日
）

介
護
被
保
険
者
に
当
該
指
定
介
護

他
の
財
産
上
の
利
益
を
供
与
し
て

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
は
、

療
養
型
医
療
施
設
か
ら
の
退
院
患

利
益
を
収
受
し
て
は
な
ら
な
い
。

域
と
の
連
携
等
）

十
三
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療

的
な
活
動
等
と
の
連
携
及
び
協
力

、
運
営
規
程
の
概
要
、
従
業
者
の

認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し

人
情
報
の
利
用
に
関
す
る
同
意
）

十
一
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療

す
る
情
報
を
提
供
す
る
際
に
は
、

ば
な
ら
な
い
。

益
の
供
与
等
の
禁
止
）

十
二
条

指
定
介
護
療
養
型
医
療

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

一
人
以
上
と
す
る
。

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

あ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と

法
で
、
一
以
上
と
す
る
。

数
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
療

た
な
い
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

と
す
る
も
の
と
す
る
。

提
供
し
た
指
定
介
護
療
養
施
設

派
遣
す
る
者
が
相
談
及
び
援
助

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
設
は
、
指
定
介
護
療
養
施
設

れ
ば
な
ら
な
い
。

療
養
型
医
療
施
設
を
紹
介
す
る

は
な
ら
な
い
。

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
そ

者
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と

施
設
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ

を
行
う
等
地
域
と
の
交
流
に
努

勤
務
の
体
制
、
利
用
料
そ
の
他

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
設
は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業

あ
ら
か
じ
め
書
面
に
よ
り
入
院

施
設
は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業

県

庁
知
事

い
て
、
医
療
法
施
行
規
則
（
昭

に
置
く
べ
き
従
業
者
の
員
数

お
り
と
す
る
。

養
病
床
に
係
る
病
室
に
お
け
る

以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
入
院
患
者

を
行
う
事
業
そ
の
他
の
市
町
が

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
会
計
を
そ

こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ

の
従
業
者
か
ら
、
当
該
指
定
介

し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上

て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る

者
等
に
対
し
て
、
入
院
患
者
に

患
者
の
同
意
を
得
て
お
か
な
け

者
又
は
そ
の
従
業
者
に
対
し
、

す
る
廊
下
（
前
三
項
の
規
定

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

と
、
「
二
・
七
メ
ー
ト
ル
」

は
「
一
・
二
メ
ー
ト
ル
」
と

る
。

６

療
養
病
床
を
有
す
る
病
院

十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受

室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
つ
い

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
号

「
二
・
七
メ
ー
ト
ル
」
と
あ

７

平
成
十
三
年
改
正
省
令
附

条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

ル
」
と
、
「
二
・
七
メ
ー
ト

５

病
床
転
換
に
よ
る
診
療
所

既
存
診
療
所
建
物
内
の
旧
療

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
医

三
十
五
号
）
附
則
第
四
条
の

い
て
の
第
六
条
第
六
号
の
規

和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五

で
あ
る
指
定
介
護
療
養
型
医

用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十

「
八
」
と
、
同
項
第
三
号
中

４

病
床
転
換
に
よ
る
旧
療
養

三
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
号

す
る
旧
療
養
型
病
床
群
を
い

正
前
の
医
療
法
施
行
規
則
等

の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。

号
イ
中
「
一
・
八
メ
ー
ト
ル
」
と

と
あ
る
の
は
「
一
・
六
メ
ー
ト
ル

、
「
二
・
七
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る

（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

け
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

て
の
第
六
条
第
六
号
の
規
定
の
適

イ
中
「
一
・
八
メ
ー
ト
ル
」
と
あ

る
の
は
「
一
・
六
メ
ー
ト
ル
」
と

則
第
八
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

い
た
も
の
に
係
る
病
室
に
隣
接
す

、
同
号
イ
中
「
一
・
八
メ
ー
ト
ル

ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
六
メ
ー

旧
療
養
型
病
床
群
（
平
成
十
三
年

養
型
病
床
群
を
い
う
。
）
で
あ
っ

療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ

十
号
）
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適

療
施
設
に
つ
い
て
の
第
二
条
第
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同

「
六
」
と
あ
る
の
は
「
四
」
と
す

型
病
床
群
（
医
療
法
施
行
規
則
等

。
以
下
「
平
成
十
三
年
改
正
省
令

う
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

）
に
つ
い
て
の
第
六
条
第
六
号
の

あ
る
の
は
「
一
・
二
メ
ー
ト
ル

」
と
す
る
。

の
は
「
一
・
六
メ
ー
ト
ル
」
と

に
お
い
て
、
医
療
法
施
行
規
則
第

る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の

用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
三

る
の
は
「
一
・
二
メ
ー
ト
ル
」
と

す
る
。

る
病
院
又
は
診
療
所
の
病
室
に
隣

る
廊
下
に
つ
い
て
の
第
六
条
第
六

」
と
あ
る
の
は
「
一
・
二
メ
ー

ト
ル
」
と
す
る
。

改
正
省
令
附
則
第
四
条
に
規
定
す

て
、
平
成
十
三
年
改
正
省
令
第
八

す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令

に
係
る
病
室
に
隣
接
す
る
廊
下
に

中
「
一
・
八
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る

用
を
受
け
て
い
た
も
の
に
限
る
。

項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
の

項
第
二
号
中
「
六
」
と
あ
る
の

る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
に
規

改
正
省
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る

五
年
厚
生
省
令
第
三
号
）
附
則
第

四
六

規」 す五病月、接 号トる条第つの ）適は十定改四


